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協議第１０号 
 
   相模原市・藤野町合併市町村基本計画（素案）について（継続協議） 
 
 相模原市・藤野町合併市町村基本計画（素案）について、別紙のとおり協議を求める。 
 
  平成１７年１０月１７日提出 
 

相模原市・藤野町合併協議会会長 小川 勇夫  



 

協議第１７号 
 
   財産の取扱いについて 
 
 財産の取扱いについて、次のとおり協議を求める。 
 
  平成１７年１０月１７日提出 
 
                 相模原市・藤野町合併協議会会長 小川 勇夫  
 
 
１ 藤野町の財産は、すべて相模原市に引き継ぐ。なお、基金の取扱いについては、そ

の設立の趣旨に配慮し調整する。 

 

２ 藤野町の各財産区が所有する財産は、財産区有財産として相模原市に引き継ぐ。 

 



 

参 考 

 

地方公共団体の財産について 

 

公有財産･･･････地方公共団体の所有に属する財産 

①不動産 ②動産 ③不動産、動産の従物 ④物権（地上権、地役権等） 

⑤無体財産権（特許権、著作権、商標権、実用新案権等）  

⑥有価証券（株式、社債、地方債、国債等） ⑦出資による権利  

⑧不動産の信託の受益権 

 行政財産･･････地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供することと決定し

た財産 

公用財産･････市町の業務の遂行に必要な財産（市町の庁舎、支所、出張所等） 

 

公共用財産･･･住民の一般共同利用に供する財産（保育園、公園、学校、体育館等） 

 

普通財産･･････行政財産以外の財産（貸付等により経済的価値を発揮させるために管理

するもの） 

 

物品･･･････現金、公有財産及び基金を除く普通地方公共団が所有又は使用のために保管す

る動産（庁用自動車、事務機器等） 

債権･･･････金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利 

 

基金･･･････特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立てる基金と、特定の目的のた

めに定額の資金を運用する基金とがある。 

 

地方債･･････････地方公共団体が資金調達のために負担する債務で、その返済が会計年度を

超えて行われるもの。 

債務負担行為････地方公共団体が債務を負担するその行為、内容を定めておくもの。 
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財産の現況比較（平成17年3月31日現在）

（平成16年度決算書「財産に関する調書」、地方財政状況調査ほか）
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9,112,466

17,315,413

1,460,576

 ２．物　　　品　（車両類）

 ３．債　　　権

 ４．基　　　金

40,000

1,7431,453,833

12,402,915

 物　　 権

 土　　 地

 無体財産権

 建　　 物

271,123
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9,085

8,030,959 287,950 629,042

1,814,352 1,724,056

2,302,265

80

 有価証券

 出資による権利

8,665,307 ５．地方債現在高

 資金積立基金

 定額資金運用基金

53598

55042,470

 〔総　括〕

相模原市 城 山 町

 １．公有財産

津久井町

1,304,987.58

86,347.91

0.00

0

4,457,973.09

1,313,390.90

844,101.00

53,050.00

0.006,364.06

10 0

相模湖町

5,028,840.94

42,680.80

44,930

2,598,830

0.00

0

550

10,450

0.00

0

0

9,480,088

43,050,770

6,644,713

303,3531,666,197 40,646

185,055

154,515

＊４町の土地・建物には、津久井郡４町共有財産（各町持分４分の１）が含まれる。
　　【土地】　①津久井郡郷土資料館　608.40㎡
　　　　　　　 ②津久井郡急病診療所　1,463.58㎡
　　【建物】　津久井郡郷土資料館　325.38㎡
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5,907

藤 野 町

696,267.00

39,715.86

 ６．債務負担行為

289,125,761

41,000,574

319,402,449
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0

1,189,035

10,000

5,486,580

30

5,000

参　考

合　　　計

12,332,169.61

1,535,185.47

6,364.06
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 本庁舎（出張所・清掃工場など）

 消　防（本部・分署・消防団など）

 市民会館・文化会館 0.00 ※ 0.00 0.00

 公営住宅 13,898.00 32,396.41 297.51 2,909.00

 児童福祉施設（保育園・児童館など） 2,784.00 ※ 3,768.42 ※

 衛生施設（墓地・斎場など） 0.00 ※ 0.00 0.00

 公園・広場 111,133.00 ※ 98,174.99 1,949.00

 小・中学校 114,312.00 164,978.50 72,871.32 53,229.00

 体育施設（体育館・水泳場など） 25,708.00 ※ 15,530.51 ※

 社会教育施設（公民館・図書館など） ※ ※ 4,042.64 ※

 その他の施設 146,122.00 249,621.97 13,665.63 216,301.00

 所　　有

8,513.68

6,295,235.21

平成17年3月31日現在　　単位：㎡

12,332,169.61

6,569,957.84

373,166.76

323,515.60

49,651.16

5,389,045.01

備　　　　考 ※は本庁舎に含む ※はその他の施設に含む

○分収…町所有の山林に植えてある立木について、分収林契約に基づき、県企業庁や森林づくり公社、自治会等が権利
           （地上権）を持ち、立木の販売で得た収益を町と権利者との間で分け合うもの

＊４町の土地には、津久井郡４町共有財産（各町持分４分の１）が含まれる。

　〈行政財産〉津久井郡郷土資料館　608.40㎡、　〈普通財産〉津久井郡急病診療所　1,463.58㎡

相模湖町

 （うち分収）

土地の権利の区分 相模原市 城 山 町

405,751.00

(292,527.00)

１．公有財産

合　　　　計

 普通財産

 行政財産

 公用財産

 公共用財産

 山　　　林 

【土　地】

 普通財産一般

区　　　　分 相模原市

4,387,756.61

342,404.50

298,338.79

津久井町

6,122.90

176,243.37

0.00

4,457,973.09

56,886.29

58,868.80

1,521,297.54

1,582,640.32

6,485.68

44,065.71

41,708.01

4,045,352.11

68,226.19

533,358.69

70,216.48

63,730.80

844,101.00

 【山　林】

城 山 町

428,079.00

14,122.00

12,863.00

413,957.00

8,243.00

2,028.00 廃道路敷

405,751.00

津久井町

453,468.17

6,471.29

3,932.71

2,538.58

446,996.88

683,862.02

416,022.00

1,259.00

1,304,987.58

0.00

851,519.41

167,657.39

相模湖町

214,216.99

5,865.97

5,018.10

6,122.90

225,744.29

1,988,031.14

266,208.95

82,946.52

合　　　計

72,268.83

1,159,069.29

58,868.80

1,732,554.53

63,438.71

0.00

208,351.02

5,028,840.94

4,810,774.19

4,814,623.95

3,849.76

5,762,211.77

6,295,235.21

(4,164,131.00)

683,862.02

(90,007.00)

4,810,774.19

(3,781,597.00)

847.87

藤 野 町

278,691.00

4,303.00

3,363.00

940.00

274,388.00

417,576.00

22,728.00

0.00

394,848.00

696,267.00

※はその他の施設に含む

（平成16年度決算書「財産に関する調書」ほか）

藤 野 町

394,848.00

0.00

合　　　計



1,299,636.96 1,518,567.86

153,306.13 175,711.79

 本庁舎（出張所・清掃工場など） 128,062.31 146,596.08

 消　防（本部・分署・消防団など） 25,243.82 29,115.71

1,146,330.83 1,342,856.07

 市民会館・文化会館 23,120.99 0.00 ※ 0.00 0.00 23,120.99

 公営住宅 140,464.60 2,370.00 5,424.90 1,095.87 792.53 150,147.90

 児童福祉施設（保育園・児童館など） 30,245.19 917.00 ※ 1,072.02 ※ 32,234.21

 衛生施設（墓地・斎場など） 4,327.31 0.00 ※ 0.00 0.00 4,327.31

 公園・広場 6,583.26 0.00 ※ 1,401.55 0.00 7,984.81

 小・中学校 653,373.98 37,094.00 54,553.59 28,134.11 21,871.97 795,027.65

 体育施設（体育館・水泳場など） 45,576.48 779.00 ※ 59.59 0.00 46,415.07

 社会教育施設（公民館・図書館など） 51,315.14 2,205.00 ※ 2,341.13 ※ 55,861.27

 その他の施設 191,323.88 1,220.00 18,988.19 4,206.36 11,998.43 227,736.86

13,753.94 16,617.61

1,313,390.90 1,535,185.47

＊４町の建物には、津久井郡４町共有財産（各町持分４分の１）が含まれる。
　〈行政財産〉津久井郡郷土資料館　325.38㎡

合　　　計相模原市 城 山 町

合　　　　　計

備　　　　　考

53,001.00

8,416.00

 普通財産

 行政財産

 公用財産

 公共用財産

84,809.71

53,050.00

7,829.00

藤 野 町

5,843.03

4,115.11

相模湖町

3,770.70

42,081.33

677.00

39,715.86

１．公有財産

区　　　　分

【建　物】

津久井町

1,227.57

34,662.93

599.47

平成17年3月31日現在　　単位：㎡

1,727.92

78,966.68

86,347.91

49.00

※はその他の施設に含む

587.00

44,585.00

1,538.20

（平成16年度決算書「財産に関する調書」ほか）

42,680.80

39,038.86

4,375.93

3,148.36

※はその他の施設に含む

3,441.30

329.40

38,310.63



区　　分 相模原市 城 山 町 津久井町 相模湖町 藤 野 町 合　　計

地　上　権 6,270.27 6,270.27

地　役　権 93.79 93.79

合　　計 6,364.06 0.00 0.00 0.00 0.00 6,364.06

【無体財産権】

区　　分 相模原市 城 山 町 津久井町 相模湖町 藤 野 町 合　　計

特　許　権 5 5

実用新案権 0 0

意　匠　権 3 3

商　標　権 2 2

著　作　権 0 0

合　　計 10 0 0 0 0 10

１．公有財産

【物　権】

〔特許権〕
 ①標識建柱L型側溝用ブロック
 ②重車両L型側溝用ブロック
 ③マンホール用臨時トイレ装置
 ④調整池の排水流量制御システム
 ⑤洋式簡易便器装置
〔意匠権〕
 ①マンホール載置用便器
 ②折畳み便器1
 ③折畳み便器2
〔商標権〕
 ①リサイクルしましょう相模原
 ②SSDF（市道路情報管理システム・
　　ファイルフォーマット形式の名称）

　　平成17年3月31日現在　　単位：㎥

（平成16年度決算書「財産に関する調書」ほか）

（平成16年度決算書「財産に関する調書」ほか）

平成17年3月31日現在　　単位：件



相模原市 城 山 町 津久井町 相模湖町 藤 野 町 合　　計

42,470 550 810 550 550 44,930

相模原市 城　山　町 津久井町 相模湖町 藤 野 町 合　　計

32,470 550 660 550 550 34,780

10,000 10,000

150 150

42,470 550 810 550 550 44,930

平成17年3月31日現在　　単位：千円

（平成16年度決算書「財産に関する調書」ほか）

合　　　　　計

名　　　　　称

 株式会社テレビ神奈川

 株式会社神奈川食肉センター

 津久井湖観光株式会社

〈内 訳〉

１．公有財産

【有価証券】

区　　　分

株　　　券



相模原市 城 山 町 津久井町 相模湖町 藤 野 町 合　　計

2,302,265 9,085 271,123 10,450 5,907 2,598,830

相模原市 城　山　町 津久井町 相模湖町 藤 野 町 合　　　計

155,201 5,846 7,379 3,884 3,721 176,031

7,150 545 3,411 1,664 630 13,400

5,320 199 322 125 129 6,095

3,510 175 234 167 117 4,203

1,830 520 1,110 460 710 4,630

1,500 200 200 200 200 2,300

10,000 1,000 1,000 1,000 13,000

13,000 500 700 300 14,500

100 100 100 100 400

500 500

2,500 2,350 4,850

1,135,000 1,135,000

300,000 300,000

200,000 200,000

166,667 166,667

100,000 100,000

87,500 87,500

80,000 80,000

80,000 80,000

60,000 60,000

60,000 60,000

49,000 49,000

12,540 12,540

10,000 10,000

5,000 5,000

4,500 4,500

3,000 3,000

2,714 2,714

2,000 2,000

1,000 1,000

2,302,265 9,085 271,123 10,450 5,907 2,598,830 合　　　　　計

 (財)神奈川県暴力追放推進センター(設立)出捐金

 津久井郡森林組合出資金

 (財)相模原市みちの協会出捐金

 (財)相模原市みどりの協会設立出捐金

 (財)相模原市産業振興財団出捐金

 (財)神奈川県下水道公社出資金

 (財)神奈川県市町村職員研修センター出捐金

 (財)相模原市中小企業勤労者福祉サービスセンター出捐金

 橋本駅北口第一再開発ビル(株)出資金

 (社)神奈川県畜産会出資金

１．公有財産

 (株)さがみはら産業創造センター出資金

 土地開発公社出資金

 (社)神奈川県造林公社出資金

 (財)ふるさと情報センター出捐金

【出資による権利】

 (社)神奈川県農業公社出資金

〈内　訳〉
名　　　　　称

 神奈川県農業信用基金協会出資金

 (財)相模原市市民文化財団出捐金

 神奈川県信用保証協会出捐金

 (財)神奈川県労働者信用基金協会出捐金

 (財)かながわ健康財団出捐金

 (財)宮ヶ瀬ダム周辺振興財団出捐金

区　　分

出　資　・　出　捐

平成17年3月31日現在　　単位：千円

（平成16年度決算書「財産に関する調書」ほか）

 (財)相模原市都市整備公社出資金

 (財)国有財産管理調査センター出捐金

 (財)神奈川県国際交流協会出捐金

 (社)相模原市畜産振興協会出資金

 (財)リバーフロント整備センター設立出捐金

 (財)神奈川県国民年金福祉協会出捐金

 (社福)相模原市社会福祉事業団設立出捐金

 (財)宇宙科学振興会出捐金

 (財)相模原市体育協会出捐金



相模原市 城 山 町 津久井町 相模湖町 藤 野 町 合　　計

598 53 80 30 60 821

25 6 6 16 8 61

130 18 32 3 7 190

173 9 4 3 11 200

9 2 1 1 8 21

261 17 37 7 24 346

0 1 0 0 2 3

相模原市 城 山 町 津久井町 相模湖町 藤 野 町 合　　計

1,453,833 1,743 0 5,000 0 1,460,576

金　　額(千円)

 相模原市 867,458

142,599

　 72,590

　 12,488

358,698

 城 山 町 382

　 1,361

 相模湖町 5,000

1,460,576

平成17年3月31日現在　　単位：台

（平成16年度決算書「財産に関する調書」ほか）

２．物　品

区　　　分

 車　両　類

 軽 自 動 車

〈内　訳〉

名　　　　　　称 備　　　　考

３．債　権

区　　分

 貸　付　金

平成17年3月31日現在　　単位：千円

（平成16年度決算書「財産に関する調書」ほか）

土地開発公社貸付金

看護師等修学資金貸付金

厚生貸付金

保育所施設整備等資金貸付金

奨学金貸付金

母子寡婦福祉資金貸付金

合　　　　　計

 乗用自動車

 貨物自動車

 特殊自動車

 乗合自動車

 原動機付自転車

(財)相模湖周辺環境整備公社貸付金

奨学貸付金



４．基　金

名　　称 金　額 名　　称 金　　額 名　　称 金　　額 名　　称 金　　額 名　　称 金　　額
 大規模な建設事業、災害復旧、
地方債の繰上償還その他財源の
不足を生じたときの財源とするた
め設置

財政調整基金 8,700,718 財政調整基金 775,916 財政調整基金 188,831 財政調整基金 1,979 財政調整基金 452,156 10,119,600

 社会福祉の増進を図る事業の財
源とするため設置

社会福祉基金 1,054,653 地域福祉基金 178,121 地域福祉基金 784 地域福祉基金 10,401 地域福祉基金 170,903 1,414,862

 身体障害者福祉向上の事業資
金に充てるため設置

身体障害者福祉基
金

31,718 31,718

 介護保険の保険給付費に不足を
生じたときの財源とするため設置

介護保険給付費支
払準備基金

491,341
介護保険給付費支
払基金

417
介護保険保険給付
費支払準備基金

138,085
介護保険給付費支
払基金

51,342
介護保険給付費支
払基金

64,341 745,526

 市町債の償還に必要な財源を確
保し、将来にわたる財政の健全な
運営に資するため設置

減債基金 50,150 減債基金 83,936 減債基金 89,500 減債基金 283 町債償還基金 42,799 266,668

 緑化の推進を図る事業の財源と
するため設置

みどりのまちづくり
基金

678,610
みどりのまちづくり
基金

60,345
コミュニティと緑の
環境づくり基金

95,280 834,235

　国民健康保険の診療報酬、療
養費およびその他費用の支払準
備金として設置

国民健康保険診療
報酬等支払準備基
金

31,679
国民健康保険診療
報酬等支払準備基
金

52,820
国民健康保険給付
費支払準備基金

27,459
国民健康保険給付
費支払準備基金

26,459 138,417

 ふるさと創生事業に充当するた
め、または活力と魅力ある地域文
化の振興を図るため設置

ふるさと創生事業
基金

134,438
ふるさと文化振興
基金

416,119
ふるさと創生事業
基金

854 551,411

 奨学金の資金に充てるため設置 奨学基金 24,940 24,940

 青年の海外派遣の資金に充てる
ため設置

青年海外派遣基金 16,218 16,218

 国際交流の推進を図る事業の財
源とするため設置

国際交流基金 249,421 249,421

 市街地整備事業の財源とするた
め設置

市街地整備基金 1,114,412 1,114,412

 青年起業家の育成を図る事業の
財源とするため設置

青年起業家育成基
金

22,452 22,452

　都市計画法第３２条の規定によ
る開発行為の協議により受けた
寄付金を適切に運用するため設
置

開発行為に伴う公
共施設整備基金

7,820 7,820

相模湖町
合　　計

　【資金積立基金】
相模原市

目的・使途
城 山 町 津久井町 藤 野 町

平成17年3月31日現在　　単位：千円



名　　称 金　額 名　　称 金　　額 名　　称 金　　額 名　　称 金　　額 名　　称 金　　額

　文教、福祉施設等建設資金に
充当するため設置

文教、福祉施設等
建設基金

92,689
文化福祉施設建設
基金

201,191 293,880

　文化センター等建設事業に充当
するため設置

文化センター等建
設事業基金

448,991 448,991

 公共施設整備資金に充てるため
設置

公共施設整備基金 53,884 53,884

 中道志川（奥相模湖下流から津
久井湖まで）の清流を守る川のト
ラスト運動を展開し、水質保全及
び河川美化を図るため設置

中道志川トラスト基
金

5,991 5,991

 道志ダム関連地域の振興を図る
ため設置

道志ダム関連地域
環境整備基金

26,755 26,755

 宮ヶ瀬ダム道志導水路地域の青
根地区における環境保全と地域
活性化を図るため設置

宮ヶ瀬ダム道志導
水路環境整備基金

3 3

 交通災害見舞金の事務を円滑
かつ効率的に行うため設置

交通災害基金 14,223 14,223

 津久井町簡易水道特別会計の
財政の健全な運営を図るため設
置

簡易水道特別会計
財政調整基金

610,063 610,063

 町営住宅の建設に係る資金を積
み立てるため設置

町営住宅建設費積
立基金

28,033 町営住宅建設基金 146,975 175,008

 義務教育施設整備に係る資金を
積み立てるため設置

義務教育施設整備
費積立基金

36,993 学校建築基金 78,209 115,202

 町民相互の協力による自主的な
町づくり事業を推進するため設置

かおる文化とうる
おいの町づくり基
金

27,657 27,657

 千木良公民館の建設に係る資金
を積み立てるため設置

千木良公民館建設
費積立基金

54 54

 藤野やまなみ温泉の施設整備に
係る資金を積み立てるため設置

藤野やまなみ温泉
施設整備基金

6,002 6,002

合　　　計 12,402,915 合　　　計 1,814,352 合　　　計 1,724,056 合　　　計 185,055 合　　　計 1,189,035 17,315,413

目的・使途
相模原市 城 山 町 津久井町

平成17年3月31日現在　　単位：千円

（平成16年度決算書「財産に関する調書」ほか）

相模湖町
合　　計

藤 野 町



４．基　金

名　　称 金　額 名　　称 金　　額 名　　称 金　　額 名　　称 金　　額 名　　称 金　　額
 公用もしくは公共用に供する土地
または公共の利益のために取得す
る必要のある土地をあらかじめ取
得することにより、事業の円滑な執
行を図るため設置

土地開発基金 3,580,000 土地開発基金 284,810 土地開発基金 615,712 土地開発基金 151,515 4,632,037

 用品の集中購買を実施することに
より、用品の取得及び管理に関す
る事務を円滑かつ効率的に行うた
め設置

用品調達基金 50,000 50,000

 良好な都市環境の保全に寄与す
るために行う緑地保全事業を円滑
かつ効率的に行うため設置

緑地保全基金 2,000,691 2,000,691

 市民のコミュニティ活動を促進する
ための場としての広場用地をあら
かじめ取得することにより、広場用
地取得事業の円滑な執行を図るた
め設置

広場基金 2,000,000 2,000,000

 市民文化の振興に寄与するため
に行う美術品、美術に関する資料
その他これらに類するものの収集
を円滑かつ効率的に行うため設置

美術品等収集基
金

100,268 100,268

 公共料金の支払事務を円滑かつ
効率的に行うため設置

公共料金支払基
金

300,000 300,000

　高額療養費資金の貸付に関する
事務を円滑かつ効率的に行うため
設置

国民健康保険高
額療養費資金貸
付基金

3,140
高額療養費貸付
基金

5,000
国民健康保険高
額医療費資金貸
付基金

3,000 11,140

 国民健康保険出産費資金貸付に
関する事務を円滑に実施するため
設置

国民健康保険出
産費資金貸付基
金

1,000 1,000

 育英奨学資金の貸付に関する事
務を円滑かつ効率的に行うため設
置

育英奨学資金貸
付基金

7,330 7,330

 住民からの寄附を受け学校図書
購入等の財源に充てるために設置

教育振興基金 10,000 10,000

合　　　計 8,030,959 合　　　計 287,950 合　　　計 629,042 合　　　計 154,515 合　　　計 10,000 9,112,466

平成17年3月31日現在　単位：千円

津久井町

　【定額資金運用基金】

相模原市
目的・使途

城 山 町

（平成16年度決算書「財産に関する調書」ほか）

相模湖町
合　　計

藤 野 町



相模原市 城　山　町 津久井町 相模湖町 藤 野 町 合　　計

 普通会計 173,899,149 4,672,112 6,259,476 3,955,809 2,848,799 191,635,345

 一般公共事業債 3,075,486 0 0 0 0 3,075,486

 一般単独事業債 61,903,816 622,860 1,470,524 922,839 601,948 65,521,987

 公営住宅建設事業債 10,038,114 61,357 41,061 0 0 10,140,532

 義務教育施設整備事業債 16,650,429 593,903 1,249,973 1,294,704 713,742 20,502,751

 厚生福祉施設整備事業債 19,379,446 540,133 0 198,232 0 20,117,811

 その他普通債 11,140,326 353,770 587,855 245,552 137,444 12,464,947

 減税補てん債等 51,711,532 2,500,089 2,910,063 1,294,482 1,395,665 59,811,831

- - - - 82,078 82,078

 病院事業債 - - 40,104 - - 40,104

 介護サービス施設整備事業債 399,286 - - - - 399,286

 下水道事業債 104,604,662 3,993,195 3,180,508 2,688,904 2,555,703 117,022,972

 駐車場整備事業債 10,075,910 - - - - 10,075,910

146,754 - - - - 146,754

289,125,761 8,665,307 9,480,088 6,644,713 5,486,580 319,402,449

相模原市 城　山　町 津久井町 相模湖町 藤 野 町 合　　計

2,290,000 0 101,764 0 0 2,391,764

1,855,234 0 0 0 0 1,855,234

34,085,540 40,000 765,360 303,353 0 35,194,253

2,769,800 0 799,073 0 40,646 3,609,519

41,000,574 40,000 1,666,197 303,353 40,646 43,050,770

平成17年3月31日現在　　単位：千円

（平成16年度地方財政状況調査ほか）

 建造物の購入に係るもの

６．債務負担行為

区 　　   　分

 土地の購入に係るもの

５．地方債現在高

区 　　   　分

合　　　　　計

 簡易水道事業債

 母子寡婦福祉資金貸付事業債

平成17年3月31日現在　　単位：千円

（平成16年度地方財政状況調査ほか）

※「その他普通債」は、一般廃棄物処理事業債、社会福祉施設整備事業債、財源対策債、調整債、都道府県貸付金、その他をいう。
※「減税補てん債等」は、減税補てん債、減収補てん債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、臨時税収補てん債、臨時財政対策債をいう。

債務負担行為限度額

 その他

 債務保証・損失補償に係るもの



 

参 考 

 

財産区について 

 

１ 財産区制度の趣旨 

 財産区制度は、明治の大合併の推進のとき、関係町村間の特別な財産や所有状態の著し

い不均衡が合併交渉を妨げたことから、合併後も旧町村単位で従来の財産を所有する権利

を認められたことがその起源となっている。このように市制・町村制の施行の際、設置さ

れた財産区は、大部分が江戸時代以来の村、又はその一部で住民が入会利用している山林、

田畑等を所有していたものであり、戦後、地方自治法の改正の中で明文化された。 

 この結果、財産区は、その所有する財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止につき、

法律上独立の人格者たる能力（法人格）を持った特別地方公共団体となった。 

 財産区は、その成立した時期により、次の２つに大きく分けられる。 

①旧財産区…明治 22年の市制・町村制施行当時、既に市町村の一部が財産又は公の施設

を所有していることを認めたもの。 

 ②新財産区…市制・町村制の施行後に行われた町村合併の際（昭和28年施行町村合併促進

法によるものなど）、旧町村が財産又は公の施設を所有していることを認めた

もの。 

 

２ 財産区の業務等 

 （１）財産区は、所有する財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止を行う。 

（２）財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止については、その住民の福祉を増進する

とともに、財産区のある市町村との一体性をそこなわないように努めなければならな

い。 

 

３ 財産区の会計 

（１）財産又は公の施設に関し特に要する経費（財産区議会の議員選挙に要する費用など）

は、財産区の負担とする。 

（２）財産区の収入及び支出については、市町村の会計と分別しなければならない。 

   ※財産区の収支は明確にしておく必要があるため、市町村の会計と分別して経理する

ことが要求されており、特別会計を設けることが適当である。(「地方自治小六法」注釈) 

 

４ 津久井郡における財産区の状況 

  津久井郡における財産区は、城山町には「川尻財産区」及び「中沢財産区」の２つの財

産区が、津久井町には「三井財産区」「中野財産区」「串川財産区」「鳥屋財産区」「青

野原財産区」及び「青根林野」の６つの財産区が、藤野町には「吉野財産区」「小渕財産区」

「沢井財産区」「日連財産区」「名倉財産区」「牧野財産区」及び「佐野川財産区」の７つの

財産区が設置されている。 

また、城山町の各財産区には議決機関として財産区議会が、津久井町及び藤野町の各財

産区には審議機関として財産区管理会等が設置されている。 



 

財産区議会と財産区管理会について 

 

区 分 財産区議会 財産区管理会 

設置根拠 地方自治法295条 
財産等の管理処分が複雑なため、

あるいは財産区と市町村との利害

関係が必ずしも一致しないため等

により、都道府県知事が必要である

と認めるときに限り設置すること

ができる固有の意思決定機関 

地方自治法296条の２ 
 財産区に財産区議会が設置され
ていない時に限り置くことができ

る任意設置機関 

設置方法 知事が設置条例を提案し、市町

村議会の議決により、市町村の

条例で設置 

①市町村条例の制定によって設

置 

②市町村の廃置分合又は境界変

更に際し財産処分に関する協議

によって設置 

条例又は協議書に

規定する事項 

財産区議会議員の定数、任期、

選挙権、被選挙権及び選挙人名

簿に関する事項 

①管理会の同意を要する事項 

②財産区管理委員の選任、財産 

区管理会の運営その他財産区管

理会に関し必要な事項 

執行機関 市町村長が行う。 ①市町村長が行う。 

②市町村長は、財産管理に関す 

る事務の全部又は一部を財産区

管理会の同意を得て管理会又は

管理委員に委任できる。 

議決機関 ①財産区議会が行う。 

②財産区議会は、設置条例に定 

めるもののほかは、地方自治法 

の市町村の議会に関する規定が

準用される。 

①市町村議会が行う。 

②管理会は条例で定める重要な 

ものについて同意を与える審議

機関であるので、管理会の同意

が得られない限り市町村議会の

議決があっても執行できない。 

監査機関 市町村の監査委員が行う。 ①市町村の監査委員が行う。 

②管理会は財産区の事務の処理 

について監査できる。 

議員又は委員 (身分) 

①財産区議会の議員の選挙は、

公職選挙法の市町村の議会の議

員の選挙に関する規定を適用す

る。ただし、被選挙権の有無に

ついては、市町村の議会が決定

する。 

②財産区議会の議員と当該市町

村の議会の議員、市町村長、助

役、収入役とは兼職できない。 

(定員・任期) 

条例で規定する。 

(身分) 

①公職選挙法の適用がないの

で、委員の資格・選任方法は任

意 

②委員は非常勤であり、当該市

町村の議会の議員、市町村長、

助役、収入役とは兼職が可能 

(定員・任期) 

７人以内、４年 

※なお、これらの機関は財産区の事情に鑑み必要に応じて設置されるものであり、必置機

関ではない。 



参　考

川尻財産区 中沢財産区 三井財産区 中野財産区 串川財産区 鳥屋財産区 青野原財産区 青根林野

昭和30年4月1日
(昭和38年10月1日)

城山町合併時に関
係村で協議

城山町合併時に関
係村で協議

津久井町合併時に
関係町村で協議

津久井町合併時に
関係町村で協議

津久井町合併時に
関係町村で協議

津久井町合併時に
関係町村で協議

津久井町合併時に
関係町村で協議

津久井町合併時に
関係町村で協議

所　有 44,949 114,301 132,971 727,130 2,055,061 12,029,916 13,919,810 13,998,723

分　収 690,579 84,300 0 128,637 631,744 8,173,210 3,237,320 3,143,069

貸　付 30,719 0 0 0 0 16,842,742 914,662 991,159

255 23,948
（宅地） （切替畑）

766,502 198,601 132,971 855,767 2,710,753 37,045,868 18,071,792 18,132,951

－ － 1,072 2,727 32,588 236,862 30,556 174,973

420 210 210 50 1,660 8,460 4,065 4,020

財産区議会 財産区議会 財産区管理会 財産区管理会 財産区管理会 財産区管理会 財産区管理会 管理委員会

8 7 7 7 7 7 7 7

*他に建物52㎡あり

　財産区設置市町：城山町・津久井町・藤野町

*設置年月日の（　）は、財産区の名称が「青根林野」となった日である。

65,000

昭和30年4月1日 昭和30年4月1日 昭和30年4月1日 昭和30年4月1日 昭和30年4月1日

8,000

財産区の現況比較

560,131 33,542 4,839

昭和30年4月1日 昭和30年4月1日

21,610 5,957 36,341

0

444,605335,538

土　地
（㎡）

（平成16年度末）
基　　　　金（千円）

出資による権利
（千円）

合　計

その他

22,600 19,90047,6001,100 6,500

単位：㎡/㎥/千円、平成17年3月31日現在

（平成16年度決算書「財産に関する調書」より）

財産区の名称

立　　　　木（㎥）

城　　　山　　　町項 目

設置の経緯

設置年月日

山

林

0

議員・委員数（人）

管理機関

（平成17年度当初）
予算規模（千円）

財

産

750

津　　　久　　　井　　　町

000 0



吉野財産区 小渕財産区 沢井財産区 日連財産区 名倉財産区 牧野財産区 佐野川財産区

吉野町合併時に関
係町村で協議

吉野町合併時に関
係町村で協議

吉野町合併時に関
係町村で協議

藤野町合併時に関
係町村で協議

藤野町合併時に関
係町村で協議

藤野町合併時に関
係町村で協議

藤野町合併時に関
係町村で協議

所　有 139,528 51,965 143,133 32,330 589,032 12,677,273 28,778

分　収 0 0 0 0 0 5,391,270 451,043

貸　付 770,303 0 11,319 325,772 212 35,677 25,190

909,831 51,965 154,452 358,102 589,244 18,104,220 505,011

1,266 862 2,714 4,399 359 50,026 25,147

430 － 210 210 410 4,390 －

財産区管理会 財産区管理会 財産区管理会 財産区管理会 財産区管理会 財産区管理会 財産区管理会

5 5 5 7 5 7 7

　財産区設置市町：城山町・津久井町・藤野町

昭和29年7月15日 昭和29年7月15日

項 目

（平成17年度当初）

管理機関

議員・委員数（人）

（平成16年度末）

予算規模（千円）
1,822 565 552

2,965

合　計

（平成16年度決算書「財産に関する調書」より）

藤　　　野　　　町

1,656 13,000 564

54,785 33,502 87,571

財

産

設置の経緯

設置年月日

財産区の名称

基　　　　金（千円）

出資による権利
（千円）

立　　　　木（㎥）

土　地
（㎡）

山

林

その他 0 0

単位：㎡/㎥/千円、平成17年3月31日現在

昭和29年7月15日 昭和30年7月20日

13,986 1,715 11,355

000 00

2,987

昭和30年7月20日 昭和30年7月20日 昭和30年7月20日



 

協議第１８号 
 
   行政連絡機構の取扱いについて 
 
 行政連絡機構の取扱いについて、次のとおり協議を求める。 
 
  平成１７年１０月１７日提出 
 

相模原市・藤野町合併協議会会長 小川 勇夫  
 
 
１ 行政連絡機構及び行政連絡業務については、合併時は現行どおりとし、合併後新市

の一体性を確保するために、３年を目途に見直しを行う。 

ただし、行政連絡業務のうち、広報紙の配布については、自治会運営に支障のない

よう配慮し、合併時に相模原市の制度に統合する。 

 

２ 自治会等への運営や活動に対する助成等は、当面、現行の支援制度を基本とし、合

併後、３年を目途に見直しを行う。 

 

 

調整方針一覧 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１ 

ページ 

１ 行政連絡機構の取扱い 

合併時は現行どおりとし、合併後新市の

一体性を確保するために、３年を目途に見

直しを行う。 

ただし、行政連絡業務のうち、広報紙の

配布については、自治会運営に支障のない

よう配慮し、合併時に相模原市の制度に統

合する。 

１ 

２ 地域振興嘱託員経費 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、藤野町への配置については、配置

基準の見直しとともに新市において検討す

る。 

２ 

３ 自治会活動助成事業 
合併時は現行どおりとし、合併後３年を

目途に見直しを行う。 
３ 

４ 
自治会集会所建設等助成

事業 

合併時は現行どおりとし、合併後３年を

目途に見直しを行う。 
４ 

５ 
自治会集会所賃借料助成

事業 

合併時は現行どおりとし、合併後３年を

目途に見直しを行う。 
５ 

６ 防犯灯の維持管理 
合併時は現行どおりとし、合併後３年を

目途に見直しを行う。 
６ 

７ 防犯灯の設置・指導 
合併時は現行どおりとし、合併後３年を

目途に見直しを行う。 
７ 



 

参 考 

行政連絡機構の取扱いの考え方 

 

行政連絡機構とは、行政からの伝達事項を住民に伝達したり、住民の要望等を行政に

伝達する役割を担っている組織のことで、具体的には地域住民に最も身近な組織として

自主的に運営されてきた自治会等のことを指します。 

自治会等は、地域コミュニティの中心として、それぞれの地域において、先に述べま

した行政連絡業務を担っているほか、地域の防災・交通安全・防犯活動や地域美化活動

などを通じて安全で住みやすい快適な地域づくりの推進に寄与しており、地域住民の生

活に果たす役割は非常に重要なものがあります。 

このため、合併後新市の一体性を確保するためには、本来速やかに全ての制度を統合

する必要があるが、地域コミュニティの歴史に根ざした組織であることや、地域におけ

る自治会等の重要な役割などを考慮し、調整にあたっては、市全域に同一の情報を提供

する必要性から、広報紙の配布については合併時に相模原市の制度に統一し、現行の組

織及び自治会等への助成制度については、自治会等の振興と活性化に資するよう、合併

後３年を目途に見直しを行うこととする。 



 

参 考 

行政連絡機構の現況比較 

1 行政連絡機構に係る機構図 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

 

 

       （1団体） 

 

 

       （18地区） 

 

 

        （433自治会） 

 

 

       （159,987世帯） 

＜1自治会の世帯数＞ 

 平均   369世帯  

 最小    22世帯 

 最大  5,092世帯 

＜加入率＞ 

 市世帯数 255,476世帯 

 加入率    62.6％ 

 

 

       （1団体） 

 

 

        （12自治会） 

 

 

      （6,224世帯） 

 

 

 

＜1自治会の世帯数＞ 

 平均   519世帯  

 最小   125世帯 

 最大  1,440世帯 

＜加入率＞ 

 町世帯数   8,314世帯 

 加入率    74.9％ 

 

 

       （1団体） 

 

  

      （6地区） 

 

 

       （62自治会） 

 

 

       （8,243世帯） 

＜1自治会の世帯数＞ 

 平均    133世帯  

 最小    14世帯 

 最大    890世帯 

＜加入率＞ 

 町世帯数  9,723世帯 

 加入率    84.8％ 

 

 

 

 

       （連合会無し） 

 

 

 （４地区のうち1地区あり） 

 

 

  （36自治会）未組織13 

 

 

      （2,841世帯） 

＜1自治会の世帯数＞ 

 平均    79世帯  

 最小    7世帯 

 最大    192世帯 

＜加入率＞ 

 町世帯数 3,691世帯 

 加入率    77.0％ 

 

 

       （連合会無し） 

 

 

       （55自治会） 

 

 

     （3,053世帯） 

 

 ※行政委員数 64人 

 

＜1自治会の世帯数＞ 

 平均      56世帯 

 最小      6世帯 

 最大     492世帯 

＜加入率＞ 

 町世帯数  3,549世帯 

 加入率    86.0％ 

＊ 自治会数及び世帯数は、平成17年4月1日現在の数値 

＊ 自治会と加入世帯を結ぶ「班・組」等の制度については割愛した。 

自治会連合会 

地区自治会連合

自治会 

自治会加入世帯 

自治会連合会 

自治会 

自治会加入世帯 

自治会連合会 

地区自治会連絡協議会

自治会 

自治会加入世帯 

 

地区自治会連合

自治会 

自治会加入世帯 

 

自治会 

自治会加入世帯 



 

2 広報紙・回覧文書配布等の行政連絡事務 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

1. 市広報紙（月2回発行） 

配布方法：原則、新聞折り込

み。 

その他：市の施設及び駅で入

手可能。なお、希望者には郵

送にて送付。 

 

 

1. 町広報紙（月2回発行） 

配布方法：1日号は自治会を

通じて配布。15日号は新聞

折り込み。 

その他：町の施設及び橋本

駅、町内金融機関、町内ほ

とんどのコンビニエンスス

トアに設置している専用ス

タンドから入手可能。 

1.  町広報紙（月2回発行） 

配布方法：１日号は自治会を

通じて配布。代表者宅へ配送

し、加入世帯へ配布する。15

日号は新聞折り込み。 

その他：町施設、郵便局、バ

スターミナルでも入手可能。 

原則として、郵送配布は公共

機関のみ。 

1.  町広報紙（月2回発行） 

配布方法：１日号は自治会

等を通じて配布。15日号は

新聞折り込み。 

その他：町の施設及び駅で

入手可能。なお、希望者に

は郵送にて送付。 

 

1.  町広報紙（月2回発行） 

配布方法：１日号は自治会

等を通じて配布。15日号は

新聞折り込み。 

その他：町の施設及び駅で

入手可能。なお、希望者に

は郵送にて送付。 

 

2. 回覧文書（原則 月2回） 

原則、地区自治会連合会ごと

に情報を収集した、地域情報

紙を作成し、自治会長（又は

広報担当）宅に業者が配布

し、加入世帯に回覧してい

る。 

 

 

2. 回覧文書 

原則、1日号の広報紙配布

にあわせて回覧を依頼す

る。ただし、回覧の可否に

ついては、自治会連合会に

おいて決定する。 

回覧文書については、依頼

者が自治会長の指定する場

所へ必要部数を梱包し持参

する。 

2. 回覧文書（随時） 

町関連については、必要に応

じて、各課が各自治会長宅へ必

要部数を持ち込み、加入世帯に

回覧している。 

また、民間事業者に関するもの

等については、自治連役員会の

承認が必要となる。 

2. 回覧文書（原則 なし） 

原則、回覧はないが、お願

いする場合は、担当課が直

接自治会長等にお願いす

る。 

 

2. 回覧文書（原則 なし） 

原則、回覧はないが、お願

いする場合は、担当課が直

接自治会長等にお願いす

る。 

 

3. 掲示板 

自治会が設置し、管理。 

従来は、市が自治会の要望を

受けて交付したが、平成14年

度をもって廃止した。 

3. 掲示板 

自治会が設置し、管理。 

 

3． 掲示板 

該当なし 

3. 掲示板 

自治会が設置し、管理。 

 

3. 掲示板 

一部の自治会では設置し、

管理を行っている。 

 



 

 

3 住民自治組織に対する支援の状況 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

1. 自治会連合会運営助成金 

（1） 相模原市自治会連合会 

補助金 

       9,660,000円 

（2） 地域情報紙発行、配送費 

補助金 

      13,319,000円 

1. 自治会連合会運営助成金 

  な し 

1. 自治会連合会助成金 

800,000円 

 

1. 自治会連合会運営助成金 

な し 

 

1. 自治会連合会運営助成金 

な し 

 

2. 自治会等活動推進奨励金 

        64,400,000円 

     （＠400円×加入世帯） 

 相模原市自治会連合会に一括 

交付。 

 同連合会から地区自治会連合

会、単位自治会、自治会長の活

動費として交付 

2. 自治会協力謝礼金 

2,932,000円 

 均等割額     35,000円 

 世帯割額       244円 

 火災保険料    35,000円 

 自治会館運営費助成 50,000円 

 各自治会へ上記により交付。 

＜地区行政委員＞ 

目的：行政の円滑な推進と住民

福祉の向上を図るため、

自治会ごとに置く。 

 報酬（年額） 

均等割額：225,000円 

世帯割額：   50円 

2. 自治会等活動推進奨励金 

な し 

 

 

 

 

＜行政連絡員＞ 

目的：町行政の円滑及び効率化を

はかり、住民福祉の増進の

ため、自治会ごとに置く。 

 報酬（年額） 

均等割額：52,750円 

世帯割額： 394.5円 

2. 自治会等活動推進奨励金 

  な し 

 

 

 

 

＜行政委員＞ 

目的：行政の円滑な推進と住民

福祉の向上を図るため、

自治会ごとに置く。 

 報酬（年額） 

均等割額：19,000円 

世帯割額：  110円 

2. 自治会等活動推進奨励金 

  な し 

 

 

 

 

＜行政委員＞ 

目的：行政の円滑な推進と住民

福祉の向上を図るため、自

治会ごとに置く。 

 報酬（年額） 

均等割額：26,800円 

世帯割額： 1,270円 

3. コミュニティ助成事業助成金 

         2,500,000円 

3. コミュニティ助成事業助成金 

        2,500,000円 

（Ｈ16実績は、4,900,000円） 

3. コミュニティ助成事業助成金 

         2,500,000円 

3. コミュニティ助成事業助成金 

  自治会としては、行ってい

ない。 

広報により募集し、申請を

行っている。 

3. コミュニティ助成事業助成金 

  自治会としては、行ってい

ない。 

  広報により募集し、申請を

行っている。 

＊金額は、平成17年度予算額



 

  

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

4. 自治会等集会所建設補助金 

 （補助内容） 

 ・土地購入 

  購入額の1/2、対象面積200㎡

まで 

 ・建物の購入、建設及び増改築 

  購入額（建設費）の1/2、 

対象面積140㎡まで 

対象単価140千円/㎡まで 

         24,500,000円 

 （その他） 

・自治会集会所建設事業に係る 

融資制度 

  預 託 先：相模原市農業協同

組合 

  預 託 率：融資額の7/10 

  融資利率：年2.0％ 

  融資期間：10年以内 

         63,814,000円 

 

4. コミュニティ施設等整備事業

補助 

 （補助内容） 

 ・集会所の新築 

  経費の1/3以内、限度額 

：15,000千円 

  （用地取得費は含まず） 

 ・集会所の増改築及び修繕 

  経費の1/2以内、限度額 

：2,500千円 

  ただし、身体障害者用のス

ロープ、トイレ、手すり等

の設置については経費の2/3

以内、限度額：2,000千円 

 ・集会所付帯設備の整備 

  経費の1/2以内、限度額 

：1,000千円 

 

                

4. 自治会集会所建設補助金 

 （補助内容） 

 ・土地購入 

  購入額の1/2以内、限度額 

：10,000千円 

  対象面積200㎡まで 

 ・建物の購入、建設及び増改築 

  購入額（建設費）の1/3 

  対象面積30㎡以上 

  限度額：一般財源分4,000千円 

（500千円以上） 

      特定財源分4,000千円           

36,816,000円 

 （その他） 

・自治会集会所建設事業に係る 

融資制度 

  預 託 先：津久井郡農業協同組
合 

  預 託 額：予算の範囲内 

  融資利率：年3.0％ 

  融資期間：10年以内 

         10,000,000円 

4. 自治会集会所建設等助成事業 

  な し 

 

（その他） 

・町立集会施設を自治会集会

所として利用している自治

会には、管理を委託（管理

補助金を交付） 

（年額：15千円） 

・町立集会施設以外を集会所

として利用している自治会

には、補助金を交付 

（年額：10千円） 

 ・経費の内訳 

  需用費：450千円(応急修繕) 

  役務費：261千円(建物共済

費等) 

  補助金：295千円(集会所管

理補助金) 

        1,006,000円 

4. 自治会集会所建設等助成事業 

 （補助内容） 

 ・集会所の新築 

  建設費の70％以内、限度額 

：20,000千円 

  （用地取得費は含まず） 

 ・集会所の増改築等 

  建設費の70％以内、限度額 

：5,000千円 

 ・対象面積 1世帯あたり3㎡

を限度 

 

 

 

5. 自治会等集会所賃借料補助金 

 （補助内容） 

 ・借地 限度面積：200㎡まで 

     補助金額：借地料 

・借家 限度面積：140㎡まで 

     補助金額：家賃（2,45

円/㎡）1か月あたり 

・ 補助率 対象金額の1/2以内 

・ 補助期間 原則10年以内 

         2,221,000円 

5. 自治会等集会所賃借料助成

事業 

 な し 

5. 自治会等集会所賃借料助成事

業 

 な し 

5. 自治会等集会所賃借料助成

事業 

 な し 

5. 自治会等集会所賃借料助成

事業 

 な し 

＊金額は、平成17年度予算額 



 

  

4 住民自治組織に対するその他の事務 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

１． 防犯灯助成費 

(1) 防犯灯維持管理費補助金 

  自治会で維持管理している

防犯灯に対し、年間電気料（4

月分×12か月）の90％及び管

理費として1灯につき年額700

円を補助   106,786,000円 

(2) 防犯灯設置費補助金 

設置費の90％を助成 

        40,500,000円 

1. 防犯灯助成費 

(1) 防犯灯維持管理委託 

  町で設置している防犯灯

の維持管理について各自治

会と委託契約を結ぶ。         

  契約金額：@800×設置灯数

1,365,600円 

  電気料は全額町で負担 

(2) 防犯灯設置費補助金 

な し 

1. 防犯灯助成費 

(1) 町が設置した防犯灯を自治

会が管理するにあたり、管理

する経費を１灯につき年額800

円を交付。 

2,392,000円 

1. 防犯灯助成費 

自治会には、補助していな

い。 

直接、町が行っている。 

1. 防犯灯助成費 

自治会には、補助していな

い。 

直接、町が行っている。 

２． 団体事務局事務 

  市自治会連合会及び各地区自

治会連合会事務に対する支援 

(1) 自治会連合会事務 

  市民生活課職員及び市自治

会連合会で雇用した非常勤職

員により実施 

  (2) 地区自治会連合会事務（18

地区） 

  市民生活課及び出張所職員、

さらに地域振興嘱託員（市非

常勤特別職）により実施 

２．団体事務局事務 

   町自治会連合会事務に対す

る支援を町民課職員により実

施。 

 

２．団体事務局事務 

町自治会連合会及び各地区自

治会連絡協議会事務に対する支

援 

(1) 自治会連合会事務 

企画政策室職員により実施 

(2) 地区自治会連絡協議会事務

(6地区) 

各支所及び出張所職員によ

り実施 

２．団体事務局事務 

  支援は、行っていない。 

２．団体事務局事務 

  支援は、行っていない。 

＊金額は、平成17年度予算 



協議第１９号 
 
   町名・字名の取扱いについて 
 
 町名・字名の取扱いについて、次のとおり協議を求める。 

 

  平成１７年１０月１７日提出 

 

相模原市・藤野町合併協議会会長 小川 勇夫  

 

 

１ 相模原市の区域内の町（字）の区域及び名称は、現行のとおりとする。 

 

２ 藤野町の区域内の字の区域は、原則として現行のとおりとする。 

 

３ 藤野町の区域内の字の名称は、町の意向を尊重する。 

 

 

 

 



参 考 

 

町名・字名の取扱について 

 

１ 町名・字名の数について 

 

市 町 名 町名の数 字名の数 計 

相模原市 ２９７  １５     ３１２  

城 山 町 ２１  １５  ３６  

津久井町 ０  １１  １１  

相模湖町 ０  ７  ７  

藤 野 町 ０  ７  ７  

合 計 ３１８  ５５  ３７３  

 

※ この表における町名・字名の数について、町名の数は、住居表示実施区域における

町の名称区域の数であり、字名の数は住居表示未実施区域の字の名称区域の数である。 

 

２ 町名・字名の一覧 

 

  別紙のとおり 

 

３ 同一又は類似する町名・字名について 

 

相模原市、城山町、津久井町、相模湖町及び藤野町の町名・字名については、相模湖町

と藤野町に同一の字名（相模湖町吉野、藤野町吉野）が存在する。 

      

      

 



町名・字名の一覧（相模原市）

町名・字名 ヨミガナ 町名・字名 ヨミガナ
ア行 上鶴間 カミツルマ

相生一丁目 アイオイ１チョウメ 上鶴間一丁目 カミツルマ１チョウメ
相生二丁目 アイオイ２チョウメ 上鶴間二丁目 カミツルマ２チョウメ
相生三丁目 アイオイ３チョウメ 上鶴間三丁目 カミツルマ３チョウメ
相生四丁目 アイオイ４チョウメ. 上鶴間四丁目 カミツルマ４チョウメ
相原一丁目 アイハラ１チョウメ 上鶴間五丁目 カミツルマ５チョウメ
相原二丁目 アイハラ２チョウメ 上鶴間六丁目 カミツルマ６チョウメ
相原三丁目 アイハラ３チョウメ 上鶴間七丁目 カミツルマ７チョウメ
相原四丁目 アイハラ４チョウメ 上鶴間八丁目 カミツルマ８チョウメ
相原五丁目 アイハラ５チョウメ 上鶴間本町一丁目 カミツルマホンチョウ１チョウメ
相原六丁目 アイハラ６チョウメ 上鶴間本町二丁目 カミツルマホンチョウ２チョウメ
青葉一丁目 アオバ１チョウメ 上鶴間本町三丁目 カミツルマホンチョウ３チョウメ
青葉二丁目 アオバ２チョウメ 上鶴間本町四丁目 カミツルマホンチョウ４チョウメ
青葉三丁目 アオバ３チョウメ 上鶴間本町五丁目 カミツルマホンチョウ５チョウメ
旭町 アサヒチョウ 上鶴間本町六丁目 カミツルマホンチョウ６チョウメ
麻溝台 アサミゾダイ 上鶴間本町七丁目 カミツルマホンチョウ７チョウメ
麻溝台一丁目 アサミゾダイ１チョウメ 上鶴間本町八丁目 カミツルマホンチョウ８チョウメ
麻溝台二丁目 アサミゾダイ２チョウメ 上鶴間本町九丁目 カミツルマホンチョウ９チョウメ
麻溝台三丁目 アサミゾダイ３チョウメ 上溝 カミミゾ
麻溝台四丁目 アサミゾダイ４チョウメ 上溝一丁目 カミミゾ１チョウメ
麻溝台五丁目 アサミゾダイ５チョウメ 上溝二丁目 カミミゾ２チョウメ
麻溝台六丁目 アサミゾダイ６チョウメ 上溝三丁目 カミミゾ３チョウメ
麻溝台七丁目 アサミゾダイ７チョウメ 上溝四丁目 カミミゾ４チョウメ
麻溝台八丁目 アサミゾダイ８チョウメ 上溝五丁目 カミミゾ５チョウメ
新磯野 アライソノ 上溝六丁目 カミミゾ６チョウメ
新磯野一丁目 アライソノ１チョウメ 上溝七丁目 カミミゾ７チョウメ
新磯野二丁目 アライソノ２チョウメ 上矢部 カミヤベ
新磯野三丁目 アライソノ３チョウメ 上矢部一丁目 カミヤベ１チョウメ
新磯野四丁目 アライソノ４チョウメ 上矢部二丁目 カミヤベ２チョウメ
新磯野五丁目 アライソノ５チョウメ 上矢部三丁目 カミヤベ３チョウメ
磯部 イソベ 上矢部四丁目 カミヤベ４チョウメ
鵜野森一丁目 ウノモリ１チョウメ 上矢部五丁目 カミヤベ５チョウメ
鵜野森二丁目 ウノモリ２チョウメ 北里一丁目 キタザト1チョウメ
鵜野森三丁目 ウノモリ３チョウメ 北里二丁目 キタザト２チョウメ
大島 オオシマ 共和一丁目 キョウワ１チョウメ
大野台一丁目 オオノダイ１チョウメ 共和二丁目 キョウワ２チョウメ
大野台二丁目 オオノダイ２チョウメ 共和三丁目 キョウワ３チョウメ
大野台三丁目 オオノダイ３チョウメ 共和四丁目 キョウワ４チョウメ
大野台四丁目 オオノダイ４チョウメ 向陽町 コウヨウチョウ
大野台五丁目 オオノダイ５チョウメ 古淵一丁目 コブチ１チョウメ
大野台六丁目 オオノダイ６チョウメ 古淵二丁目 コブチ２チョウメ
大野台七丁目 オオノダイ７チョウメ 古淵三丁目 コブチ３チョウメ
大野台八丁目 オオノダイ８チョウメ 古淵四丁目 コブチ４チョウメ
大山町 オオヤマチョウ 古淵五丁目 コブチ５チョウメ
小山 オヤマ 古淵六丁目 コブチ６チョウメ
小山一丁目 オヤマ１チョウメ 小町通一丁目 コマチドオリ１チョウメ
小山二丁目 オヤマ２チョウメ 小町通二丁目 コマチドオリ２チョウメ
小山三丁目 オヤマ３チョウメ サ行
小山四丁目 オヤマ４チョウメ 栄町 サカエチョウ

カ行 相模大野一丁目 サガミオオノ１チョウメ
鹿沼台一丁目 カヌマダイ１チョウメ 相模大野二丁目 サガミオオノ２チョウメ
鹿沼台二丁目 カヌマダイ２チョウメ 相模大野三丁目 サガミオオノ３チョウメ
上九沢 カミクザワ 相模大野四丁目 サガミオオノ４チョウメ



町名・字名の一覧（相模原市）

町名・字名 ヨミガナ 町名・字名 ヨミガナ
相模大野五丁目 サガミオオノ５チョウメ 田名塩田一丁目 タナシオダ１チョウメ
相模大野六丁目 サガミオオノ６チョウメ 田名塩田二丁目 タナシオダ２チョウメ
相模大野七丁目 サガミオオノ７チョウメ 田名塩田三丁目 タナシオダ３チョウメ
相模大野八丁目 サガミオオノ８チョウメ 田名塩田四丁目 タナシオダ４チョウメ
相模大野九丁目 サガミオオノ９チョウメ 中央一丁目 チュウオウ１チョウメ
相模台一丁目 サガミダイ１チョウメ 中央二丁目 チュウオウ２チョウメ
相模台二丁目 サガミダイ２チョウメ 中央三丁目 チュウオウ３チョウメ
相模台三丁目 サガミダイ３チョウメ 中央四丁目 チュウオウ４チョウメ
相模台四丁目 サガミダイ４チョウメ 中央五丁目 チュウオウ５チョウメ
相模台五丁目 サガミダイ５チョウメ 中央六丁目 チュウオウ６チョウメ
相模台六丁目 サガミダイ６チョウメ 千代田一丁目 チヨダ１チョウメ
相模台七丁目 サガミダイ７チョウメ 千代田二丁目 チヨダ２チョウメ
相模台団地 サガミダイダンチ 千代田三丁目 チヨダ３チョウメ
相模原一丁目 サガミハラ１チョウメ 千代田四丁目 チヨダ４チョウメ
相模原二丁目 サガミハラ２チョウメ 千代田五丁目 チヨダ５チョウメ
相模原三丁目 サガミハラ３チョウメ 千代田六丁目 チヨダ６チョウメ
相模原四丁目 サガミハラ４チョウメ 千代田七丁目 チヨダ７チョウメ
相模原五丁目 サガミハラ５チョウメ ナ行
相模原六丁目 サガミハラ６チョウメ 並木一丁目 ナミキ１チョウメ
相模原七丁目 サガミハラ７チョウメ 並木二丁目 ナミキ２チョウメ
相模原八丁目 サガミハラ８チョウメ 並木三丁目 ナミキ３チョウメ
桜台 サクラダイ 並木四丁目 ナミキ４チョウメ
下九沢 シモクザワ 西大沼一丁目 ニシオオヌマ１チョウメ
下溝 シモミゾ 西大沼二丁目 ニシオオヌマ２チョウメ
新戸 シンド 西大沼三丁目 ニシオオヌマ３チョウメ
水郷田名一丁目 スイゴウタナ１チョウメ 西大沼四丁目 ニシオオヌマ４チョウメ
水郷田名二丁目 スイゴウタナ２チョウメ 西大沼五丁目 ニシオオヌマ５チョウメ
水郷田名三丁目 スイゴウタナ３チョウメ 西橋本一丁目 ニシハシモト１チョウメ
水郷田名四丁目 スイゴウタナ４チョウメ 西橋本二丁目 ニシハシモト２チョウメ
すすきの町 ススキノチョウ 西橋本三丁目 ニシハシモト３チョウメ
清新一丁目 セイシン１チョウメ 西橋本四丁目 ニシハシモト４チョウメ
清新二丁目 セイシン２チョウメ 西橋本五丁目 ニシハシモト５チョウメ
清新三丁目 セイシン３チョウメ 二本松一丁目 ニホンマツ１チョウメ
清新四丁目 セイシン４チョウメ 二本松二丁目 ニホンマツ２チョウメ
清新五丁目 セイシン５チョウメ 二本松三丁目 ニホンマツ３チョウメ
清新六丁目 セイシン６チョウメ 二本松四丁目 ニホンマツ４チョウメ
清新七丁目 セイシン７チョウメ ハ行
清新八丁目 セイシン８チョウメ 橋本一丁目 ハシモト１チョウメ
相南一丁目 ソウナン１チョウメ 橋本二丁目 ハシモト２チョウメ
相南二丁目 ソウナン２チョウメ 橋本三丁目 ハシモト３チョウメ
相南三丁目 ソウナン３チョウメ 橋本四丁目 ハシモト４チョウメ
相南四丁目 ソウナン４チョウメ 橋本五丁目 ハシモト５チョウメ
相武台一丁目 ソウブダイ１チョウメ 橋本六丁目 ハシモト６チョウメ
相武台二丁目 ソウブダイ２チョウメ 橋本七丁目 ハシモト７チョウメ
相武台三丁目 ソウブダイ３チョウメ 橋本八丁目 ハシモト８チョウメ
相武台団地一丁目 ソウブダイダンチ１チョウメ 橋本台一丁目 ハシモトダイ１チョウメ
相武台団地二丁目 ソウブダイダンチ２チョウメ 橋本台二丁目 ハシモトダイ２チョウメ

タ行 橋本台三丁目 ハシモトダイ３チョウメ
当麻 タイマ 橋本台四丁目 ハシモトダイ４チョウメ
高根一丁目 タカネ１チョウメ 東大沼一丁目 ヒガシオオヌマ１チョウメ
高根二丁目 タカネ２チョウメ 東大沼二丁目 ヒガシオオヌマ２チョウメ
高根三丁目 タカネ３チョウメ 東大沼三丁目 ヒガシオオヌマ３チョウメ
田名 タナ 東大沼四丁目 ヒガシオオヌマ４チョウメ



町名・字名の一覧（相模原市）

町名・字名 ヨミガナ 町名・字名 ヨミガナ
東橋本一丁目 ヒガシハシモト１チョウメ 御園五丁目 ミソノ５チョウメ
東橋本二丁目 ヒガシハシモト２チョウメ 緑が丘一丁目 ミドリガオカ１チョウメ
東橋本三丁目 ヒガシハシモト３チョウメ 緑が丘二丁目 ミドリガオカ２チョウメ
東橋本四丁目 ヒガシハシモト４チョウメ 宮下一丁目 ミヤシモ１チョウメ
東淵野辺一丁目 ヒガシフチノベ１チョウメ 宮下二丁目 ミヤシモ２チョウメ
東淵野辺二丁目 ヒガシフチノベ２チョウメ 宮下三丁目 ミヤシモ３チョウメ
東淵野辺三丁目 ヒガシフチノベ３チョウメ 宮下本町一丁目 ミヤシモホンチョウ１チョウメ
東淵野辺四丁目 ヒガシフチノベ４チョウメ 宮下本町二丁目 ミヤシモホンチョウ２チョウメ
東淵野辺五丁目 ヒガシフチノベ５チョウメ 宮下本町三丁目 ミヤシモホンチョウ３チョウメ
東林間一丁目 ヒガシリンカン１チョウメ 南台一丁目 ミナミダイ１チョウメ
東林間二丁目 ヒガシリンカン２チョウメ 南台二丁目 ミナミダイ２チョウメ
東林間三丁目 ヒガシリンカン３チョウメ 南台三丁目 ミナミダイ３チョウメ
東林間四丁目 ヒガシリンカン４チョウメ 南台四丁目 ミナミダイ４チョウメ
東林間五丁目 ヒガシリンカン５チョウメ 南台五丁目 ミナミダイ５チョウメ
東林間六丁目 ヒガシリンカン６チョウメ 南台六丁目 ミナミダイ６チョウメ
東林間七丁目 ヒガシリンカン７チョウメ 南橋本一丁目 ミナミハシモト１チョウメ
東林間八丁目 ヒガシリンカン８チョウメ 南橋本二丁目 ミナミハシモト２チョウメ
光が丘一丁目 ヒカリガオカ１チョウメ 南橋本三丁目 ミナミハシモト３チョウメ
光が丘二丁目 ヒカリガオカ２チョウメ 南橋本四丁目 ミナミハシモト４チョウメ
光が丘三丁目 ヒカリガオカ３チョウメ 元橋本町 モトハシモトチョウ
氷川町 ヒカワチョウ ヤ行
富士見一丁目 フジミ１チョウメ 弥栄一丁目 ヤエイ１チョウメ
富士見二丁目 フジミ２チョウメ 弥栄二丁目 ヤエイ２チョウメ
富士見三丁目 フジミ３チョウメ 弥栄三丁目 ヤエイ３チョウメ
富士見四丁目 フジミ４チョウメ 矢部新田 ヤベシンデン
富士見五丁目 フジミ５チョウメ 矢部一丁目 ヤベ１チョウメ
富士見六丁目 フジミ６チョウメ 矢部二丁目 ヤベ２チョウメ
淵野辺一丁目 フチノベ１チョウメ 矢部三丁目 ヤベ３チョウメ
淵野辺二丁目 フチノベ２チョウメ 矢部四丁目 ヤベ４チョウメ
淵野辺三丁目 フチノベ３チョウメ 矢部新町 ヤベシンチョウ
淵野辺四丁目 フチノベ４チョウメ 豊町 ユタカチョウ
淵野辺五丁目 フチノベ５チョウメ 横山一丁目 ヨコヤマ１チョウメ
淵野辺本町一丁目 フチノベホンチョウ１チョウメ 横山二丁目 ヨコヤマ２チョウメ
淵野辺本町二丁目 フチノベホンチョウ２チョウメ 横山三丁目 ヨコヤマ３チョウメ
淵野辺本町三丁目 フチノベホンチョウ３チョウメ 横山四丁目 ヨコヤマ４チョウメ
淵野辺本町四丁目 フチノベホンチョウ４チョウメ 横山五丁目 ヨコヤマ５チョウメ
淵野辺本町五丁目 フチノベホンチョウ５チョウメ 横山六丁目 ヨコヤマ６チョウメ
双葉一丁目 フタバ１チョウメ 横山台一丁目 ヨコヤマダイ１チョウメ
双葉二丁目 フタバ２チョウメ 横山台二丁目 ヨコヤマダイ２チョウメ
文京一丁目 ブンキョウ１チョウメ 陽光台一丁目 ヨウコウダイ１チョウメ
文京二丁目 ブンキョウ２チョウメ 陽光台二丁目 ヨウコウダイ２チョウメ
星が丘一丁目 ホシガオカ１チョウメ 陽光台三丁目 ヨウコウダイ３チョウメ
星が丘二丁目 ホシガオカ２チョウメ 陽光台四丁目 ヨウコウダイ４チョウメ
星が丘三丁目 ホシガオカ３チョウメ 陽光台五丁目 ヨウコウダイ５チョウメ
星が丘四丁目 ホシガオカ４チョウメ 陽光台六丁目 ヨウコウダイ６チョウメ

マ行 陽光台七丁目 ヨウコウダイ７チョウメ
松が枝町 マツガエチョウ 由野台一丁目 ヨシノダイ１チョウメ
松が丘一丁目 マツガオカ１チョウメ 由野台二丁目 ヨシノダイ２チョウメ
松が丘二丁目 マツガオカ２チョウメ 由野台三丁目 ヨシノダイ３チョウメ
御園一丁目 ミソノ１チョウメ ワ行
御園二丁目 ミソノ２チョウメ 若松一丁目 ワカマツ１チョウメ
御園三丁目 ミソノ３チョウメ 若松二丁目 ワカマツ２チョウメ
御園四丁目 ミソノ４チョウメ 若松三丁目 ワカマツ３チョウメ



町名・字名の一覧（相模原市） 町名・字名の一覧（津久井町）

町名・字名 ヨミガナ 町名・字名 ヨミガナ
若松四丁目 ワカマツ４チョウメ ア行
若松五丁目 ワカマツ５チョウメ 青根 アオネ
若松六丁目 ワカマツ６チョウメ 青野原 アオノハラ

青山 アオヤマ
太井 オオイ

タ行

町名・字名の一覧(城山町） 鳥屋 トヤ
ナ行

町名・字名 ヨミガナ 長竹 ナガタケ
ア行 中野 ナカノ

小倉 オグラ 根小屋 ネゴヤ
カ行 マ行

川尻 カワシリ 又野 マタノ
久保沢一丁目 クボサワ１チョウメ 三井 ミイ
久保沢二丁目 クボサワ２チョウメ 三ヶ木 ミカゲ
久保沢三丁目 クボサワ３チョウメ

サ行
城山一丁目 シロヤマ１チョウメ
城山二丁目 シロヤマ２チョウメ 町名・字名の一覧（相模湖町）
城山三丁目 シロヤマ３チョウメ
城山四丁目 シロヤマ4チョウメ 町名・字名 ヨミガナ

タ行 ア行
谷ヶ原一丁目 タニガハラ１チョウメ 小原 オバラ
谷ヶ原二丁目 タニガハラ2チョウメ サ行

ナ行 寸沢嵐 スワラシ
中沢 ナカザワ タ行

ハ行 千木良 チギラ
葉山島 ハヤマジマ ヤ行
原宿一丁目 ハラジュク１チョウメ 吉野 ヨシノ
原宿二丁目 ハラジュク２チョウメ 与瀬 ヨセ
原宿三丁目 ハラジュク３チョウメ 与瀬本町 ヨセホンチョウ
原宿四丁目 ハラジュク４チョウメ ワ行
原宿五丁目 ハラジュク５チョウメ 若柳 ワカヤナギ
原宿南一丁目 ハラジュクミナミ１チョウメ
原宿南二丁目 ハラジュクミナミ２チョウメ
原宿南三丁目 ハラジュクミナミ３チョウメ
広田 ヒロタ 町名・字名の一覧（藤野町）

マ行
町屋一丁目 マチヤ１チョウメ 町名・字名 ヨミガナ
町屋二丁目 マチヤ２チョウメ ア行
町屋三丁目 マチヤ３チョウメ 小渕 オブチ
町屋四丁目 マチヤ４チョウメ サ行
向原一丁目 ムカイハラ１チョウメ 佐野川 サノガワ
向原二丁目 ムカイハラ２チョウメ 澤井 サワイ
向原三丁目 ムカイハラ３チョウメ ナ行

ワ行 名倉 ナグラ
若葉台１丁目 ワカバダイ１チョウメ ハ行
若葉台２丁目 ワカバダイ２チョウメ 日連 ヒヅレ
若葉台３丁目 ワカバダイ３チョウメ マ行
若葉台４丁目 ワカバダイ４チョウメ 牧野 マギノ
若葉台５丁目 ワカバダイ５チョウメ ヤ行
若葉台６丁目 ワカバダイ６チョウメ 吉野 ヨシノ
若葉台７丁目 ワカバダイ７チョウメ



協議第２０号 
 
   土地利用の取扱いについて 
 
 土地利用の取扱いについて、次のとおり協議を求める。 
 
  平成１７年１０月１７日提出 

 
相模原市・藤野町合併協議会会長 小川 勇夫  

 
 
 土地利用の取扱い（都市計画区域及び区域区分等）については、土地利用の規制の急激な

変化を避けるため、現行のまま新市に引き継ぎ、住民の意向を踏まえた中で、合併後の新市

において検討する。 
 
 

調整方針一覧 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１ 

ページ 

１ 
都市計画の調査研究、計画

策定、指導及び推進 

 市町村マスタープランは、合併後３年以内

に新市において策定する。 

なお、新市の市町村マスタープランが策定

されるまでの間は、合併市町村基本計画を基

本とし、地域的な課題等については、市及び

町の市町村マスタープランを尊重しながら運

用する。 

９ 

２ 

都市計画区域の整備、開発

及び保全の方針の策定及び

推進 

 現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、策定等にあたっては、合併後新市に

おいて検討する。 

１０ 

３ 
区域区分、地域地区、地区

計画等の決定及び変更 

 現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、決定等にあたっては、合併後新市に

おいて検討する。 

１１ 

 
 
 
 



参 考 

土地利用の取扱いの考え方について 

 

 市町村が合併した場合の都市計画区域の指定については、広域的な視点から行政を行うこ

とを目的とする合併の趣旨からも、原則として１つの都市計画区域を指定し、一体の都市と

して総合的に整備、開発及び保全を行うことが望ましい。 

しかしながら、１つの都市計画区域を指定することが困難である場合には、実質的に一体

の都市として整備することが適切な区域ごとに、複数の都市計画区域を指定することも考え

られる。 



  

参 考 

 

都市計画の現況比較 

 

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

都市計画区域 

一体の都市として総合的

に整備し、開発し、及び

保全する必要がある区域

を都市計画区域として指

定する 

市全域が都市計画区域

に指定されている。 

（相模原都市計画、城

山町の全域を含む） 

 

町全域が都市計画区域

に指定されている。 

（相模原都市計画、相

模原市の全域を含む） 

 

 

町域の一部が都市計画

区域に指定されてい

る。 

（津久井都市計画） 

 

町全域が都市計画区域

に指定されている。 

（相模湖都市計画、藤

野町の町域の一部を含

む） 

町域の一部が都市計画

区域に指定されてい

る。 

（相模湖都市計画、相

模湖町の全域を含む） 

区域区分 

無秩序な市街化を防止

し、計画的な市街化を図

るため、都市計画区域を

市街化区域と市街化調整

区域とに区分して定める

もの 

区域区分を定めてい

る。 

区域区分を定めてい

る。 

 

 

 

 

区域区分を定めていな

い。 

 

 

 

 

区域区分を定めていな

い。 

 

 

 

 

区域区分を定めていな

い。 

 

 

 

 

用途地域 

都市機能の維持増進、住

環境の保護などを目的と

した土地の合理的利用を

図るため、建築物の用途

等について制限を行う制

度 

用途地域を定めてい

る。 

用途地域を定めてい

る。 

用途地域を定めてい

る。 

用途地域を定めてい

る。 

用途地域を定めてい

る。 

市町村マスタープラン 

議会の議決を経て定めら

れた市町村の建設に関す

る基本構想並びに都市計

画区域の整備、開発及び

保全の方針に即し、市町

村の都市計画に関する基

本的な方針を定めるもの 

市町村マスタープラン

を定めている。 

市町村マスタープラン

を定めている。 

市町村マスタープラン

を定めている。 

市町村マスタープラン

を定めている。 

市町村マスタープラン

を定めている。 



 

協議第２１号 
 
   上下水道事業の取扱いについて 
 
 上下水道事業の取扱いについて、次のとおり協議を求める。 
 

  平成１７年１０月１７日提出 
 

相模原市・藤野町合併協議会会長 小川 勇夫  

 

 

１ 水道事業 

  藤野町の水道事業は、現行のまま新市に引き継ぐ。 
  なお、町営簡易水道事業、簡易水道・小規模水道補助事業及び専用水道町営化整備事業について

は、合併後、それぞれの地区にふさわしい水道事業のあり方について検討する。 
 
２ 下水道事業 
（１）公共下水道事業受益者負担金制度については、合併時に相模原市の制度に統合する。ただし、

藤野町の単位負担金額については、合併後５年を目途に相模原市の制度に統合する。 

（２）公共下水道事業受益者分担金制度については、合併時に相模原市の制度に統合する。ただし、

藤野町の単位分担金額については、合併後５年を目途に相模原市の制度に統合する。 

（３）公共下水道使用料については、原則として合併時に相模原市の制度に統合する。 
なお、新市において改定時期及び減免規定の見直しを行う。 

（４）藤野町の農業集落排水事業については、現行のまま新市に引き継ぐ。 
  なお、合併後、他の生活排水処理施設整備事業（公共下水道・合併処理浄化槽）との調整を図る。 
 
 

調整方針一覧 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１ 

ページ 

１ 水道事業 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、町営簡易水道事業、簡易水道・小規模水

道補助事業及び専用水道町営化整備事業について

は、合併後、それぞれの地区にふさわしい水道事

業のあり方について検討する。 

１２ 

 
 



 

 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１ 

ページ 

２ 公共下水道事業受益者負担金 

受益者負担金制度の取扱いについては、原則と

して合併時に相模原市の制度に統合する。 

ただし、単位負担金額については、都市計画法

上の区域区分をしていないため、統合することに

よって単価格差が生じること、また、金額設定が

なされた経緯などの地域特性を考慮し、合併時以

降の新市において負担区制度等についての整理・

調整を行い、合併後５年を目途に相模原市の制度

に統合する。 
 なお、それまでの間は現行の単位負担金額を引

き続き適用する。 

１５ 

３ 公共下水道事業受益者分担金 

受益者分担金制度の取扱いについては、原則と

して合併時に相模原市の制度に統合する。 

ただし、単位分担金額については、都市計画法

上の区域区分をしていないため、統合することに

よって単価格差が生じること、また、金額設定が

なされた経緯などの地域特性を考慮し、合併時以

降の新市において負担区制度等についての整理・

調整を行い、合併後５年を目途に相模原市の制度

に統合する。 

なお、それまでの間は現行の単位分担金額を引

き続き適用する。 

１８ 

４ 公共下水道使用料 

公共下水道使用料の取扱いについては、原則と

して合併時に相模原市の制度に統合する。 

なお、新市において改定時期及び減免規定の見

直しを行う。 

２１ 

５ 下水道普及啓発事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２４ 

６ 下水道事業審議会経費 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２５ 

７ 
相模川流域下水道維持管理負

担金 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ２６ 

８ 
隣接市町下水道施設利用負担

金 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ２７ 



 

 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１ 

ページ 

９ 相模川流域下水道建設負担金 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、神奈川県との協定書については、合併後

速やかに締結する必要がある。 

２８ 

１０ 下水道基本計画策定事業 

原則として合併後３年以内に相模原市の制度に

統合する。 

なお、新市の下水道基本計画、都市計画決定、

事業認可の延伸については、計画・認可の期間内

で、策定・手続きを行う。 

２９ 

１１ 登録等手数料 合併時に相模原市の制度に統合する。 ３０ 

１２ 
都市下水路等維持補修管理事

業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ３１ 

１３ 雨水浸透施設設置助成事業 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、合併後に雨水対策における整備方針を定

める必要がある。 

３２ 

１４ 水洗化促進事業 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

ただし、水洗便所改造等助成金制度については、

合併時までに処理開始されている区域に限り、処

理開始日から起算して３年間存続させる。 

３３ 

１５ 水質管理事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ３４ 

１６ 
公共下水道施設維持管理補修

事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ３５ 

１７ 
公共下水道不明水浸入対策事

業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ３６ 

１８ 
公共下水道整備済区域内にお

ける公共汚水ますの設置 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ３７ 

１９ 
排水設備に係る申請の審査並

びに工事の指導及び検査 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ３８ 

２０ 

指定下水道工事店及び排水設

備工事責任技術者の審査、登

録等事務 

合併時に相模原市の制度に統合する。 ３９ 



 

 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１ 

ページ 

２１ 排水施設の指導及び検査 合併時に相模原市の制度に統合する。 ４０ 

２２ 除害施設の指導 合併時に相模原市の制度に統合する。 ４１ 

２３ 流域下水道に関する事務 現行のまま新市に引き継ぐ。 ４２ 

２４ 
私設下水道組合の指導、工事

の検査等 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ４３ 

２５ 私設下水道施設の移管事務 現行のまま新市に引き継ぐ。 ４４ 

２６ 相模川流域下水道事業助成金 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、神奈川県企業庁等との協定書については、

合併後速やかに締結する必要がある。 

４５ 

２７ 水洗便所改造等利子補給金 

合併時に廃止し、水洗化促進事業に移行する。 

ただし、合併時までに契約されているものにつ

いては、最長で３年間存続させる。 

４６ 

２８ 私設汚水ポンプ設置助成金 

合併時に廃止する。 

ただし、合併時までに代替制度について検討す

る。 

４７ 

２９ 
上下水道料金管理システム経

費負担金 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ４８ 

３０ 
下水道法に規定する供用開始

及び処理開始 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ４９ 

３１ 
都市下水路等調査測量設計委

託 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、合併後に汚水対策（公共下水道・汚水）、

雨水対策（公共下水道・雨水、河川等）における

整備方針を定める必要がある。 

５０ 

３２ 排水路整備事業 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、合併後に汚水対策（公共下水道・汚水）、

雨水対策（公共下水道・雨水、河川等）における

整備方針を定める必要がある。 

５１ 



 

 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１ 

ページ 

３３ 公共下水道測量設計等委託 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、合併後に汚水対策（公共下水道・汚水）、

雨水対策（公共下水道・雨水、河川等）における

整備方針を定める必要がある。 

５２ 

３４ 公共下水道整備補助事業 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、合併後に汚水対策（公共下水道・汚水）、

雨水対策（公共下水道・雨水、河川等）における

整備方針を定める必要がある。 

５３ 

３５ 面整備事業 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、合併後に汚水対策（公共下水道・汚水）、

雨水対策（公共下水道・雨水、河川等）における

整備方針を定める必要がある。 

５４ 

３６ 負担金、補償費等 合併時に相模原市の制度に統合する。 ５５ 

３７ 雨水幹線整備補助事業 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、合併後に汚水対策（公共下水道・汚水）、

雨水対策（公共下水道・雨水、河川等）における

整備方針を定める必要がある。 

５６ 

３８ 合流式下水道の改善 

現行のまま新市に引き継ぐ。（藤野町は分流式の

下水道計画であり、合流式で整備された区域はな

く改善の必要がない。） 

５７ 

３９ 
農業集落排水事業(水洗化・助

成金) 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、合併後、他の生活排水処理施設整備事業

(公共下水道・合併処理浄化槽)との調整を図る。 

５８ 

４０ 
農業集落排水事業(不明水浸

水対策) 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、合併後、他の生活排水処理施設整備事業

(公共下水道・合併処理浄化槽)との調整を図る。 

５９ 

４１ 
農業集落排水事業(整備・測

量・公共汚水ます設置) 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、合併後、他の生活排水処理施設整備事業

(公共下水道・合併処理浄化槽)との調整を図る。 

６０ 

４２ 

農業集落排水事業(排水設備

に係る申請の審査並びに工事

の指導・検査) 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、合併後、他の生活排水処理施設整備事業

(公共下水道・合併処理浄化槽)との調整を図る。 

６１ 

４３ 

農業集落排水事業(指定業者

及び責任技術者の審査、登録

等事務) 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、合併後、他の生活排水処理施設整備事業

(公共下水道・合併処理浄化槽)との調整を図る。 

６２ 
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４４ 農業集落排水事業(分担金) 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、合併後、他の生活排水処理施設整備事業

(公共下水道・合併処理浄化槽)との調整を図る。 

６３ 

４５ 
農業集落排水事業(施設使用

料) 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、合併後、他の生活排水処理施設整備事業

(公共下水道・合併処理浄化槽)との調整を図る。 

６４ 

４６ 
農業集落排水事業(施設維持

管理) 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、合併後、他の生活排水処理施設整備事業

(公共下水道・合併処理浄化槽)との調整を図る。 

６５ 

４７ 農業集落排水事業(その他) 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、合併後、他の生活排水処理施設整備事業

(公共下水道・合併処理浄化槽)との調整を図る。 

６６ 

 
 



参 考 
上下水道事業の取扱い方針の考え方について 

 
１ 水道事業 

水道事業については､神奈川県企業庁水道局により実施されている。藤野町においては町営簡易

水道事業も実施しており、水道事業については、地域の特性を勘案し、現行のまま新市に引き継ぐ。 
なお、町営簡易水道事業等のうち、「町営簡易水道」及び「簡易水道・小規模水道補助事業及び

専用水道町営化整備事業」については、合併後、それぞれの地区にふさわしい水道事業のあり方に

ついて検討する。 
 
２ 下水道事業 
（１）公共下水道事業受益者負担金 

 受益者負担金制度の取扱いについては、原則として合併時に相模原市の制度に統合する。ただ

し、単位負担金額については、都市計画法上の区域区分をしていないため、統合することによっ

て単価格差が生じること、また、金額設定がなされた経緯などの地域特性を考慮し、合併時以降

の新市において負担区制度等についての整理・調整を行い、合併後5年を目途に相模原市の制度
に統合する。なお、それまでの間は、現行の単位負担金額を引き続き適用する。 

（２）公共下水道事業受益者分担金 
 受益者分担金制度の取扱いについては、原則として合併時に相模原市の制度に統合する。ただ

し、単位分担金額については、都市計画法上の区域区分をしていないため、統合することによっ

て単価格差が生じること、また、金額設定がなされた経緯などの地域特性を考慮し、合併時以降

の新市において負担区制度等についての整理・調整を行い、合併後5年を目途に相模原市の制度
に統合する。なお、それまでの間は、現行の単位分担金額を引き続き適用する。 

（３）公共下水道使用料 
公共下水道使用料の取扱いについては、原則として合併時に相模原市の制度に統合する。なお、

新市において改定時期及び減免規定の見直しを行う。 
（４）農業集落排水事業 
   農業集落排水事業の取扱いについては、現行のまま新市に引き継ぐ。なお、合併後、他の生活

排水処理施設整備事業（公共下水道・合併処理浄化槽）との調整を図る。 
 
※ 公共下水道受益者負担金とは 
公共下水道事業受益者負担金制度とは、都市計画法第 75 条の規定に基づき、相模原市は市街
化区域、藤野町は都市計画事業認可区域内において、公共下水道が整備されることにより衛生的

な環境になるなどの利益を受ける方々に、整備事業費の一部を負担していただくものである。 
※ 公共下水道受益者分担金とは 
公共下水道事業受益者分担金制度とは、地方自治法第224条の規定に基づき、相模原市は市街
化調整区域、藤野町は都市計画事業認可区域外において、公共下水道が整備されることにより衛

生的な環境になるなどの利益を受ける方々に、整備事業費の一部を負担していただくものである。 



参 考 

上下水道事業の現況比較 

 

１ 水道事業 

区  分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

水道事業 

1ヶ月あたり

の平均使用料 

（消費税込み） 

神奈川県企業庁水道局が

実施（従量制） 

    2,231円 
平成15年度相模原 

営業所管内 

神奈川県企業庁水道局が

実施（従量制） 
    2,772円 
平成15年度津久井 
営業所管内 

神奈川県企業庁水道局が

実施（従量制） 
    2,772円 
平成15年度津久井 
営業所管内 

 
 
町で簡易水道事業を実施

（定額制） 
    1,680円 
 

神奈川県企業庁水道局が

実施（従量制） 
    2,772円 
平成15年度津久井 
営業所管内 

神奈川県企業庁水道局が

実施（従量制） 
   2,772円 
平成15年度津久井 
営業所管内 

 
町で簡易水道事業を実施 
（従量制） 
(家事用・業務用) 
(浴場用・一時用有) 
牧野中央簡易水道 
   3,634円 
葛原簡易水道 
   2,924円 
篠原簡易水道 
   2,396円 
 
［ 平成15年度実績 ］ 



  

２ 下水道事業 

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

公共下水道事業

受益者負担金 

 

 

1㎡当り270円 
納期：3年12期に分割 
年4期に区分7,9,11,2月 

 
 

1㎡当り300円 
納期：3年12期に分割 
年4期に区分6,9,11,1月 

 
 

1㎡当り378円 
納期：3年12期に分割 
年4期に区分6,9,11,1月 

 
 

1㎡当り 
第1負担区398円 
第2負担区411円 
納期：3年12期に分割 
年4期に区分6,9,11,1月 

 

1㎡当り 
第1負担区430円 
納期：3年12期に分割 
年4期に区分6,9,11,1月 

 

公共下水道事業

受益者分担金 

 

 

 

1㎡当り490円 
納期：3年12期に分割 
年4期に区分7,9,11,2月 
 

該当なし 
 
 
 

1㎡当り378円 
納期：3年12期に分割 
年4期に区分6,9,11,1月 

1㎡当り 
第1負担区398円 
第2負担区411円 
納期：3年12期に分割 
年4期に区分6,9,11,1月 

1㎡当り 
第1負担区430円 
納期：3年12期に分割 
年4期に区分6,9,11,1月 

下水道使用料 

一 般 世 帯

（20m3/月使

用）における

使用料（消費

税込み） 

1,737円 
 
 
 

1,948円 
 

  1,904円 
 

1,533円 
 

   1,638円 

 



  

３ 農業集落排水事業 

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

農業集落排水事

業分担金 

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 1戸あたり 
  150,000円 
納期：3年12期に分割 
年4期に区分6,9,11,1月 

農業集落排水処

理施設使用料 

（１戸あたり

1,500円）＋

(１人あたり

250円×人員)

における使用

料 

（消費税込

み） 

該当なし 
 
 

 

該当なし 
 
 

 

該当なし 
 
 

 

該当なし 
 
 

 

1世帯4人の場合（１か月あ
たり） 
 1,500円＋(250円×4) 
＝2,500円 

 



協議第２２号 

 
   地方税の取扱いについて 

 
 地方税の取扱いについて、次のとおり協議を求める。 

 
  平成１７年１０月１７日提出 

 

相模原市・藤野町合併協議会会長 小川 勇夫  

 

 

１ 個人市町民税の均等割及び所得割の税率については、現行のとおりとし、普通徴収の納

期については、相模原市の制度に統合する。 

 

２ 法人市町民税の均等割の税率については、現行のとおりとする。 

法人税割の税率については、相模原市の制度に統合する。ただし、合併年度に限り、不

均一課税を実施する。 

 

３ 固定資産税の税率については、現行のとおりとし、納期については、相模原市の制度に

統合する。 

 

４ 軽自動車税の税率及び納期については、相模原市の制度に統合する。 

 

５ 事業所税については、相模原市の制度を適用する。ただし、合併年度及びこれに続く５

年度に限り、課税免除を実施する。 

 

６ 入湯税の税率については、現行のとおりとし、課税免除については、相模原市の制度に

統合する。 

 

 

調整方針一覧 
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１ 
個人の市・県民税の取扱

い 

普通徴収の納期については、合併時に相模原

市の制度に統合する。 

 均等割の非課税基準については、合併時に相

模原市の制度に統合する。 

６７ 
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２ 法人市民税の取扱い 

法人税割の税率については、合併時に相模原

市の制度に統合する。 

ただし、合併年度に限り不均一課税を実施す

る。 

６８ 

３ 固定資産税の取扱い 
納期については、合併時に相模原市の制度に

統合する。 
６９ 

４ 軽自動車税の取扱い 

納期については、合併時に相模原市の制度に

統合する。 

小型特殊の農耕作業用の税率については、合

併時に相模原市の制度に統合する。 

７０ 

５ 事業所税の取扱い 

合併により新たに課税対象となる事業所等

については、合併年度とこれに続く５年度に限

り課税免除とする。 

７１ 

６ 市たばこ税の取扱い 現行のまま新市に引き継ぐ。 ７２ 

７ 入湯税の取扱い 
課税免除については、合併時に相模原市の制

度に統合する。 
７３ 

８ 都市計画税の取扱い 現行のまま新市に引き継ぐ。 ７４ 

 



  

参 考 

地方税の現況比較 

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

個人市 

町民税 

(1) 均等割の税率 

3,000円 

(2) 所得割の税率 
200万円以下の金額   3％ 

200万円を超える金額 8％ 

700万円を超える金額10％ 

(3) 普通徴収の納期 

第1期 6/1～6/30 

第2期 8/1～8/31 

第3期 10/1～10/31 

第4期 1/1～1/31 

(1) 均等割の税率 

相模原市と同じ 

(2) 所得割の税率 

相模原市と同じ 
 

 

(3) 普通徴収の納期 

第1期 6/15～6/30 

第2期 8/1～8/31 

第3期 10/1～10/31 

第4期 1/1～1/31 

(1) 均等割の税率 

  相模原市と同じ 

(2) 所得割の税率 

相模原市と同じ 
 

 

(3) 普通徴収の納期 

第1期 6/16～6/30 

第2期 8/1～8/31 

第3期 10/1～10/31 

第4期 1/1～1/31 

(1) 均等割の税率 

   相模原市と同じ 

(2) 所得割の税率 

相模原市と同じ 
 

 

(3) 普通徴収の納期 

第1期 6/16～6/30 

第2期 8/16～8/31 

第3期 10/16～10/31 

第4期 1/16～1/31 

(1) 均等割の税率 

   相模原市と同じ 

(2) 所得割の税率 

相模原市と同じ 
 

 

(3) 普通徴収の納期 

第1期 6/15～6/30 

第2期 8/1～8/31 

第3期 10/1～10/31 

第4期 1/1～1/31 

法人市 

町民税 

(1) 均等割の税率 

   5万円～300万円 

(2) 法人税割の税率 
（資本金等） （税率） 

  10億円以上 14.7％ 

  5億円以上 13.5％ 

  5億円未満 12.3％ 

(1) 均等割の税率 

相模原市と同じ 

(2) 法人税割の税率 
（資本金等） （税率） 

5億円以上 14.7％ 

2億円以上 13.5％ 

2億円未満 12.3％ 

(1) 均等割の税率 

相模原市と同じ 

(2) 法人税割の税率 

12.3％ 

 

 

 

(1) 均等割の税率 

相模原市と同じ 

(2) 法人税割の税率 

12.3％ 

 

(1) 均等割の税率 

相模原市と同じ 

(2) 法人税割の税率 

12.3％ 

 

固 定 

資産税 

(1) 税率 1.4％ 

 

(2) 納期 

第1期 5/1～5/31 

第2期 7/1～7/31 

第3期 9/1～9/30 

第4期 12/1～12/25 

(1) 税率 相模原市 

と同じ 

(2) 納期 

第1期 5/15～5/31 

第2期 7/1～7/31 

第3期 12/1～12/25 

第4期 2/1～2月末日 

(1) 税率 相模原市 

と同じ 

(2) 納期 

第1期 5/16～5/31 

第2期 7/1～7/31 

第3期 12/1～12/28 

第4期 2/1～2月末日 

(1) 税率 相模原市 

と同じ 

(2) 納期 

第1期 5/16～5/31 

第2期 7/16～7/31 

第3期 12/16～12/25 

第4期 2/16～2月末日 

(1) 税率 相模原市 

と同じ 

(2) 納期 

第1期 5/15～5/31 

第2期 7/1～7/31 

第3期 12/1～12/25 

第4期 2/1～2月末日 



  

地方税の現況比較 

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

軽自動 

車 税 

(1) 税率 

・原付1,000円～2,500円 

・軽自2,400円～7,200円 

・小型特殊 

農耕作業用  1,000円 

その他    4,700円 

・二輪小型自動車4,000円 

 

(2) 納期 5／11～31 

(1) 税率 

・原付  相模原市と同じ 

・軽自  相模原市と同じ 

・小型特殊 

農耕作業用  1,600円 

その他 相模原市と同じ 

・二輪小型自動車 

相模原市と同じ 

(2) 納期 5／11～31 

(1) 税率 

・原付  相模原市と同じ 

・軽自  相模原市と同じ 

・小型特殊 

  農耕作業用  1,600円 

  その他 相模原市と同じ 

・二輪小型自動車 

相模原市と同じ 

(2) 納期 5／16～31 

(1) 税率 

・原付  相模原市と同じ 

・軽自  相模原市と同じ 

・小型特殊 

  農耕作業用  1,600円 

  その他 相模原市と同じ 

・二輪小型自動車 

相模原市と同じ 

(2) 納期 5／16～31 

(1) 税率 

・原付  相模原市と同じ 

・軽自  相模原市と同じ 

・小型特殊 

  農耕作業用  1,600円 

  その他 相模原市と同じ 

・二輪小型自動車 

相模原市と同じ 

(2) 納期 5／15～31 

事 業 

所 税 

(1) 税率 

・資産割 

  事業所床面積1㎡当り600円 

 ・従業者割 

従業者給与総額の0.25％ 

(2) 免税点 

 ・資産割 
市内の全事業所等の面積が 

1,000㎡以下 

・従業者割 

従業者100人以下 

課税対象外 課税対象外 課税対象外 課税対象外 

入湯税 (1) 税率 

１人１日１５０円 

(2) 課税免除 

 ・年齢１２歳未満の者 

 ・共同浴場又は一般公衆浴

場に入湯する者 

 ・入湯料金が1,000円以下

の公衆浴場に入湯する者 

課税対象外 (1) 税率 

相模原市と同じ 

(2) 課税免除 

    相模原市と同じ 

課税対象外 (1) 税率 

相模原市と同じ 

(2) 課税免除 

 ・年齢満１２歳未満の者 

 ・共同浴場又は一般公衆浴

場に入湯する者 



  

地方税の現況比較 

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

都 市 計

画税 

(1) 税率 0.3％ 

 

(2) 納期 

第1期 5/1～5/31 

第2期 7/1～7/31 

第3期 9/1～9/30 

第4期 12/1～12/25 

(1) 税率 相模原市と

同じ 

(2) 納期 

第1期 5/15～5/31 

第2期 7/1～7/31 

第3期 12/1～12/25 

第4期 2/1～2月末日 

課税なし 課税なし 課税なし 

 



 

協議第２３号 
 
   国民健康保険事業の取扱いについて 
 
 国民健康保険事業の取扱いについて、次のとおり協議を求める。 
 
  平成１７年１０月１７日提出 
 

相模原市・藤野町合併協議会会長 小川 勇夫  
 
 
国民健康保険事業の取扱いについては、合併時に相模原市の制度に統合する。ただし、国

民健康保険診療所管理運営事業は、現行のまま新市に引き継ぐ。 
 
 

調整方針一覧 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１ 

ページ 

１ 国民健康保険税の取扱い 合併時に相模原市の制度に統合する。 ７５ 

２ 証明手数料 合併時に相模原市の制度に統合する。 ７９ 

３ 
各種国民健康保険組合補

助金 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

ただし、補助金の額等については見直しを図

る。 

８０ 

４ 
診療報酬明細書点検嘱託

員経費 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ８１ 

５ 
国民健康保険団体連合会

負担金 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ８２ 

６ 
保険税収納率向上特別対

策事業 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ８３ 

７ 運営協議会経費 合併時に相模原市の制度に統合する。 ８４ 

８ 療養給付費 合併時に相模原市の制度に統合する。 ８５ 

９ 療養費 合併時に相模原市の制度に統合する。 ８７ 



 

 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１ 

ページ 

１０ 診療報酬審査支払手数料 合併時に相模原市の制度に統合する。 ８８ 

１１ 高額療養費 合併時に相模原市の制度に統合する。 ８９ 

１２ 移送費 合併時に相模原市の制度に統合する。 ９１ 

１３ 出産育児一時金 合併時に相模原市の制度に統合する。 ９２ 

１４ 葬祭費 合併時に相模原市の制度に統合する。 ９３ 

１５ 精神・結核医療付加金 合併時に相模原市の制度を適用する。 ９４ 

１６ 老人保健拠出金 合併時に相模原市の制度に統合する。 ９５ 

１７ 介護納付金 合併時に相模原市の制度に統合する。 ９６ 

１８ 
高額医療費共同事業医療

費拠出金 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ９７ 

１９ 
退職者医療共同事業拠出

金 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ９８ 

２０ 健康診査等委託事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ９９ 

２１ 人間ドック助成事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 １００ 

２２ 疾病分類調査委託事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 １０１ 

２３ 

国民健康保険事業に係る

限度額適用・標準負担額減

額の認定 

合併時に相模原市の制度に統合する。 １０２ 

２４ 
国民健康保険事業に係る

一部負担金 
合併時に相模原市の制度に統合する。 １０３ 



 

 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１ 

ページ 

２５ 
国民健康保険事業に係る

特定疾病に係る認定 
合併時に相模原市の制度に統合する。 １０４ 

２６ 
被保険者資格の認定及び

被保険者証等の交付 
合併時に相模原市の制度に統合する。 １０５ 

２７ 
国民健康保険診療所管理

運営事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 １０７ 

２８ 財政調整基金 合併時に廃止する。 １０９ 

２９ 医療費通知 

相模原市においても神奈川県国民健康保険

団体連合会への委託を検討し、合併時に統合す

る。 

１１０ 

３０ 調整交付金 合併時に相模原市の制度に統合する。 １１１ 

３１ 第三者行為 合併時に相模原市の制度に統合する。 １１２ 

３２ 不当利得 合併時に相模原市の制度に統合する。 １１３ 

 



 

参 考 
 

国民健康保険事業の取扱いの考え方について 
 
 
国民健康保険事業は、国民皆保険体制の基盤をなす制度として、被保険者が予め保険税を

拠出して、疾病、負傷、出産、死亡など不測の事故に対して必要な給付を行い、生活の安定

を図ることを目的とした相互共済制度である。国民健康保険事業の基本的事項は、市町村の

保険者が国民健康保険法等に基づき運営しているため、相模原市及び藤野町において実施さ

れている事務事業も概ね統一されたものである。 
しかし、国民健康保険事業は、市町村単位で運営されることから、それぞれの地域特性に

応じた運用もされており、例えば、保険税率や葬祭費の給付額などは異なる制度を設けてい

るのが現状である。 
このため、新市の一体性を確保しつつ、被保険者に対するサービスの均一化や負担の公平

を図る必要があるため、合併時に藤野町の国民健康保険事業を相模原市の制度に統合するも

のである。 
ただし、国民健康保険診療所管理運営事業は、地域保健施設の中核として、すでに藤野町

に設置されており、地域住民の医療の確保及び健康の保持増進に果たす役割は多大なもので

あるため、現行のまま新市に引き継ぐ。 
 



  

 国民健康保険事業の現況比較 

１ 国民健康保険税 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 
【保険税率】 

・保険税医療分 

①所得割 

（前年中の総所得金額－基礎控

除）の５．７６％ 

②資産割 

固定資産税額（土地・家

屋）の１０．０％ 

③均等割額（１人当たり年間） 

２２，５００円 

④平等割額（１世帯当たり年間） 

２２，８００円 

課税限度額 

５３０，０００円 

・保険税介護分 

①所得割 

（前年中の総所得金額－基礎控

除）の１．１５％ 

②資産割 

固定資産税額（土地・家

屋）の２．６％ 

③均等割額（１人当たり年間） 

５，１００円 

④平等割額（１世帯当たり年間） 

５，４００円 

課税限度額 

８０，０００円 

【納期】 

  １０期 

  ６月～３月 

【保険税率】 

・保険税医療分 

①所得割 

６．６５％ 

 

②資産割 

３５．０３％ 

 

③均等割額 

２２，６６０円 

④平等割額 

１９，８１０円 

課税限度額 

５３０，０００円 

・保険税介護分 

①所得割 

１．1８％ 

 

②資産割 

８．７６％ 

 

③均等割額 

７，２００円 

④平等割額 

４，４００円 

課税限度額 

８０，０００円 

【納期】 

  ８期 

  ７月～２月 

【保険税率】 

・保険税医療分 

①所得割 

６．０％ 

 

②資産割 

３９．０％ 

 

③均等割額 

２１，５００円 

④平等割額 

２５，０００円 

課税限度額 

５３０，０００円 

・保険税介護分 

①所得割 

１．１％ 

 

②資産割 

７．９％ 

 

③均等割額 

４，７００円 

④平等割額 

５，３００円 

課税限度額 

８０，０００円 

【納期】 

  １２期 

  ４月～３月 

【保険税率】 

・保険税医療分 

①所得割 

６．５％ 

 

②資産割 

４０．０％ 

 

③均等割額 

２５，２００円 

④平等割額 

２５，９００円 

課税限度額 

５３０，０００円 

・保険税介護分 

①所得割 

１．０５％ 

 

②資産割 

７．０％ 

 

③均等割額 

６，０００円 

④平等割額 

６，０００円 

課税限度額 

８０，０００円 

【納期】 

  ８期 

  ７月～２月 

【保険税率】 

・保険税医療分 

①所得割 

５．７％ 

 

②資産割 

３９．５％ 

 

③均等割額 

１８，２００円 

④平等割額 

２０，０００円 

課税限度額 

５３０，０００円 

・保険税介護分 

①所得割 

１．１５％ 

 

②資産割 

９．８７％ 

 

③均等割額 

５，１００円 

④平等割額 

５，４００円 

課税限度額 

８０，０００円 

【納期】 

  ６期 

  4.6.8.10.12.2月 

参 考 



  

２ 各種国民健康保険組合補助金 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

国民健康保険事業に要する費用

に対し、補助金を交付。 

平成１７年度予算 

当該年度の４月１日現在におい

て、住所を有する者、若しくはそ

の従事者に単価を乗じた額 

・ 神奈川県建設連合国民健康保

険組合（８，４５０人） 

・ 神奈川県医師国民健康保険組

合（８７０人） 

・ 神奈川県歯科医師国民健康保

険組合（８６０人） 

・ 神奈川県建設業国民健康保険

組合（２，１６８人） 

・ 神奈川県薬剤師国民健康保険

組合（２０５人） 

・ 神奈川県食品衛生国民健康保

険組合（１，２６０人） 

 ６団体合計 

 １３，８１３人×２５０円  

      ≒３，４５３千円 

・ 建設連合（神奈川支部）国民

健康保険組合 

２９６人×１２５円≒ 

３７千円 

該当なし 

 

＊ 平成１５年度で終了 

 

（参考） 

平成１５年度交付額 

・ 神奈川県建設連合国民健康保

険組合 

２８８人×１５０円＝ 

４３，２００円 

該当なし 

 

＊ 平成１５年度で終了 

 

（参考） 

平成１５年度交付額 

・ 神奈川県建設連合国民健康保

険組合 

８５０人×１５０円＝ 

１２７，５００円 

該当なし 

 

＊ 平成１６年度で終了 

 

（参考） 

平成１６年度予算 

・ 神奈川県建設連合国民健康保

険組合補助金 

１９４人×１５０円≒ 

３０千円 

該当なし 

 

＊ 平成１５年度で終了 

 

（参考） 

平成１５年度交付額 

・ 神奈川県建設連合国民健康保

険組合 

８５人×１５０円＝ 

  １２，７５０円 



  

３ 国民健康保険税収納率向上特別対策事業 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

主として、収納推進員による保

険税未納分の徴収を進めるほか、

サーバーを利用した滞納整理を推

進し、収納率向上を図る。 

 

 

 

・収納率向上対策本部会議の設

置 

・休日納税相談 年７回 

・休日臨戸訪問 年６回 

（管理職１回） 

・夜間納税相談 年４回 

（１７日） 

・夜間臨戸訪問 年１回 

（１日） 

・滞納整理強化月間 年３回 

 

◎ 短期被保険者証交付期間 

６月 

 

・ 短期被保険者証の交付世帯の

うち納付相談または納付指導に

応じようとしない世帯等に被保

険者資格証明書を交付 

主として、収納課による保険税

未納者の個人情報管理を行い、徴

収を進めるほか、サーバーを利用

した滞納整理を行い収納率の向上

を図る。 

 

 

・夜間来庁納付約束のみ夜 

間対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・短期被保険者証交付期間 

６月及び１２月 

 

・同左 

主として、税務課納税係及び納

対策特別班による保険税未納者の

個人情報管理を行い、徴収を進め

るほか、サーバーを利用した滞納

整理を行い収納率の向上を図る。 

 

 

・収納対策会議設置 

・休日臨戸訪問 年３回 

・夜間窓口開設 月２回 

（４名～５名） 

 

 

 

 

 

 

 

・短期被保険者証交付期間 

６月及び１２月 

 

・同左 

 主として、税務課管理収納班に

よる保険税未納者の個人情報管理

を行い税務課及び全課の課長、課

長補佐、主幹で構成された特別収

納対策班により滞納整理を行い収

納率の向上を図る。 

 

・収納対策会議設置 

・休日臨戸訪問 毎月１回 

・夜間徴収及び夜間窓口開設  

年２回 

 

 

 

 

 

 

 

・短期被保険者証交付期間 

６月及び１２月 

 

・同左 

 主として、税務課納税班による

保険税未納者の個人情報管理を行

い、税務課及び部課長で構成され

た特別滞納整理班及び税務課納税

班と町民課職員の徴収班により収

納率の向上を図る。 

 

・夜間臨戸訪問 

年１２回 

２名一組で3～4班 

・滞納整理強化月間 

  年１回 

２名一組で１４班 

        (３か月間) 

 

 

 

 

・短期被保険者証交付期  

 間 １月・３月・６月 

 

・同左 



  

４ 国民健康保険運営協議会 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

① 審議事項 

・ 国民健康保険の給付に関する

事項 

・ 国民健康保険税に関する事項 

・ その他国民健康保険に関する

重要な事項 

② 委員定数 １３名 

(1) 被保険者を代表する委員４名 

(2) 保険医又は保険薬剤師を代 

表する委員 ４名 

(3) 公益を代表する委員 ４名 

(4) 被用者保険等保険者を代表す

る委員 １名 

③ 任期 ２年 

④ 委員報酬 

日額 １２，６００円 

 

 

① 審議事項 

同左 

 

 

 

 

 

② 委員定数 ６名 

(1)  同左  ２名 

(2)  同左  ２名 

 

(3)  同左  ２名 

 

 

③ 任期 ２年 

④ 委員報酬 

会長 年額 

３７，５００円 

委員 年額 

３５，５００円 

① 審議事項 

同左 

 

 

 

 

 

② 委員定数 １２名 

(1)  同左   ４名 

(2)  同左   ４名 

 

(3)  同左   ４名 

 

 

③ 任期 ２年 

④ 委員報酬 

会長 日額 

 ８，０００円 

委員 日額 

 ７，４００円 

 

① 審議事項 

同左 

 

 

 

 

 

② 委員定数  ６名 

(1)  同左   ２名 

(2)  同左   ２名 

 

(3)  同左   ２名 

 

 

③ 任期 ２年 

④ 委員報酬 

会長 年額 

３４，０００円 

委員 年額 

３２，０００円 

 

 

① 審議事項 

同左 

 

 

 

 

 

② 委員定数  ９名 

(1)  同左   ３名 

(2)  同左   ３名 

 

(3)  同左   ３名 

 

 

③ 任期 ２年 

④ 委員報酬 

会長 年額 

３５，７００円 

委員 年額 

３０，６００円 

 



  

５ 高額療養費 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

◎ 受領委任払制度を実施 

 【目的】 

一部負担金の支払いが困難な人

に限って適用されるもので、自己

負担限度額だけを医療機関へ支払

い、被保険者が申請して受けとる

べき高額療養費に相当する額を保

険者が直接医療機関へ支払う制

度。 

平成１６年度委任払実績 

１，９８４件 

３５３，６９０，２０２円 

◎ 高額療養費資金貸付  

該当なし 

◎ 受領委任払制度を実施 

 【目的】 

同左 

 

 

 

 

 

 

平成１６年度委任払実績 

６２件 

７，５４１，６９４円 

◎ 高額療養費資金貸付を実施 

【目的】 

国民健康保険法第５７条の２の

規定による高額療養費の支給を受

けることが見込まれる者が属する

世帯の世帯主に対し、高額療養費

の支給を受けるまでの間、当該医

療費の支給にかかる療養に要する

費用を支払うための資金を貸付け

ることにより、被保険者の福祉の

向上に寄与する。 

平成１６年度貸付実績 

０件 

０円 

基金の額 ２，０００千円 

貸付額 高額療養費支給見込額

の９割 

◎ 受領委任払制度  

該当なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 高額療養費資金貸付を実施 

【目的】 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

７０件 

１１，７１９千円 

基金の額 ５，０００千円 

貸付額 高額療養費支給見込額

の範囲以内 

◎ 受領委任払制度 

該当なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 高額療養費資金貸付を実施 

【目的】 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

４件 

３９０千円 

基金の額 ３，０００千円 

貸付額 高額療養費支給見込額

の８割 

◎ 受領委任払制度 

該当なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 高額療養費資金貸付 

該当なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

６ 出産育児一時金 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

◎ 受領委任払制度を実施 

 【目的】 

出産費の支払いが困難な人に限

って適用されるもので、被保険者

が申請して受けとるべき出産育児

一時金（３０万円）の受領を病院

等へ委任し、出産費に相当する金

額を保険者が直接医療機関へ支払

う制度。 

 

平成１６年度実績 

３１０件 

９３，０００，０００円 

 

 

◎ 受領委任払制度を実施 

 【目的】 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

１４件   

４，２００，０００円 

 

◎ 出産費貸付金制度を実施 

【目的】 

 国民健康保険税の世帯の被保険

者の申請により受けとるべき出産

一時金（３０万円）の１０分の８

の範囲以内で、資金を貸付するこ

とにより、被保険者の福祉の向上

に寄与する制度。 

 

 

 同左 

１０件 

２，３６０，０００円 

 

出産費貸付基金の額 

１，０００，０００円 

◎ 受領委任払制度を実施 

 【目的】 

相模原市、城山町と同じ 

 

 

  

 

 

 

 

同左 

１件 

３００，０００円 

◎ 受領委任払制度  

該当なし 

７ 葬祭費 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

被保険者が死亡したとき、葬祭

を行った人に対し８万円を支給。 

 

 

平成１６年度実績 

２，４２７件 

１９３，６２０，０００円 

 同左 

 

 

  

同左 

９２件 

７，３６０，０００円 

被保険者が死亡したとき、葬祭

を行った人に対し６万円を支給。 

 

 

同左 

１３０件 

７，８００，０００円 

 同左 

 

 

 

同左 

５３件 

３，１８０，０００円 

同左 

 

 

 

 同左 

５０件 

３，０００，０００円 



  

８ 精神・結核医療付加金 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

被保険者（老人保健医療の対象

者を除く）が、精神又は結核の公

費負担医療（精神保健及び精神障

害者福祉に関する法律に定める措

置入院及び通院医療、結核予防法

に定める命令入所及び適正医療）

を受療した場合には、医療機関の

窓口において一部費用を支払う必

要がない。 

これは、受療した被保険者の診

療費用について、公費（県費）負

担以外の部分につき、精神・結核

医療付加金として、本市がその被

保険者に代わって直接医療機関へ

支払う。 

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 

 

９ 健康診査等委託事業 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

３０歳代の被保険者を対象とし

た健康診査（費用１，０００

円）。国民健康保険税の未納がな

い世帯の人が対象。 

 

平成１６年度実績  ３２１人 

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 



  

１０ 人間ドック助成事業 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

人間ドック検診料の一部助成を

実施。 

対象 ・満４０歳以上の被保険者 

   ・前年度から継続して加入

している被保険者 

 

 

 

 

 

・前年度までの国民健康

保険税を完納している

世帯の人 

 

助成額 ２２，０００円 

 同左 

 

対象 ・満３５歳以上の被保険者

（老人保健対象者を除

く） 

 

 

 

 

 

・同左 

 

 

 

助成額 ２０，０００円 

 同左 

 

対象 ・満３５歳以上の被保険者 

 

 

・人間ドックを利用しよ

うとする日の前年度に

おいて年間を通じて被

保険者であること 

 

・前年度の国民健康保険

税を完納していること 

 

 

助成額 ２５，０００円 

 同左 

 

対象 ・満３５歳以上の被保険者

（老人保健対象者を除

く） 

    ・同左 

 

 

 

 

・同左 

 

 

 

助成額 １５，０００円 

同左 

 

対象 ・同左 

 

 

・同左 

 

 

 

 

・利用日までに国民健康

保険税の滞納がないこ

と 

 

助成額 ２０，０００円 

１１ 被保険者資格の認定及び被保険者証等の交付 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

証のカード化を実施済。 証のカード化は実施していな

い。 

同左 同左 同左 

 



  

１２ 国民健康保険診療所管理運営事業 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

該当なし 該当なし 地域保健施設の中核として、地

域住民の医療の確保及び健康の保

持増進を図るため、国民健康保険

直営診療施設を設置。 

 同左 同左 

１３ 財政調整基金 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

該当なし 城山町国民健康保険診療報酬等支

払準備基金 

平成１６年度末現在高 

３１，６７８，６１４円 

津久井町国民健康保険給付費支払

準備基金 

平成１６年度末現在高 

５２，８１９，７４５円 

 

相模湖町国民健康保険給付費支払

準備基金 

平成１６年度末現在高 

２７，４５９，０００円 

藤野町国民健康保険給付費支払準

備基金 

平成１６年度末現在高 

２６，４５９，４９７円 

１４ 医療費通知 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

・ 市独自のシステムで作成 

 

・ 通知回数 年６回 

・ 通知対象 抽出 

・ 対象医療機関  一部 

・ 神奈川県国民健康保険団体連

合会に委託 

・ 通知回数 年６回 

・ 通知対象 全部 

・ 対象医療機関  全部 

・ 同左 

 

・ 同左 

・ 同左 

・ 同左 

・ 同左 

 

・ 同左 

・ 同左 

・ 同左 

・ 同左 

 

・ 同左 

・ 同左 

・ 同左 

 



  

協議第２４号 

 

   介護保険事業の取扱いについて 

 

 介護保険事業の取扱いについて、次のとおり協議を求める。 

 

  平成１７年１０月１７日提出 

 

相模原市・藤野町合併協議会会長 小川 勇夫  

 

 

 介護保険事業の取扱いについては、合併時に相模原市の制度に統合する。 

 

 

調整方針一覧 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１ 

ページ 

１ 介護保険料の取扱い 合併時に相模原市の制度に統合する。 １１４ 

２ 
訪問介護サービス利用者

負担助成事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 １１５ 

３ 
社会福祉法人利用者負担

助成事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 １１６ 

４ 
訪問入浴サービス利用者

負担助成事業 

合併時に相模原市の制度を適用する。 

なお、事業の継続について検討する。 
１１７ 

５ 
介護サービス適正実施指

導事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 １１８ 

６ 介護認定審査会 合併時に相模原市の制度に統合する。 １１９ 

７ 要介護認定事務 合併時に相模原市の制度に統合する。 １２０ 

８ 
介護（支援）サービス等

給付事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 １２１ 

９ 財政安定化基金拠出金 現行のまま新市に引き継ぐ。 １２２ 



  

 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１ 

ページ 

１０ 
介護保険給付費支払準備

基金積立金 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

ただし、基金残高については、合併時に統

合する。 

１２３ 

１１ 介護保険事業計画 合併時に新市において検討する。 １２４ 

１２ 
被保険者資格の管理及び

被保険者証の交付 
合併時に相模原市の制度に統合する。 １２５ 

 



参 考 

介護保険事業の取扱いの考え方について 

 

 

 介護保険は、高齢者の介護を社会全体で支える仕組みとして平成１２年度から制度化され、

４０歳以上の人が被保険者として保険料を負担し、介護が必要となったときサービスを利用

できる（４０歳以上６５歳未満の場合は特定疾病該当者のみ）ものであり、市町村が保険者

となって運営する制度である。 

 被保険者には、市町村ごとに算定した保険料を年金から天引き納付することを原則とする

第１号被保険者（６５歳以上）と、保険料を医療保険の保険料と同時に徴収される第２号被

保険者（４０歳以上６５歳未満）とがある。 

 この第１号被保険者に係る保険料については、市町村ごとに、介護サービス総費用、被保

険者数、後期高齢者割合、高齢者所得水準等を基に算定するため差異があり、現在、藤野町

の保険料は相模原市より低い水準となっている。 

 合併後の保険料については、合併時に策定する新たな介護保険事業計画に基づき算定する

ものとする。 

 なお、合併後の保険料は、介護サービス総費用等の算定基礎に占める割合から相模原市の

水準に近いものとなることが想定され、藤野町の保険料の引上げが見込まれるため、町民の

理解に十分配慮する必要がある。 

 保険給付サービスについては、相模原市と藤野町で種類・内容に差異はないが、サービス

の供給体制については、地域的な特性により、サービス提供事業者が進出しにくい状況も見

受けられるので、その維持・向上対策に留意する必要がある。 

 このほかの各事業については、新市としての一体性の観点から、相模原市の制度に整理・

統合するものとする。 



  

参 考 

 

介護保険事業の現況比較 
１ 介護保険料 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

１ 保険料 

第１号被保険者（65歳以上の者） 

所得段階別定額保険料 （円） 

段階 年額保険料 

第１段階 17,300 

第２段階 26,600 

第３段階 36,900 

第４段階 46,100 

第５段階 55,400 

第６段階 73,800 

第１段階   

生活保護受給・老齢福祉年金受給

者非課税世帯 

第２段階 

 世帯全員が市民税非課税 

第３段階 

 本人が市民税非課税  

第４段階 

 本人が市民税課税で合計所得金額

が200万円未満 

第５段階 

 本人が市民税課税で合計所得金額

が200万以上1000万円未満 

第６段階 

 本人が市民税課税で合計所得金額
が1000万円以上 

１ 保険料 

第１号被保険者（65歳以上の者） 

所得段階別定額保険料 （円） 

段階 年額保険料 

第１段階 17,880 

第２段階 26,820 

第３段階 35,760 

第４段階 44,700 

第５段階 53,640 

 

第１段階 

 生活保護受給・老齢福祉年金受給

者非課税世帯 

第２段階 

 世帯全員が住民税非課税 

第３段階 

 本人が住民税非課税  

第４段階 

 本人が住民税課税で合計所得金額

が200万円未満 

第５段階 

本人が住民税課税で合計所得金額

が200万円以上 

 

 

１ 保険料 

第１号被保険者（65歳以上の者） 

所得段階別定額保険料 （円） 

段階 年額保険料 

第１段階 16,200 

第２段階 24,300 

第３段階 32,400 

第４段階 40,500 

第５段階 48,600 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 保険料 

第１号被保険者（65歳以上の者） 

所得段階別定額保険料 （円） 

段階 年額保険料 

第１段階 16,200 

第２段階 24,300 

第３段階 32,400 

第４段階 40,500 

第５段階 48,600 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 保険料 

第１号被保険者（65歳以上の者） 

所得段階別定額保険料 (円) 

段階 年額保険料 

第１段階 16,200 

第２段階 24,300 

第３段階 32,400 

第４段階 40,500 

第５段階 48,600 

 

同左 



  

 

 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

２ 納期  １０期 

 

３ 保険料減免 

（生活困窮） 

(1)対象者 

第１・第２段階で収入

が生活保護基準以下、

預貯金が１００万円以

下の者 

(2)減免額 

第１段階の２分の１に

減額  

２ 納期  ８期 

 

３ 保険料減免 

（生活困窮） 

同左 

２ 納期  ８期 

 

３ 保険料減免 

 

減免基準規程なし 

２ 納期  ９期 

 

３ 保険料減免 

（生活困窮） 

(1)対象者 

第１・第２段階で収入

が生活保護基準以下の

者 

 

(2)減免額 

当該対象者の保険料額

の２分の１に減額  

２ 納期  ６期 

 

３ 保険料減免 

 

  減免基準規程なし 

 



  

 
２ 介護給付費支払準備基金 
 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

１ 介護給付費支払準備基金 

(1)事業内容 

  ア 目的 

年度間の財政の調整

に必要な資金を積み立

て、財政の健全な運営

に資する。 

  イ 積立て 

決算上、剰余金を生

じたとき、剰余金の全

部又は一部を翌年度に

繰り越さないで基金に

編入することができ

る。 

  ウ 処分 

介護保険の保険給付

費の財源とするとき処

分をすることができ

る。 

(2)平成16年度末残高 

491,341千円 

１ 介護給付費支払準備基金 

(1)事業内容 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)平成16年度末残高 

417千円 

１ 介護給付費支払準備基金 

(1)事業内容 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)平成16年度末残高 

 138,085千円 

１ 介護給付費支払準備基金 

(1)事業内容 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)平成16年度末残高 

 51,342千円 

１ 介護給付費支払準備基金 

 (1)事業内容 

   同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)平成16年度末残高 

    64,341千円 

 

 



  

 

３ 介護保険事業計画 
 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

１ 介護保険事業計画 

(1)事業内容 

介護保険事業に係る保

険給付の円滑な実施を確

保するため、厚生大臣が

定めた基本方針に即し、

３年を１期とする市の介

護保険事業計画を定め

る。 

(2)事業策定期間 

第１期 Ｈ12年度～Ｈ

14年度 

第２期 Ｈ15年度～Ｈ

17年度 

第３期 Ｈ18年度～Ｈ

20年度 

※第３期の策定はＨ１７年度

に実施予定 

１ 介護保険事業計画 

  同左 

 

 

 

１ 介護保険事業計画 

  同左 

 

 

 

１ 介護保険事業計画 

  同左 

 

 

 

１ 介護保険事業計画 

  同左 

 



協議第２５号 
 
   保健衛生事業の取扱いについて 
 
 保健衛生事業の取扱いについて、次のとおり協議を求める。 
 
  平成１７年１０月１７日提出 
 

相模原市・藤野町合併協議会会長 小川 勇夫  
 
 
保健衛生事業の取扱いについては、相模原市の制度に統合する。ただし、一部の事務事業

については、地域の実情を考慮し、現行のまま新市に引き継ぐ。 
 
 

調整方針一覧 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１ 
ページ 

１ 保健衛生功労者表彰事業 
保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
１２８ 

２ 
市民健康づくり運動推進事

業 

健康づくり事業については、合併後５年

以内に相模原市の制度に統合する。 

なお、統合にあたっては、地域特性に配

慮した新しい体制づくりを図る。 

普及員制度については、合併時に相模原

市の制度に統合する。 

１２９ 

３ 
健康づくりのつどい開催事

業 

合併後速やかに相模原市の制度を適用す

る。 
１３１ 

４ 在宅ケア連携事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 １３３ 

５ 献血推進事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 １３４ 

６ 栄養改善事業 
合併後速やかに相模原市の制度に統合す

る。 
１３５ 

７ 病院・診療所等指導事業 
保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
１３６ 



 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１ 
ページ 

８ 保健衛生統計調査事業 
保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
１３７ 

９ 国民健康・栄養調査等事業 
保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
１３８ 

１０ 保健所情報化推進事業 
合併後速やかに相模原市の制度に統合す

る。 
１３９ 

１１ 
総合保健医療センター維持

管理補修事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 １４０ 

１２ 墓地等紛争調停委員会 合併時に相模原市の制度を適用する。 １４１ 

１３ 保健医療計画 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、次計画の策定までは、現計画をそ

れぞれの地域計画とする。 

１４２ 

１４ 
医師等医療関係従事者の免

許事務 

保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
１４３ 

１５ 結核診査協議会経費 
保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
１４４ 

１６ 
結核定期健康診断・予防接

種事業 

結核定期健康診断については、合併時に

相模原市の制度に統合する。 

ＢＣＧ接種については、現行のまま新市

に引き継ぐ。 

１４５ 

１７ 結核定期外健康診断事業 
保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
１４６ 

１８ 結核医療扶助事業 
保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
１４７ 

１９ 結核患者管理指導事業 
保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
１４８ 

２０ 結核対策特別促進事業 
保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
１４９ 

２１ 結核児童療育給付事業 
保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
１５０ 

２２ 感染症診査協議会経費 
保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
１５１ 



 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１ 
ページ 

２３ 感染症予防対策事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 １５２ 

２４ 感染症発生動向調査事業 
保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
１５３ 

２５ エイズ予防対策事業 
保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
１５４ 

２６ 集団予防接種事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 １５５ 

２７ 個別予防接種事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 １５６ 

２８ 特定疾患保健指導事業 
保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
１５７ 

２９ 精神保健相談事業 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

なお、事業内容については地域特性に配

慮し調整する。 

１５８ 

３０ 精神保健集団指導活動事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 １５９ 

３１ 精神保健訪問指導事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 １６０ 

３２ 精神保健普及事業 

普及講演会・公開講座開催・地域作業所・

関係機関連絡会議・ボランティア育成支

援・社会適応訓練事業のための相談及び事

業所訪問・生活ホーム運営支援については、

合併時に相模原市の制度に統合する。 

当事者会、家族会支援については、合併

後速やかに相模原市の制度に統合する。 

１６１ 

３３ 
精神障害者社会参加促進事

業 

地域精神保健福祉連絡協議会について

は、合併時に相模原市の制度に統合する。 

ほのぼの１００人運動会については、合

併後速やかに相模原市の制度に統合する。 

１６２ 

３４ 高齢者認知症対策事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 １６３ 



 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１ 
ページ 

３５ エイズ検査・相談事業 
保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
１６５ 

３６ 性感染症検査･相談事業 
保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
１６６ 

３７ 難病患者等短期入所事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 １６７ 

３８ 
難病患者等ホームヘルプサ

ービス事業 

合併時に相模原市の制度を適用する。 

なお、実施方法については調整を図る。 
１６８ 

３９ 
精神障害者ホームヘルプサ

ービス事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 １６９ 

４０ 精神障害者短期入所事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 １７０ 

４１ ひきこもり相談・支援事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 １７１ 

４２ 医事・薬事等指導事業 
保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
１７２ 

４３ 食品衛生事業 
保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
１７３ 

４４ 
環境衛生関係営業施設等指

導事務 

保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
１７４ 

４５ 生活環境対策事業 
保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
１７５ 

４６ 狂犬病予防事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 １７６ 

４７ 動物愛護事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 １７７ 

４８ 衛生害虫等駆除事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 １７８ 

４９ 調理師等免許事務 
保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
１７９ 

５０ 衛生検査事業 
保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
１８０ 



 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１ 
ページ 

５１ 衛生試験所維持管理事業 
保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
１８１ 

５２ 
保健所衛生検査施設整備事

業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 １８２ 

５３ 
保健と福祉のライブラリー

事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 １８３ 

５４ 健康教育事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 １８４ 

５５ 健康相談事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 １８６ 

５６ 機能訓練事業 
合併後３年以内に相模原市の制度に統合

する。 
１８７ 

５７ 訪問指導事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 １８９ 

５８ 母子健康教育事業 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

なお、事業内容については地域特性に配

慮し調整する。 

１９０ 

５９ 乳幼児健康診査の実施 合併時に相模原市の制度に統合する。 １９１ 

６０ 栄養改善指導の実施 合併時に相模原市の制度に統合する。 １９２ 

６１ 健康度評価事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 １９３ 

６２ 口腔衛生事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 １９４ 

６３ 保健所一般健康相談事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 １９５ 

６４ 健康手帳交付事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 １９６ 

６５ 健康増進事業 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

なお、事業内容については地域特性に配

慮し調整する。 

１９７ 



 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１ 
ページ 

６６ 基本健康診査事業 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

なお、事業内容については関係機関との

調整を要する。 

１９８ 

６７ がん検診事業 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

なお、事業内容については関係機関との

調整を要する。 

１９９ 

６８ 成人歯科保健対策推進事業 

合併後速やかに相模原市の制度に統合す

る｡ 

なお、事業内容については関係機関との

調整を要する。 

２０１ 

６９ 骨粗しょう症予防事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２０２ 

７０ 生活習慣病対策事業 

合併後速やかに相模原市の制度を適用す

る。 

なお、事業内容については関係機関との

調整を要する。 

２０３ 

７１ 母子健康手帳交付事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２０４ 

７２ 妊婦健康診査事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２０５ 

７３ 乳幼児健康診査事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２０６ 

７４ 歯の衛生週間歯科保健事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ２０８ 

７５ 妊産婦新生児訪問指導事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２０９ 

７６ 母子保健事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２１０ 

７７ 慢性疾患児保健指導事業 
保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
２１２ 

７８ 思春期保健事業 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

なお、事業内容については地域特性に配

慮し調整する。 

２１３ 



 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１ 
ページ 

７９ 特定不妊治療費助成事業 
中核市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
２１４ 

８０ 未熟児養育事業 
保健所政令市事務により、合併時に相模

原市の制度に統合する。 
２１５ 

８１ 育成医療事業 
中核市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
２１６ 

８２ 小児慢性特定疾患医療事業 
中核市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
２１７ 

８３ 地域保健医療審議会事務 
合併後速やかに相模原市の制度を適用す

る。 
２１８ 

８４ 急病診療事業 

・ 休日急病医科診療事業については、現

行のまま新市に引き継ぐ。なお、そのあ

り方については、合併後新市において検

討する。 

・ 休日急患歯科診療事業については、合

併時に相模原市の制度を適用する。 

・ 休日夜間急患調剤事業については、現

行のまま新市に引き継ぐ。 

・ 夜間急病診療事業については、現行の

まま新市に引き継ぐ｡なお、そのあり方に

ついては、合併後新市において検討する。 

・ 病院群輪番制運営事業については、合

併時に相模原市の制度を適用する。 

・ 小児急病診療事業については、合併時

に相模原市の制度を適用する。 

・ 外科系救急医療体制支援事業について

は、合併時に相模原市の制度を適用する。 

・ 救急医療情報センター運営事業につい

ては、合併時に相模原市の制度を適用す

る。 

・ 休日柔道整復施療所運営費補助金につ

いては、合併時に相模原市の制度を適用

する。 

２１９ 



 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１ 
ページ 

８５ 
災害時医療救護体制整備事

業 

災害時医療救護検討会については、合併

後速やかに相模原市の制度を適用する。 

なお、災害時医薬品の更新については、

新たな地域防災計画の策定状況を見ながら

検討する。 

２２８ 

８６ 地域医療事業 

保健衛生思想啓発普及事業及び高度医療

機器共同利用事業については、合併時に相

模原市の制度を適用する。 

地域医療協力事業補助金については、現

行のまま新市に引き継ぐ。 

２２９ 

８７ 看護職員確保対策事業 

 「看護の心」啓発普及事業、院内保育施

設運営費補助金及び看護師等修学資金貸付

事業については、合併時に相模原市の制度

を適用する。 

 ナースセンター運営費補助金、相模原衛

生学院運営費補助金、相模原准看護学院運

営費補助金及び看護職員養成施設維持管理

費については、現行のまま新市に引き継ぐ。 

２３１ 

８８ 各種医療関係団体補助金 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、そのあり方については、合併後新

市において検討する。 

２３５ 

 



  

参 考 

保健衛生事業の取扱いの考え方について 

 

１ 保健所について 

現在保健所業務は、相模原市域については相模原市保健所が、津久井郡については神奈

川県津久井保健福祉事務所がそれぞれ行っています。合併後は、新市域全体が中核市とな

るため新市において保健所業務を行うこととなります。 

（１）保健所業務の主なもの 

ア 医事薬事関係 

・病院、診療所（医科、歯科）、施術所、歯科技工所及び衛生検査所の開設許可及び立入

検査 

・指導（医療法、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法律等） 

・医薬品、医療機器、毒物・劇物の販売業等許可及び監視指導（薬事法、毒物劇物取締

法） 

・薬物乱用防止対策事業（麻薬及び向精神薬取締法、覚せい剤取締法、あへん法） 

・国民生活基礎調査、人口動態調査等の保健衛生統計調査に関すること（統計法） 

イ 保健予防関係 

・身体障害児育成医療給付事業（児童福祉法） 

・未熟児養育医療給付事業（母子保健法） 

・結核患者医療費給付事業（結核予防法） 

・感染症対策事業（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律） 

ウ 環境衛生関係 

・旅館業、興行場、公衆浴場・水浴場（プール）の許可及び監視指導（旅館業法、興行場

法、公衆浴場法、神奈川県水浴場等に関する条例） 

・理容、美容、クリーニング業の開設確認及び監視指導（理容師法、美容師法、クリーニ

ング法） 

・特定建築物の届出の受理及び監視指導（建築物における衛生的環境の確保に関する法

律） 

・温泉利用施設の立入検査及び許可（温泉法） 

・有害物質を含有する家庭用品の製造・輸入・販売業者への立入検査及び収去（有害物質

を含有する家庭用品の規制に関する法律） 

・墓地等の経営の許可（墓地、埋葬等に関する法律） 

・専用水道・小規模水道の確認及び簡易専用水道小規模受水槽水道施設の届出の受理及び

監視指導（水道法） 

エ 食品衛生関係 

・飲食店営業等の営業許可及び監視指導（食品衛生法等） 

・給食施設等の届出及び監視指導（食品衛生法の施行に関する条例） 

オ 動物指導関係 

・犬猫の引き取り、負傷動物の保護・連絡・収容（動物の愛護及び管理に関する法律） 

・動物取扱業の確認及び指定動物の飼養許可及び監視指導（神奈川県動物愛護及び管理に



  

関する条例） 

・犬の捕獲及び抑留・処分（狂犬病予防法） 

（２）相模原市及び津久井地域の保健所の名称、位置 

名 称 所 在 地 所 管 区 域 

相模原市保健所 相模原市富士見６－１－１ 相模原市 

神奈川県津久井保

健福祉事務所 

津久井町中野９３７－２ 城山町、津久井町、相模湖町及び

藤野町 

 

２ 保健センターについて 

保健センターは、住民に対し、健康相談、保健指導及び健康診査その他地域保健に関

し、必要な事業を行うことを目的として設置しています。 

【設置状況】 

 

３ 急病診療事業について 

急病診療事業については、相模原市では、休日や夜間に発生した急病患者の医療の確

保を図るための初期救急医療機関として、相模原及び相模原南メディカルセンター急病

診療所を設置し、休日急病医科診療事業、夜間急病診療事業、小児急病診療事業を行っ

ています。また、入院治療を要する患者の治療を受け持つ二次救急医療機関の確保を図

るため、病院群輪番制運営事業や外科系救急医療体制支援事業を行っています。 

津久井地域では、広域行政組合が、休日に発生した急病患者の医療を確保するため津

久井郡急病診療所委託事業を行うとともに、夜間に発生した急病患者の医療を確保する

ため、在宅当番医制による夜間急病診療委託事業を行っています。 

合併後においては、相模原市及び津久井地域で実施している事業は、「現行のまま新

市に引き継ぎ、そのあり方については、医師会を含め、合併後新市において検討する」

とし、津久井地域で実施していない事業については、「相模原市の制度を適用する」と

します。 

【急病診療所設置状況】 

名 称 所 在 地 

相模原メディカルセンター急病診療所 相模原市富士見６－１－１ 

相模原南メディカルセンター急病診療所 相模原市相模大野４－４－１ 

津久井郡急病診療所 津久井町中野１６８１－１ 

 

名 称 所 在 地 

相模原市保健所中央保健センター 相模原市富士見６－１－１ 

相模原市保健所中央保健センター南保健指導

班 

相模原市相模大野６－２２－１ 

城山町保健福祉センター 城山町久保沢２－２６－１ 

津久井町保健センター 津久井町中野６３３ 



  

参 考 

保健衛生事業の現況比較 

１ 保健医療計画 

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

① 計画名称 

 

 

 

② 計画期間 

 

相模原市保健医療計画～み

んな元気「さがみはら健康

プラン２１」～ 

 

平成14年度～平成22年度 

健やかさがこだまする城山

町 

 

 

平成13年度～平成22年度 

津久井町保健計画～つくい

芽生芽木プラン２１ 

 

 

平成15年度～平成24年度 

健康さがみこ２１計画 

 

 

 

平成16年度～平成25年度 

藤野町保健福祉総合計画 

 

 

 

平成12年～平成21年度 

（途中で改定・見直し有

り） 

 

２ 基本健康診査  

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

① 対象者 

 

② 実施方法 

 

 

③ 実施時期 

 

 

④ 一部負担金 

 

 

⑤ 予定人員 

（平17） 

４０歳以上 

 

市医師会加入の協力医療機

関 

 

通年 

 

 

基本   1,000円 

基本＋肝炎2,200円 

 

４９，５６０人 

４０歳以上 

 

郡医師会加入の町内医療機

関 

 

６月～１０月 

 

 

基本   1,000円 

基本＋肝炎2,000円 

 

基本健康診査２，１００人 

肝炎検査  ５００人 

４０歳以上 

 

郡医師会加入の町内医療機

関 

 

９～１０月 

 

 

基本   1,000円 

基本＋肝炎2,000円 

 

３，２００人 

４０歳以上 

 

郡医師会加入の町内医療機

関 

 

64歳以下 5～6月 

65歳以上 9月､10月 

 

基本   1,000円 

基本＋肝炎2,000円 

 

１，０００人 

４０歳以上 

 

郡医師会加入の町内医療機

関 

 

64歳以下 6～7月 

65歳以上 9～10月 

 

基本    1,000円 

基本＋肝炎 2,000円 

 

６５５人 



  

 

３ がん検診事業 

（１）胃がん検診事業 

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

① 対象者 

 

② 実施場所 

：施設 

 

：集団 

 

③ 実施時期 

：施設 

：集団 

 

④ 一部負担金 

：施設 

：集団 

 

⑤ 予定人員 

：施設 

（平17）：集団 

４０歳以上 

 

 

市医師会加入の協力医療機

関 

市内公共施設 

（検診車） 

 

通年 

通年（年４６回） 

 

 

２，９００円 

９００円 

 

 

６，３００人 

４，６８０人 

４０歳以上 

 

 

－ 

 

保健福祉センター 

（検診車） 

 

－ 

年５回（５，６，７，９，１０

月） 

 

－ 

９００円 

 

 

－ 

５００人 

４０歳以上 

 

 

－ 

 

町内公共施設 

（検診車） 

 

－ 

年５回（９，１０月に５日間） 

 

 

－ 

９００円 

 

 

－ 

５００人 

４０歳以上 

 

 

－ 

 

町内公共施設 

（検診車） 

 

－ 

年１回（５月に6日間） 

 

 

－ 

１，０００円 

 

 

－ 

５５０人 

４０歳以上 

 

 

－ 

 

町内公共施設 

（検診車） 

 

－ 

年２回（5月、6月） 

 

 

－ 

９００円 

 

 

－ 

２１０人 

 



  

 

（２）子宮がん検診事業                         

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

① 対象者 

 

② 実施場所 

：施設 

 

：集団 

 

③ 実施時期 

：施設 

：集団 

 

④ 一部負担金 

：施設 

 

：集団 

 

⑤ 予定人員  

：施設 

（平17）：集団 

３０歳以上 

 

 

市医師会加入の協力医療機

関 

市内公共施設 

（検診車） 

 

通年 

通年（年４６回） 

 

 

頚部   1,700円 

頚部＋体部2,200円 

頚部    600円 

 

 

９，８００人 

４，６００人 

２５歳以上 

 

 

郡医師会加入の郡内及び町内協

力医療機関（２施設） 

保健福祉センター 

（検診車） 

 

10～12月 

年３回（5，6，9月） 

 

 

頚部   1,700円 

頚部＋体部2,500円 

頚部    600円 

 

 

１１０人 

３００人 

２０歳以上 

 

 

郡医師会加入の郡内及び町内協

力医療機関 

町内公共施設 

（検診車） 

 

10月1日～12月18日 

年５回（９～11月に５日間） 

 

 

頚部   1,700円 

頚部＋体部2,500円 

頚部    600円 

 

 

７０人 

５００人 

２０歳以上 

 

 

郡医師会加入の郡内及び町内協

力医療機関 

町内公共施設 

（検診車） 

 

10月1日～12月18日 

年1回（5月に4日間） 

 

 

頚部   1,700円 

頚部＋体部2,500円 

頚部    900円 

 

 

１０人 

３２０人 

２０歳以上 

 

 

郡医師会加入の郡内及び町内

協力医療機関 

町内公共施設 

（検診車） 

 

10月1日～12月18日 

年２回（5月、6月） 

 

 

頚部   1,700円 

頚部＋体部2,500円 

頚部    600円 

 

 

４３人 

１６１人 

 



  

 

（３）乳がん検診事業                         

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

① 対象者 

 

② 実施場所 

 ：施設 

 

：集団 

 

③ 実施時期 

：施設 

：集団 

 

④ 一部負担金 

：施設 

 

：集団 

 

 

⑤ 予定人員 

：施設 

（平17）：集団 

３０歳以上 

集団検診は４０歳以上 

 

 

市医師会加入の協力医療機関及

びﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 

市内公共施設 

（検診車） 

 

通年 

通年（年４６回） 

 

７００円 

 

２，０００円 

 

 

 

１２，０００人 

２，１００人 

３０歳以上 

 

 

郡医師会加入の郡内及び町内協

力医療機関（１施設） 

保健福祉センター 

（検診車） 

 

９月 

年３回（5,6,9月） 

 

 

マンモ２，０００円 

 

マンモ１，５００円 

   エコー  ７００円 

 

 

マンモ４０人 

マンモ８０人 

エコー２８０人 

 

３０歳以上 

 

 

郡医師会加入の町内協力医療機

関 

町内公共施設 

（検診車） 

 

11月 

年５回（９～11月に５日間） 

 

 

２，０００円 

 

マンモ 1,000円 

 

 

 

マンモ二方向併用５０人 

マンモ一方向併用３５０人 

 

４０歳以上 

 

 

郡医師会加入の郡内及び町内協

力医療機関 

町内公共施設 

（検診車） 

 

９月 

年1回（5月に４日間） 

 

 

１，５００円 

 

１，５００円 

視触診＋マンモ 

 

 

５人 

２００人 

40歳以上、平成 17年度中に偶

数年齢になる人 

 

郡医師会加入の郡内及び町内協

力医療機関 

町内公共施設 

（検診車） 

 

９月 

年２回（5月、6月） 

 

 

 40歳代  ２，０００円 

 50歳代 １，５００円 

40 歳代 １，５００円 

50歳代 １，０００円 

マンモグラフィーは 40歳代は

二方向、50歳以上は一方向 

        １１人 

７５人 

 

 

 

 

 



  

 

（４）肺がん検診事業                         

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

① 対象者 

 

② 実施場所 

：施設 

 

：集団 

 

③ 実施時期 

：施設 

：集団 

 

④ 一部負担金 

：施設 

 

 

 

：集団 

 

 

⑤ 予定人員 

：施設 

（平17）：集団 

４０歳以上 

 

 

市医師会加入の協力医療機関 

 

市内公共施設 

（検診車） 

 

通年 

通年（年４６回） 

 

 

Ｘ線（50歳以上） 

８００円 

Ｘ線＋喀痰（40歳以上） 

１，７００円 

Ｘ線    200円 

Ｘ線＋喀痰  700円 

 

 

８，７９０人 

５，２２０人 

４０歳以上 

 

 

－ 

 

保健福祉センター 

（検診車） 

 

－ 

年５回（５,６,７,９, １０

月） 

 

－ 

 

 

 

Ｘ線        200円 

喀痰        500円 

 

 

－ 

肺がん５００人 

喀痰 ５０人  

４０歳以上 

 

 

－ 

 

町内公共施設 

（検診車） 

 

－ 

年５回（９，１０月に５日間） 

 

 

－ 

 

 

 

Ｘ線    300円 

Ｘ線＋喀痰  800円 

 

 

－ 

４３０人 

４０歳以上 

 

 

－ 

 

町内公共施設 

（検診車） 

 

－ 

年1回（5月に6日間） 

 

 

－ 

 

 

 

Ｘ線    200円 

Ｘ線＋喀痰1,200円 

 

 

－ 

５８０人 

４０歳以上 

 

 

－ 

 

町内公共施設 

（検診車） 

 

－ 

年２回（５月、６月） 

 

 

－ 

 

 

 

Ｘ線    200円 

Ｘ線＋喀痰 700円 

 

 

－ 

２００人 



  

 

（５）大腸がん検診事業                         

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

① 対象者 

 

② 実施場所  

：施設 

 

：集団 

 

 

③ 実施時期 

：施設 

：集団 

 

④ 一部負担金 

：施設 

 

 

：集団 

 

⑤ 予定人員 

：施設 

（平17）：集団 

４０歳以上 

 

 

市医師会加入の協力医療機

関 

市内公共施設 

（検診車） 

 

 

通年 

通年（年４６回） 

 

 

500円（基本健康診査と併

せて受診の場合のみ実施） 

 

５００円 

 

 

２７，０００人 

５，２２０人 

４０歳以上 

 

 

－ 

 

保健福祉センター 

（検診車） 

 

 

－ 

年５回（５,６,７,９, １０

月） 

 

－ 

 

 

５００円 

 

 

－ 

５００人 

４０歳以上 

 

 

－ 

 

町内公共施設 

（検診車） 

 

 

－ 

年５回（９,１０月に５日間） 

 

 

－ 

 

 

５００円 

 

 

－ 

５００人 

４０歳以上 

 

 

－ 

 

町内公共施設 

（検診車） 

 

 

－ 

年1回（5月に6日間） 

 

 

－ 

 

 

５００円 

 

 

－ 

５５０人 

４０歳以上 

 

 

－ 

 

町内公共施設 

（検診車） 

 

 

－ 

年２回（５月、６月） 

 

 

－ 

 

 

５００円 

 

 

－ 

２５０人 

 



  

 

４ 乳幼児健康診査事業 

（１）４か月児健康診査 

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

① 対象者 

 

② 実施方法 

 

③ 実施時期 

 

④ 予定人員 

（平１７） 

４か月児（医科） 

 

集団（市内3会場） 

 

６回／月 

 

６，０００人 

４か月児（医科） 

 

集団（町内3会場） 

 

１回／２か月 年６回 

 

約２００人 

４か月児（医科） 

 

集団（町内1会場） 

 

１回／2か月 年6回 

 

180人 

４か月児（医科） 

 

集団（町内1会場） 

 

１回／２か月 

 

５０人 

４か月児（医科） 

 

集団（町内1会場） 

 

１回／２か月 

 

６０人 

 

 

（２）８か月児健康診査 

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

① 対象者 

 

② 実施方法 

 

③ 実施時期 

 

④ 予定人員 

（平１７） 

８か月児（医科） 

 

個別（協力医療機関） 

 

通年 

 

６，０００人 

10か月児（医科） 

 

集団（町内1会場） 

 

１回／２か月 年６回 

 

約２００人 

９か月児（医科） 

 

集団（町内1会場） 

 

１回／２か月 

 

180人 

９か月児（医科） 

 

集団（町内1会場） 

 

４回／年 

 

５０人 

９か月児（医科） 

 

集団（町内1会場） 

 

１回／２か月 

 

６０人 

 



  

 

（３）１歳児健康診査 

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

① 対象者 

 

② 実施方法 

 

③ 実施時期 

 

④予定人員 

（平１７） 

１歳児（医科） 

 

個別（協力医療機関） 

 

通年 

 

６，０００人 

－ － － － 

 

（４）１歳６か月児健康診査                         

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

① 対象者 

 

② 実施方法、

実施時期 

：医科 

 

：歯科 

 

③ 予定人員  

：医科 

（平17）：歯科 

１歳６か月児 

 

 

 

個別（協力医療機関） 

通年 

集団（市内3会場） 

５回／月 

 

６，０００人 

６，０００人 

１歳６か月児（6～7か月

児） 

 

 

集団（町内1会場） 

１回／２か月 

集団（町内1会場） 

１回／２か月 

 

約２００人 

約２００人 

１歳６か月児（6～7か月

児） 

 

 

集団（町内1会場） 

１回／２か月 

集団（町内1会場） 

１回／２か月 

 

180人～220人 

180人～220人 

１歳６か月児（5～7か月

児） 

 

 

集団（町内1会場） 

１回／２か月 

集団（町内1会場） 

１回／２か月 

 

６０人 

６０人 

１歳 6か月（6～7か月

児） 

 

 

集団（町内１会場） 

１回／２か月 

集団（町内1会場） 

１回／2か月 

 

７０人 

７０人 

 

 



  

 

（５）２歳６か月児歯科健康診査                         

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

① 対象者 

 

② 実施方法 

 

③ 実施時期 

 

④予定人員 

（平１７） 

２歳６か月児 

 

集団（市内3会場） 

 

５回／月 

 

６，０００人 

2歳児、2歳6か月児 

 

集団（町内1会場） 

 

１回／２か月 

 

各約２００人 

２歳６か月児 

 

集団（町内1会場） 

 

１回／２か月 

 

200人～240人 

2歳児、2歳6か月児 

 

集団（町内1会場） 

 

４回／年 

 

各約６０人 

2歳児、2歳6か月児 

 

集団（町内１会場） 

 

１回／2か月 

 

2歳児：  ７０人 

2歳6か月児：６５人 

 

（６）３歳６か月児健康診査                         

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

① 対象者 

 

 

 

② 実施方法 

 

③ 実施時期 

 

 

④ 予定人員 

（平１７） 

3歳6か月児（医科、歯科、

視聴覚） 

 

 

集団（市内3会場） 

 

６回／月 

 

 

６，０００人 

3歳児（医科、歯科） 

３歳１０か月（歯科、視聴

覚） 

 

集団（町内1会場） 

 

１回／２か月 ６回／年 

 

 

各約２００人 

３歳６か月児（医科、歯

科、視聴覚） 

 

 

集団（町内1会場） 

 

１回／２か月 

 

 

200人～240人 

３歳６か月児（医科、歯

科、視聴覚） 

 

 

集団（町内1会場） 

 

３回／年 

 

 

６０人 

3歳児（医科、歯科） 

３歳６か月（視聴覚） 

 

 

集団（町内１会場） 

 

医科・歯科6回／年 

視聴覚  3回／年 

 

各６５人 

 



  

 

５ 妊産婦新生児訪問指導事業 

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

① 対象者 

 

 

 

② 実施内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 訪問人数 

（平１６） 

訪問指導を必要と認める

第１子の新生児及び妊産

婦 

 

・日常生活指導、相談 

・疾病の早期発見 

・新生児の発育、栄養状

態及び生活環境に関する

指導 

 

 

 

 

 

２，２８２人 

訪問指導を必要とする妊

婦及び新生児と産婦の全

数 

 

・親子の健康状態の観察 

・育児環境、療育環境の

把握 

・育児相談 

 

 

 

 

 

 

３３６人 

・初妊婦の訪問希望者 

・第１子の産婦及び新生児 

・第2子以降で母乳教室に参加した

産婦及び新生児 

・日常生活全般の指導 

・母体回復に関する生活

指導 

・新生児の発育、栄養状

態や適切な療育環境に関

する指導 

・疾病の早期発見 

 

 

 

１２９人 

 

第１子及び訪問指導を必

要と認める新生児及び妊

産婦 

 

・日常生活指導、相談 

・疾病の早期発見 

・新生児の発育、栄養状

態及び生活環境に関する

指導 

 

 

 

 

 

妊産婦  ９１人 

乳幼児 １４３人 

訪問指導を必要とする妊

婦及び新生児と産婦の全

数 

 

・親子の健康状態の観察 

・育児環境、療育環境の

把握 

・育児相談 

 

 

 

 

 

 

１２２人 



  

 

６ 結核定期健康診断・予防接種事業 

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

① 定期健康診

断の実施回

数（平17） 

 

② 実施方法 

 

③ 定期健康

診 断 の 受

診 予 定 者

数 

（平１７） 

４６回 

 

 

 

集団健診 

 

４，１７０人 

 

５回 

 

 

 

集団健診 

 

５００人 

 

５回 

 

 

 

集団健診 

 

４００人 

 

６回 

 

 

 

集団健診 

 

５８０人 

 

２回 

 

 

 

集団健診 

 

２００人 

① 乳幼児に対

するツベルク

リ ン 反 応 検

査・ＢＣＧ接

種の実施会場 

 

② 実施方法 

 

 

③ 乳幼児に対

するツベルク

リン・ＢＣＧ

接種の接種者

数（平１６） 

延べ７２会場 

 

 

 

 

 

集団予防接種 

（一部個別） 

 

ツ反   7,014人 

ＢＣＧ  6,596人 

１会場 

（町保健福祉ｾﾝﾀｰ） 

 

 

 

 

集団予防接種 

 

 

ツ反   ２８７人 

ＢＣＧ  ２８７人 

延べ２２会場 

１会場（月１回） 

町保健センター 

 

 

 

集団予防接種 

 

 

ツ反     ２１８人 

ＢＣＧ   ２０３人 

１会場（町役場） 

 

 

 

 

 

集団予防接種 

 

 

ツ反       ７７人 

ＢＣＧ     ７１人 

１会場（町役場） 

 

 

 

 

 

集団予防接種（平成１７年

度より個別予防接種） 

 

ツ反       ７８人 

ＢＣＧ     ７５人 

 



  

 

７ 集団予防接種事業（ポリオ）                         

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

① 実施時期 

 

② 予定人数 

（平１７） 

 

③ 実施会場 

 

年2回（4月、10月） 

 

１２，６００人 

 

 

１９会場 

（延べ８４会場） 

年2回（4、10月） 

 

４４０人 

 

 

１会場 

（延べ６会場） 

年2回（4月、9月） 

 

３６０人 

 

 

１会場 

（延べ６会場） 

年2回（4月、10月） 

 

１５０人 

 

 

１会場 

（延べ３会場） 

年2回（4月、10月） 

 

１３０人 

 

 

１会場 

（延べ４会場） 

 

８ 個別予防接種事業 

（１）乳幼児等予防接種事業（三種混合、二種混合、麻しん、風しん及び日本脳炎）                         

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

① 実施時期 

 

② 予定人数 

（平１７） 

 

③ 実施会場 

 

④ 協力医療

機関数 

 

⑤ 助成金制度 

通年 

 

約６６，０００人 

 

 

協力医療機関 

 

１４１施設 

 

 

有（１１３件） 

通年 

 

２，１７０人 

 

 

協力医療機関 

 

６施設 

 

 

有（３件） 

通年 

 

２，３５５人 

 

 

協力医療機関 

 

６施設 

 

 

無 

通年 

 

７５０人 

 

 

協力医療機関 

 

５施設 

 

 

有（４件） 

通年 

 

８９３人 

 

 

協力医療機関 

 

３施設 

 

 

有（３人） 

 

 



  

 

（２）高齢者インフルエンザ                         

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

① 実施時期 

 

② 予定人数 

（平１７） 

 

③ 実施会場 

 

④ 協力医療

機関数 

 

⑤ 自己負担

金 

 

⑥ 自己負担

金 免 除 対

象者 

 

10月初旬から12月31日 

 

約５１，０００人 

 

 

協力医療機関 

 

２４７施設 

 

 

１，０００円 

 

 

生活保護世帯及び市民税非

課税世帯に属する人 

10月1日から2月28日 

 

１，３００人 

 

 

郡内協力医療機関 

 

２４施設 

 

 

１，０００円 

 

 

生活保護世帯及び町民税非

課税世帯に属する人 

10月1日から2月28日 

 

１，８００人 

 

 

郡内協力医療機関 

 

２４施設 

 

 

１，０００円 

 

 

生活保護世帯及び町民税非

課税世帯に属する人 

10月1日から2月28日 

 

６００人 

 

 

郡内協力医療機関 

 

１５施設 

 

 

１，０００円 

 

 

生活保護世帯及び町民税非

課税世帯に属する人 

10月1日から2月28日 

 

９５０人 

 

 

郡内協力医療機関 

 

２４施設 

 

 

１，０００円 

 

 

生活保護世帯及び町民税非

課税世帯に属する人 

 



  

 

９ 健康度評価事業 

（１）生活習慣病予防                         

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

① 対象者 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 実施方法 

 

 

 

 

 

 

 

③ 対象人数 

（平１７） 

基本健康診査の結果、 

・保健師要指導の指示のあ

った者 

・異常なし（40、50歳）、

要指導（40、45、50、55、

60歳）のうち送付不可の者

以外 

 

 

生活習慣質問票（Ａ）を実

施。生活習慣アドバイス

票、おすすめ事業案内、リ

ーフレットを送付。ただ

し、保健師要指導の指示の

あった者に関しては、面接

等で返却 

 

２，６００人 

詳細は検討中 ・基本健康診査の結果、保

健師、栄養士要指導等の指

示のあった者のうち希望者 

・健康相談来所者で希望す

る者 

・脳卒中情報提供システム

に基づき相談訪問が必要な

者 

 

・基本健康診査の問診票デ

ータから条件抽出して保健

事業を紹介する。健康相談

来所者には、面接相談。 

・脳卒中情報提供書より把

握された方へ訪問、聞き取

りにて実施 

 

８０人 

該当なし 該当なし 



  

 

（２）生活機能低下予防                         

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

① 対象者 

 

 

 

 

 

 

② 実施方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 予定人数 

（平１７） 

当該年度70歳以上の市民

全員に生活習慣問診票を

送付し、返送された内容

を評価し、要介護状態に

移行するリスクが高いと

判定された者 

 

質問紙返送者に対し、

生活機能低下アセスメン

ト結果票、おすすめ事業

案内、アドバイス票を送

付する。ランクＣ（ハイ

リスク群）に対しては保

健師等が電話や訪問等で

積極的に保健指導・事業

参加勧奨を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

約６，０００人 

該当なし 当該年度75歳以上（介護

保険対象者を除く）青根

地区在住者 

 

 

 

 

・民生委員の訪問活動時

に調査を行う。その内容

から保健師が要フォロー

者をピックアップする。 

・保健師による地区健康

講座実施時にアセスメン

ト票を活用し調査する。 

・青根診療所健康管理事

業（保険年金課主催）総

合相談で活用。・保健師

等が電話や訪問等で保健

指導・事業参加勧奨を行

う。 

・生活習慣問診票を送付

し、相談日に持参、提出

診療所で相談対応実施

（青根地区） 

１２４人 

該当なし 該当なし 



  

 

１０ 急病診療事業 

（１）休日急病医科診療事業 

区分 相模原市 広域行政組合 

① 内容 

 

 

② 診療時間 

 

 

 

③ 診療科目 

 

 

 

④ 診療場所 

休日（日曜日、祝祭日、年末年始）における初期救急医療機関の確保 

 

 

午前９時から午後５時 

 

 

 

内科、外科、眼科、耳鼻科等 

（眼科、耳鼻科は、相模原南メディカルセンター急病診療所に限る） 

 

 

相模原及び相模原南ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ急病診療所 

休日（日曜日、祝祭日、年末年始）における初期救急医療機関

の確保 

 

午前８時４５分から午後０時 

午後０時４５分から午後４時 

午後７時から午後１０時 

 

内科・小児科 

（耳鼻科は相模原市と覚書を締結し、広域耳鼻咽喉科救急医療

事業として実施） 

 

津久井郡急病診療所 

 

（２）休日急患歯科診療事業                         

区分 相模原市 広域行政組合 

① 内容 

 

 

② 診療時間 

 

③ 診療場所 

 

休日（日曜日、祝祭日、年末年始）の昼間における急患歯科診療所の確保 

 

 

午前９時から午後５時 

 

相模原口腔保健センター休日急患歯科診療所 

－ 



  

 

（３）休日夜間急患調剤事業                         

区分 相模原市 広域行政組合 

① 内容 

 

 

② 診療時間 

 

 

 

③ 診療場所 

 

休日（日曜日、祝祭日、年末年始）及び毎夜間における急患調剤薬局の確保 

 

 

休日：午前９時から午後５時 

夜間：午後８時から午後１１時（休日は午後５時から、平日は１か所午後７

時から） 

 

相模原及び相模原南メディカル調剤薬局 

事業としては実施していないが、津久井郡急病診療所において

院内処方を実している。 

 

（４）夜間急病診療事業                         

区分 相模原市 広域行政組合 

① 内容 

 

② 診療時間 

 

 

 

 

 

 

③ 診療科目 

 

④ 診療場所 

 

夜間における初期救急医療機関の確保 

 

【内科系】・相模原及び相模原南メディカルセンター急病診療所：午後８時

から午後１１時（休日は午後５時から、平日は１か所午後７時から）・有床

医療機関：午後７時から翌日午前９時（土曜日・休日は午後５時から） 

【内科系以外】・相模原及び相模原南メディカルセンター急病診療所（いず

れか１か所）：午後８時から午後１１時（年末年始は午後５時から）・コー

ル医療機関：午後７時から翌日午前９時（土曜日・休日は午後５時から） 

 

内科系、内科系以外 

 

・相模原及び相模原南ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ急病診療所 

・有床医療機関（１日１か所） ・コール医療機関 

夜間における初期救急医療機関の確保 

 

午後７時から午後１０時 

 

 

 

 

 

 

 

 

郡内在宅当番医 



  

 

（５）病院群輪番制運営事業                         

区分 相模原市 広域行政組合 

① 内容 

 

 

② 診療時間 

 

 

 

③ 診療場所 

 

土曜日、休日及び夜間における入院治療を必要とする救急患者のための二次

救急医療機関の確保 

 

休日：午前９時から午後５時 

土曜日：午後１時から午後５時 

夜間：午後７時（土曜日・休日は午後５時）から翌日午前９時 

 

二次救急医療機関及び二次救急補助医療機関（１日１か所） 

土曜日、休日及び夜間における入院治療を必要とする救急患者

のための二次救急医療機関の確保（相模原市と協定を締結して

実施） 

 

（６）小児急病診療事業                         

区分 相模原市 広域行政組合 

① 内容 

 

 

 

② 診療時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 診療場所 

 

・休日及び夜間における小児救急患者のための初期救急医療機関及び二次救

急医療機関の確保 

・メディカル調剤薬局の確保 

 

・相模原メディカルセンター急病診療所 

休日：午前９時から午後５時 

夜間：午後８時（土曜日・休日は午後5時）から翌日午前6時 

・相模原南メディカルセンター急病診療所 

休日：午前９時から午後５時 

・二次救急医療機関 

休日：午前９時（土曜日は午後１時）から午後５時 

夜間：午後7時（土曜日・休日は午後５時）から翌日午前9時 

 

 

・相模原及び相模原南ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ急病診療所 

・二次救急医療機関（１日１か所） 

休日及び夜間における小児救急患者のための初期救急医療機関

及び二次救急医療機関の確保（相模原市と協定を締結して実

施） 

 

 

 



  

 

（７）外科系救急医療体制支援事業                         

区分 相模原市 広域行政組合 

① 内容 

 

 

② 診療時間 

 

 

 

③ 診療場所 

土曜、休日及び夜間における外科系二次救急医療機関の確保（初期診療も兼

ねて実施） 

 

休日：午前９時から午後５時 

土曜日：午後１時から午後５時 

夜間：午後５時から翌日午前９時 

 

１２医療機関（１日１か所） 

－ 

 

（８）救急医療情報センター運営事業                         

区分 相模原市 広域行政組合 

① 内容 

 

 

 

② 開設時間 

 

 

 

土曜日、休日及び夜間における受診可能な医療機関を電話で紹介する相模原

救急医療情報センターの運営 

 

 

休日：午前９時から午後５時 

土曜日：午後１時から午後５時 

夜間：午後５時から翌日午前９時 

－ 

 



協議第２６号 
 

補助金、交付金等の取扱いについて 
 
補助金、交付金等の取扱いについて、次のとおり協議を求める。 

 
  平成１７年１０月１７日提出 
 

相模原市・藤野町合併協議会会長 小川 勇夫  
 

 

 補助金、交付金等の取扱いについては、従来からの経緯、実情等に配慮して次のとおり調

整する。 
なお、義務的補助金を除く全ての補助金、交付金等について、合併後においても補助効果

等を踏まえて見直しを行う。 
 

１ 同一又は同種の団体・事業等に対する補助制度は、統合の方向で調整する。  
 
２ 各市町独自の団体・事業等に対する補助制度は、合理的な理由がある場合については、

当面現行制度を認めるが、市域全体の均衡を保つように原則合併後３年以内を目途に調整

する。 
 
 



参 考 
 

補助金、交付金等の取扱いについて 
 

 
１ 補助金 

一般的には特定の事業、研究等を育成、助長するために地方公共団体が公益上必要があ

ると認めた場合に対価なく支出するものである。 

補助金は本来、地方公共団体が独自の判断によって支出する直接補助が多いが、一方で

は国の施策に基づき国から補助金を受けて地方公共団体が間接的に補助をする場合もある。 

補助金には、法令に基づくものと予算措置によって行われるものの二種類がある。 

 

２ 交付金 
法令又は条例、規則等により、団体あるいは組合等に対して地方公共団体の事務を委託

している場合において当該事務処理の報償として支出するものであり、委託金が法令の規

定又は私法上の契約による行政事務執行上の委託であるのに対し、交付金はもっぱら報償

として一方的に交付されるものである。 

 

３ 負担金 
法令又は契約等によって、地方公共団体が負担するもので、次の二つに大別される。 

① 特定の事業から受ける受益に対して、その事業に要する経費の全部又は一部の金額を

支出するもの。 

② 一定の事業等について、財政政策上又はその他の見地から定められた負担割合に応じ

て負担するもの。 

なお、任意に各種団体を地方公共団体が構成しているとき、その団体の必要経費に充て

るため構成各団体が取り決められた費用を支出するものも、負担金として扱われる。 
 



参　　　考

企画部会 国際化推進事業支援金 　 国際化推進事業支援金 　 　

職員厚生会交付金 町職員親睦会厚生費交付金 町職員厚生会補助金 町職員親睦会補助金

自主防災組織活動助成金 自主防災組織活動助成金
自主防災組織助成金・自主
防災組織資機材整備費補助
金

自主防災組織活動助成金

相模原市民生委員児童委員
協議会運営補助金

民生委員児童委員協議会補
助金

町民生委員児童委員連絡協
議会補助金

　 町民生委員等活動費補助金

神奈川人権センター人権関
係啓発事業補助金

神奈川県人権センター啓発
活動、研修事業補助金

神奈川人権センター助成金 神奈川人権センター補助金 神奈川人権センター補助金

横浜国際人権センター人権
関係啓発事業補助金

横浜国際人権センター補助
金

横浜国際人権センター助成
金

横浜国際人権センター補助
金

横浜国際人権センター補助
金

相模原市社会福祉協議会運
営助成費（運営費）

町社会福祉協議会補助金
（事務所管理費）

相模原市社会福祉協議会運
営助成費（職員給与費）

町社会福祉協議会補助金
（職員給与費）

相模原市戦没者遺族会補助
金

城山町遺族会補助金 町遺族会補助金 町遺族会補助金 町遺族会補助金

相模原市保護司会補助金
城山町保護司会補助金
津久井地区保護司会助成金

町保護司会補助金
津久井地区保護司会負担金

相模湖分区保護司会補助金
津久井地区保護司会補助金

藤野分区保護司会補助金
津久井地区保護司会補助金

相模原市シルバー人材セン
ター運営費補助金

城山町生きがい事業団運営
費補助金

生きがい事業団補助金
町生きがい事業団運営事業
費補助金

相模原市老人クラブ連合会
運営費補助金

城山町老人クラブ連合会補
助金
城山町単位老人クラブ補助
金

町老人クラブ連合会補助金
町単位老人クラブ運営費補
助金
老人生きがい活動部補助金

老人クラブ等活動事業費

特別養護老人ホーム等建設
費補助金

　 　 　

相模原市母子寡婦福祉協議
会補助金

母子福祉会活動運営事業補
助金

補助金・交付金等の現況比較

町社会福祉協議会育成費補
助金

社会福祉協議会運営費補助
金

保健福祉部会

藤野町

総務部会

１　補助金・交付金一覧（同一・同種）

専門部会 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町

町社会福祉協議会運営費補
助金



藤野町専門部会 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町

相模原市母親クラブ連絡協
議会補助金

母親クラブ運営費補助金
母親クラブ育成推進事業費
補助金

障害者・高齢者財産保全管
理センター運営費補助金

地域福祉権利擁護補助金
地域福祉権利擁護事業補助
金

相模原市身体障害者連合会
補助金

城山町身体障害者福祉会補
助金

町身体障害者福祉会補助金 町身体障害者福祉会補助金

相模原市肢体不自由児者父
母の会補助金

城山町肢体不自由児父母の
会補助金

町肢体不自由児父母の会補
助金

相模原市手をつなぐ育成会
補助金

町のぞみの会補助金

障害者地域作業所補助金
精神障害者地域作業指導事
業負担金

障害者作業所指導事業補助
金
精神障害者地域作業指導事
業負担金

障害者地域作業所補助金
在宅精神障害者地域作業指
導事業負担金

藤野町障害児者地域作業所
運営費補助金
精神障害者地域作業所運営
費補助金

障害者小規模通所授産施設
補助金

精神障害者小規模通所授産
施設運営費補助金

精神障害者小規模通所授産
施設運営費負担金

精神障害者地域生活支援セ
ンター家賃等助成

精神障害者地域生活支援事
業補助金

生活ホーム等設置費補助金
精神障害者地域生活援助事
業補助金

知的障害者生活ホーム設置
運営費補助金

生活ホーム等家賃助成
精神障害者グループホーム
家賃助成事業補助金

生活ホーム運営費等補助金

福祉的就労協力事業所補助
金

知的障害者福祉的就労協力
事業所奨励金

知的障害者福祉的就労協力
事業所奨励金

ＪＲ橋本駅垂直移動施設整
備費補助金

ＪＲ相模湖駅垂直移動施設
整備費補助金

予防接種助成金 予防接種費用助成金 予防接種費用助成事業費 障害児予防接種費助成金

食品衛生協会運営事業補助
金

津久井食品衛生協会城山支
部助成金
津久井食品衛生協会城山料
飲支部助成金

相模原市自治会連合会補助
金

町自治会連合会助成金

コミュニティ助成事業助成
金

コミュニティ施設等整備事
業補助金

コミュニティ助成事業助成
金

コミュニティ助成事業助成
金

コミュニティ助成事業助成
金

保健所部会

保健福祉部会

市民部会



藤野町専門部会 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町

自治会等集会所建設補助金 自治会集会所建設費補助金 地域集会所管理補助金
藤野町地区集会所建設事業
補助金

相模原市行政相談委員連絡
会補助金

城山町行政相談委員・人権
擁護委員連絡会補助金

津久井町人権擁護委員等連
絡会助成金

行政相談委員県北地区負担
金

藤野町人権擁護委員行政相
談委員連絡会補助金

相模原市人権擁護委員会補
助金

郡・町人権擁護委員連絡会
助成金

（財）法律扶助協会神奈川
県支部補助金

（財）法律扶助協会神奈川
支部補助金

（財）法律扶助協会神奈川
支部補助金

（財）法律扶助協会神奈川
支部補助金

（財）法律扶助協会神奈川
支部補助金

神奈川県建設連合国民健康
保険組合補助金

神奈川県建設連合国民健康
保険組合補助金

人間ドック助成費
人間ドック本人希望機関補
助金

防犯灯維持管理費補助金 防犯灯維持管理費交付金

相模原連合防犯協会運営費補助金
相模原南連合防犯協会運営費補助
金

津久井郡連合防犯協会負担
金

津久井郡連合防犯協会助成
金

郡連合防犯協会負担金
津久井郡連合防犯協会負担
金

相模原市交通安全都市推進
協議会補助金

町交通安全対策協議会助成
金

町交通安全対策協議会補助
金

藤野町交通安全対策協議会
補助金

相模原交通安全協会補助金
相模原南交通安全協会補助金

　 　 　 　

相模原商工会議所補助金
城山町商工会補助金
地域振興ビジョン推進事業
費補助金

津久井町町商工会補助金 相模湖町商工会助成金 藤野町商工会補助金

小企業小口資金利子補給金
中小企業設備資金利子補給
金

中小企業設備資金利子補給
金

中小企業事業資金信用保証
料補助金

信用保証料補助金 信用保証料補助金

牛海綿状脳症関連特別資金
利子補給金

牛海綿状脳症(BSE）緊急対
策利子補給金

商店街街路灯電気料補助金 商店街街路灯組合補助金

相模原納涼花火大会補助金 さがみ湖湖上祭分担金

相模原市観光協会補助金 町観光協会補助金 町観光協会補助金 相模湖観光協会宣伝負担金 藤野町観光協会補助金

経済部会

市民部会



藤野町専門部会 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町

中小企業退職金共済掛金補
助金

町中小企業退職金共済制度
加入奨励補助金

相模原・津久井地域労働者
福祉協議会補助金

相模原・津久井地域労働者
福祉協議会補助金

相模原・津久井地域労働者
福祉協議会補助金

相模原・津久井地域労働者
福祉協議会補助金

相模原・津久井地域労働者
福祉協議会補助金

湘北建築高等職業訓練校補
助金

湘北建築高等職業訓練校補
助金

湘北建築高等職業訓練校補
助金

湘北建築高等職業訓練校負
担金

神奈川県農業共済組合負担
金

神奈川県農業共済組合負担
金

農業経営改善支援センター
設置事業補助金

郡農業経営改善支援セン
ター活動費負担金

農業経営改善支援センター
運営負担金

農業経営改善支援センター
活動費負担金

郡農業経営改善支援セン
ター補助金

農業経営基盤強化資金利子
補給金

農業制度資金利子補給事業
費

有害鳥獣駆除対策事業補助
金

有害鳥獣防除事業補助金
町鳥獣被害対策協議会補助金
農作物獣害防護事業補助金

町野猿対策協議会補助金 町野猿対策協議会補助金

生活改善グループ連絡会補
助金

町女性農業者連絡協議会助
成金

農業近代化資金利子補給金 農業制度資金利子補給金
農業近代化資金等利子補助
金

農業近代化資金等利子補給
金

（社）相模原市畜産振興協
会運営管理費補助金

郡畜産振興協議会負担金
郡畜産振興協議会負担金
町酪農振興協議会補助金

郡畜産振興協議会負担金
津久井郡畜産振興協議会負
担金

（社）相模原市畜産振興協
会事業費補助金

家畜防疫環境衛生対策事業
補助金
受精卵移植技術定着事業補
助金
畜産施設等整備事業補助金

家畜防疫事業助成金
酪農経営改善事業費補助金
畜産共進会出品補助
家畜排泄物処理施設設置費
奨励金

家畜防疫対策事業補助金
優良乳用牛購入事業補助金
家畜舎衛生対策事業補助金
受精卵移植技術定着事業補
助金

諏訪森下用水組合運営事業
補助金

水田揚水費補助金

合併処理浄化槽設置補助金
合併処理浄化槽設置整備事
業費補助金

合併処理浄化槽設置費補助
金

合併処理浄化槽設置費補助
金

合併処理浄化槽設置費補助
金

みどりの協会補助金 緑化推進事業助成金 生け垣設置費補助金

相模川を愛する会補助金
中道志川トラスト協会補助
金

保存樹林・樹木奨励金 緑化推進事業助成金

経済部会

環境保全部会



藤野町専門部会 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町

集団資源回収事業補助金
集団資源回収実施団体奨励
金

集団資源回収実施奨励金 集団資源回収実施奨励金 資源回収実施団体奨励金

相模原市美化運動推進協議
会補助金

環境美化推進協議会補助金

生ごみ処理容器購入費補助
金

生ごみ処理容器設置費助成
金

生ごみ処理機購入費助成金
生ごみ処理容器購入費補助
金

ゴミ減量化補助金

相模原市私立幼稚園就園奨
励補助金

私立幼稚園就園奨励費補助金
私立幼稚園就園費補助金

就園奨励費補助金
公立・私立幼稚園就園奨励
費補助金

藤野町私立幼稚園就園奨励
費補助金

相模原市私立幼稚園教育振
興補助金

私立幼稚園就園費補助金
私立幼稚園施設整備費補助
金

相模原市公立小学校校長会
補助金

町校長会補助金 町校長会補助金 町校長会補助金

相模原市立中学校長会補助
金

相模原市公立小学校教頭会
補助金

町教頭会補助金 町教頭会補助金 町教頭会補助金

相模原市立中学校教頭会補
助金

相模原市立小学校教育研究
会補助金

郡小学校教育研究会負担金 郡小学校教育研究会負担金 郡小学校教育研究会負担金
郡小学校教育研究会負担金
養護教諭研究補助金

相模原市立中学校教育研究
会補助金

郡中学校教育研究会負担金 郡中学校教育研究会負担金 郡中学校教育研究会負担金
郡中学校教育研究会負担金
養護教諭研究補助金

相模原市中学校体育連盟補
助金

郡中学校体育連盟分担金 郡中学校体育連盟負担金 郡中学校体育連盟補助金 郡中学校体育連盟負担金

神奈川県高等学校定時制通
信制教育振興会補助金

神奈川県高等学校定時制通
信制教育振興会補助金

神奈川県高等学校定時制通
信制教育振興会負担金

神奈川県高等学校定時制通
信制教育振興会補助金

神奈川県高等学校定時制通
信制教育振興会負担金

県央県北地区高等学校定時
制通信制教育振興会補助金

県央県北地区高等学校定時
制通信制教育振興会助成金

県央県北地区高等学校定時
制通信制教育振興会分担金

県央県北地区高等学校定時
制通信制教育振興会補助金

県央県北地区高等学校定時
制通信制教育振興会補助金

児童生徒指導対策助成金
校内生活指導費補助金（中
学校）

生徒指導研究会補助金 生活指導費助成金

進路指導対策助成金 進路指導費補助金 進路指導研究会補助金 進路対策費補助金

相模原市学校保健会補助金 郡学校保健会負担金 郡学校保健会助成金 郡学校保健会負担金 郡学校保健会補助金

相模原市立小中学校視聴覚
教育研究会補助金

視聴覚教育研究会補助金

環境事業部会

管理部会



藤野町専門部会 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町

相模原市支援教育研究会補
助金

障害児学級交流会補助金

相模原市立学校事務研究協
議会補助金

学校事務職員研修会補助金

学校教育部会
相模原市立学校教職員互助
会補助金

津久井地域教職員互助会助
成金

津久井地域教職員互助会補
助金

津久井地域教職員互助会負
担金

津久井地域教職員互助会助
成金

相模原市立小中学校ＰＴＡ
連絡協議会補助金

町ＰＴＡ連絡協議会補助金 町ＰＴＡ連絡協議会助成金 町ＰＴＡ育成事業費補助金 町ＰＴＡ連絡協議会補助金

相模原市地域婦人団体連絡
協議会補助金

町婦人会連絡協議会助成金 婦人団体育成費補助金 女性組織活動育成補助金

相模原市文化協会補助金 町文化協会補助金 町文化協会助成金
文化団体（28団体）育成費
補助金

町文化団体育成活動補助金

指定・登録文化財保存管理
奨励金

町指定重要文化財等保存管
理奨励金

鳥屋獅子舞保存会助成金

相模原市青少年健全育成組
織補助金

地区健全育成組織補助金

（財）相模原市体育協会事
業費補助金

町体育協会補助金 町体育協会補助金 町体育協会補助金 町体育協会補助金

（財）相模原市体育協会管
理費補助金

相模原市子ども会育成連絡
協議会運営補助金

町青少年育成団体連絡協議
会補助金
町青少年育成会活動費補助
金

町子供会育成団体連絡協議
会助成金

地区育成団体連絡協議会活
動費補助金
青少年団体育成事業費補助
金
郡子ども会育成団体連絡協
議会分担金

青少年団体等地域活動推進
事業補助金

議会部会 相模原市議会政務調査費 議員政務調査費 議員政務調査費交付金

選挙管理委員
会部会

明るい選挙推進協議会補助
金

明るい選挙推進協議会補助
金

明るい選挙推進協議会補助
金

明るい選挙推進協議会運営
費助成金

明るい選挙推進協議会運営
費助成金

相模原市消防団共済組合補
助金

消防団員福祉共済掛金 消防団員福祉共済掛金 消防団員福祉共済掛金

相模原市消防団運営交付金 消防団活動助成金 消防団運営費交付金 消防活動助成金 本・分団活動報償金

管理部会

生涯学習部会

消防部会



参　　　考

２補助金・交付金一覧(市町独自)

専門部会 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

パートナーシップ事業支援
制度助成金

城山町土地開発公社補助金 町録音奉仕会補助金
相模湖町土地開発公社補助
金

藤野ふるさと芸術村メッセージ
事業実行委員会補助金

フォトシティさがみはら実
行委員会補助金

録音奉仕会「かつら｣補助金

相模原市邦舞三曲連盟補助
金

かおる文化とうるおいの町
づくり推進事業補助金

国際化推進事業支援金

相模原市民文化財団事業費
補助金

相模原市民文化財団運営費
負担金

相模原市民文化財団運営費
負担金（派遣法分）

銀河連邦サガミハラ共和国
事業補助金

緊急一時保護施設運営補助
金

男女共同参画にかかわる研
究活動助成金

米軍基地返還促進市民協議
会補助金

（財）相模原市都市整備公
社補助金

地域振興施設整備事業補助
金

県民の警察官表彰賛助金

アマチュア無線局助成金

相模原たばこ商業協同組合
補助金

補助金・交付金等の現況比較

企画部会

総務部会

財務部会



専門部会 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

全国民生委員児童委員互助
共励事業補助金

城山町赤十字奉仕団補助金
地域福祉推進体制整備補助
金

ふれあいのまちづくり運営
費補助金

重度心身障害者住宅設備改
良費助成金

あじさい会館売店運営費補
助金

重度障害者住宅設備改良費
補助金

中野地区敬老会運営費助成
金

精神障害者地域生活援助事
業費補助金

身体障害者用自動車改造費
助成金

社会福祉事業振興資金補助
金

身体障害者用自動車改造費
助成金

三ケ木地区敬老会運営費助
成金

郡医師会負担金
下肢等障害者自動車運転訓
練費助成金

社会福祉事業団運営助成費
下肢等障害者自動車運転訓
練費補助金

グループホーム運営費補助
金（精神）

身体障害者手帳診断料補助
金

地区社会福祉協議会育成推
進事業補助金

身体障害者手帳診断料助成
金

日常生活用具給付等補助金
郡精神障害者地域作業所通
所交通費助成金

社会福祉基金運用事業補助
金

城山町めばえ会補助金（訓
練会）

身体障害者手帳診断料補助
金

藤野町障害者等共同作業所たん
ぽぽの家通所交通費助成金

在宅福祉サービス運営費補
助金

障害者施設等通所交通費助
成金

重度障害者住宅設備改良費
補助金

町社会福祉委員協議会活動
費補助金

相模原原爆被災者之会補助
金

精神障害者短期入所事業補
助金

身体障害者用自動車改造費
補助金

知的障害者福祉的就労協力
事業所奨励交付金

相模原市福祉のまちづくり
推進協議会補助金

町民たすけあいサービス事
業補助金

下肢等障害者自動車運転訓
練費補助金

チャイルドシート購入費補
助金

相模原市社会を明るくする
運動補助金

地域福祉権利擁護補助金
在宅重度身体障害者日常生
活用具給付・貸与補助金

相模原市更生保護女性会補
助金

城山町すみれ会補助金（ひ
とり暮らし高齢者）

精神障害者地域作業所通所
交通費助成金

防災ボランティア推進事業
補助金

町障害者作業所通所交通費
助成金

生活保護施設運営費補助金

低所得者緊急援護貸付資金
交付金

生活福祉資金利子補給交付
金

地域福祉推進補助金

障害者歯科診療所運営費補
助金

休日急病医科診療所運営費
補助金

保健福祉部会



専門部会 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

休日急患歯科診療所運営費
補助金

休日夜間急患調剤薬局運営
費補助金

外科系救急医療体制支援事
業補助金

休日柔道整復施療所運営費
補助金

「健康さがみはら」発行事
業補助金

高度医療機器共同利用事業
補助金

地域医療協力事業補助金
（北里大学病院分）

地域医療協力事業補助金
（相模原協同病院分）

「看護の心」啓発普及事業
補助金

院内保育施設運営費補助金

相模原市ナースセンター運
営費補助金

相模原看護専門学校運営費
補助金

相模原准看護学院運営費補
助金

相模原市医師会運営費補助
金

相模原歯科医師会運営事業
補助金

相模原市薬剤師会運営事業
補助金

生きがい農園運営費補助金

特養ホーム等建設費借入償
還金補助金

保健福祉部会



専門部会 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

軽費老人ホーム事務費補助
金

高齢者福祉施設運営費補助
金

施設入所高齢者福祉給付金
支給事業補助金

介護老人保健施設建設費借
入償還金補助金

社会福祉法人利用者負担助
成事業

子どもの広場施設賠償責任
保険料補助金

相模原市児童館連絡協議会
補助金

民間児童クラブ運営費補助
金

子どもの広場整備等補助金

幼児養育費支給費（３歳
児）

幼児養育費支給費（４歳
児）

幼児養育費支給費（５歳
児）

母子福祉資金等利子補給交
付金

自立支援教育訓練給付金

母子家庭高等技能訓練促進
費

コミュニティ保育推進事業
補助金

相模原保育ウィーク実行委
員会補助金

相模原市保育士会補助金

保健福祉部会



専門部会 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

相模原市私立保育園長会補
助金

相模原保育室連絡協議会補
助金

保育センター運営費補助金

乳児保育促進事業補助金

借入償還金補助金

民間保育所土地賃借料補助
金

分園施設賃借料補助金

分園運営費補助金

一時保育促進事業補助金

時間延長型保育事業補助金

休日保育推進事業補助金

産休等代替職員雇用費補助
金

認可外保育施設支援事業補
助金

認定保育室補助金

施設整備費補助金

相模原市障害児者福祉団体
連絡協議会補助金

相模原市精神障害者家族会
（みどり会）補助金

身体障害者ケア付住宅運営事業
補助金（シャローム分）

保健福祉部会



専門部会 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

身体障害者ケア付住宅家賃
助成

重症心身障害児施設建設資
金借入償還金補助金

相模原市傷痍軍人会補助金

相模原市腎友会補助金

相模原失語症友の会補助金

在宅障害者家庭内作業指導
補助金

障害者地域活動センター運
営費補助金

神奈川県知的障害者スポー
ツ大会補助金

障害者地域作業所等健康診
断事業補助金

障害者一時ケア補助金

相模原市自閉症児・者親の
会補助金

相模原市障害者地域作業所
等連絡協議会補助金

障害福祉施設運営費補助金

知的障害者更生施設建設資
金借入償還金補助金

知的障害者授産施設建設資
金借入償還金補助金

知的障害者福祉ホーム建設
資金借入償還金補助金

京王橋本駅垂直移動施設整
備費補助金

相模原市在宅ケア対策事業
補助金

保健福祉部会



専門部会 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

相模原高齢者よい歯のコン
クール事業補助金

津久井郡医師会肺疾患研究
助成金

郡医師会肺疾患研究会助成
金

郡医師会肺疾患研究会助成
金

郡医師会肺疾患研究会助成金

高齢者等歯科保健医療事業
補助金

津久井郡訪問歯科推進事業
補助金

郡訪問歯科推進協議会補助
金

要介護者歯科診療対策助成
金

津久井郡訪問歯科事業助成金

地域住民検診事業補助金
城山町食生活改善推進協議
会助成金

町食生活改善推進団体助成
金

成人病栄養相談指導事業補
助金

健康つくい普及員連絡会補
助金

妊婦健康診査助成１回目

妊婦健康診査助成２回目

健康診査費助成(８か月児健
診)

健康診査費助成(１歳児健
診)

健康診査費助成(１歳６か月
健診)

神奈川県小児保健協会補助
金

結核健康診断事業補助金

市医師会サーベイランス事
業補助金

食品衛生推進委員、指導員
活動補助金

犬・猫不妊去勢手術補助金

食中毒予防キャンペーン事
業補助金

地域情報紙発行、配送費補
助金

津久井郡暴力団排除活動推
進協議会補助金

津久井郡暴力団排除活動推
進協議会助成金

太陽の市場実行委員会補助
金

地域市民まつり助成金 火葬費助成金 中野山林管理委員会補助金
津久井郡交通安全協会(藤
野)(牧野)支部補助金

保健所部会

市民部会



専門部会 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

自治会等集会所賃借料補助
金

防犯指導員活動補助金
各地区地域振興協議会助成
金

藤野町幼児交通安全クラブ
補助金

神奈川県建設連合国民健康
保険組合補助金

津久井交通安全協会城山支
部補助金

三ヶ木財務委員会助成金

神奈川県医師国民健康保険
組合補助金

津久井町交通指導隊運営費
交付金

神奈川県歯科医師国民健康
保険組合補助金

地域振興特例事業補助金

神奈川県建設業国民健康保
険組合補助金

鳥屋地域振興協議会施設整
備補助金

神奈川県薬剤師国民健康保
険組合補助金

各地区地域振興協議会補助
金

神奈川県食品衛生国民健康
保険組合補助金

鳥屋地域振興協議会助成金

建設連合国民健康保険組合
（神奈川県支部）補助金

串川地域振興協議会助成金

防犯モデル地区活動費助成
金

青根地区コミュニティ委員
会運営費助成金

相連防　防犯灯整備費補助金
南連防　防犯灯整備費補助金

青野原地域振興協議会助成金

安全・安心まちづくり推進
協議会補助金

青根地域振興協議会助成金

防犯灯設置費補助金
地域まちづくり委員会補助
金

相模原市消費者団体連絡会
補助金

広場整備費補助金

第２センター入居研究室補
助金

郡農産物直売事業連絡協議
会交付金

郡農産物直売事業連絡協議
会補助金

郡農産物直売事業連絡協議
会助成金

津久井郡農産物直売事業連
絡協議会補助金

テクノ相模協同組合共有施
設等補助金

郡森林組合事業活動促進費
補助金

群森林組合補助金 群森林組合補助金 郡森林組合補助金

グリーンピア田名協同組合
共有施設等補助金

水田共同防除事業補助金
津久井湖魚族放流事業助成
金

相模湖魚族委員会補助金
ワカサギ津久井湖放流補助金

協力協約推進事業補助金

体質強化支援資金利子補給
金

茶病害虫防除対策事業補助
金

協力協約推進事業補助金
「水源の森林づくり事業」
協力協約推進事業費補助金

魚族保護推進事業補助金

起業支援資金利子補給金
花き病害虫防除対策事業補
助金

津久井湖観光センター運営
費補助金

樹・水・星のカーニバル開
催事業補助金

津久井郡観光振興対策協議
会負担金

市民部会

経済部会



専門部会 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

中小企業研究開発補助金 枝打推進事業補助金
神之川林道開設改良事業助
成金

観光農業推進事業費
和田鯉のぼり谷渡しの会補
助金

景気対策特別小口資金利子
補給金

除間伐推進事業補助金
森林ミュージアム推進委員
会補助金

さがみこファームフェスタ
運営費補助金

やまなみ五感体験ツアー実
行委員会補助金

景気対策特別資金利子補給
金

地域活性化イベント事業補
助金

道志ダム関連地域環境整備
事業補助金

ふるさとの森事業推進組合
助成金

佐野川茶生産組合助成金

倒産関連防止資金利子補給
金

道志川アユの里づくり事業
費補助金

まちづくり助成助成金

中小企業景気対策特別融資
信用保証料補助金

菅井農業小学校運営補助金

販路開拓支援事業補助金
農とみどりの整備事業補助
金

工業団体活動促進事業補助
金

佐野川茶業工場施設修繕補
助金

ビジネススクール補助金
沢井地区鳥獣害対策協議会
補助金

相模原市産業振興財団運営
費補助金

ふじの里山くらぶ補助金

商業地形成事業融資資金利
子補給金

商業地形成事業融資資金信
用保証料補助金

相模大野地区商店会連合会
事業推進補助金

上溝地区まちづくり推進連
絡協議会運営補助金

東林間地区まちづくり推進
連絡協議会運営補助金

　

淵野辺地区まちづくり推進
連絡協議会運営補助金

相原・二本松地区まちづく
り推進委員会運営補助

古淵地区商店街振興計画推
進委　員会運営補助金

商店街共同駐車場維持補助
金

経済部会



専門部会 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

相模原市営自動車駐車場回
数券共同購入事業補助金

商店街街路灯修繕費補助金

商店街ステップアップ事業
補助金

空き店舗活用事業補助金

商店街イベント事業補助金

商業団体等活動促進事業補
助金

相模原市商店会連合会活動
促進事業補助金

ジュニア商人体験事業補助
金

水郷田名新堀用水路を愛す
る会運営事業補助金

橋本七夕まつり

相模の大凧まつり補助金

上溝夏祭り補助金

泳げ鯉のぼり相模川補助金

東林間サマーわぁ！ニバル
補助金

相模大野まんどうまつり補
助金

相模ねぶたカーニバル補助
金

よさこいまつり補助金

商業地形成事業商店街環境
整備事業補助金

経済部会



専門部会 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

公衆浴場設備整備費補助金

勤労者住宅資金利子補給金

商工会議所特定退職金共済
掛金補助金

労働祭補助金（地域連合）

（財）神奈川県駐労福祉セ
ンター補助金

労働祭補助金（総連合）

相模原・津久井労働災害防
止団体連絡協議会補助金

県民のいのちとくらしを守
る県民のつどい補助金

相模原市中小企業勤労者福
祉サービスセンター補助金

営農指導員設置事業補助金

農作業受託オペレーター設
置事業補助金

実験圃場整備事業補助金

農地流動化助成金

環境保全型農業推進事業補
助金

野菜振興対策事業補助金

花卉植木振興対策事業補助
金

景観草花栽培事業補助金

相模原市大沢南部営農組合
補助金

経済部会



専門部会 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

相模原市田名西部営農組合
補助金

援農システム整備事業補助
金

農業青年育成事業補助金

新規就農者等研修奨励金

新規就農者農作業オペレー
ター支援

野菜生産出荷奨励金事務取
扱交付金

野菜生産出荷奨励金

相模原米穀小売商組合補助
金

農協出荷奨励金

農業まつり補助金

さがみはら市民朝市補助金

農業体験学習事業補助金

下大島用水組合運営事業補
助金

認定農業者育成事業補助金

アグリセンター事業運営補
助金

果樹振興対策事業補助金

相模原市果実組合補助金

環境保全部会
住宅用太陽光発電設備設置
補助金

保護動植物指定区域土地所
有者等助成金

合併処理浄化槽設置替奨励
金

経済部会



専門部会 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

小規模雨水利用設備設置補
助金

自然コミュニオンエリア推
進団体助成金

集中浄化槽維持管理経費補
助金

住宅用太陽熱高度利用シス
テム設置補助金

城山自然の家協会助成金

低公害自動車購入奨励金
小倉松並木景観保存事業補
助金

集団資源回収事業用物品整
備補助金

一般家庭浄化槽清掃経費補
助金

ごみ箱設置費補助金 ごみ集積箱設置費補助金 ゴミ集積箱設置費補助金

資源分別回収事業補助金
雑排水処分事業専用車車検
代助成金

浄化槽清掃費補助金

小田急多摩線延伸促進協議
会補助金

生活交通路線維持費補助金
生活道路舗装促進事業助成
金

生活交通確保対策補助金

相模原市公共交通整備促進
協議会補助金

ノンステップバス導入補助
金

バス停留所等上屋設置補助
金

橋本６丁目東町地区優良建
築物等整備事業補助金

橋本６丁目Ｄ地区優良建築
物等　整備事業補助金

上鶴間道正山土地区画整理
事業補助金

民間自転車駐車場維持管理
補助金

民間自動車駐車場整備利子
補給金

民間自転車駐車場整備資金
利子補給金

Ａ地区市街地再開発事業補
助金

Ａ地区市街地整備事業負担
金

Ａ地区市街地整備事業負担
金（本年度分）

環境保全部会

環境事業部会

都市部会



専門部会 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

運営費等補助金 木造住宅耐震診断補助金

検査点検費用補助金

建設資金利子補給補助金

相模原市みちの協会運営費
補助金

水洗便所改造等奨励金 原材料等支給事業助成金
水洗便所改造等資金利子補
給金

主要地方道山北藤野線改良
整備促進協議会運営補助金

相模原市幹線道路網整備促
進協議会運営補助金

水洗便所改造等資金融資斡
旋及び利子補給金

下水道排水設備の水洗便所
改造等工事費特別助成金

雨水浸透施設設置助成金
水洗便所改造等工事費特別
助成金

下水道排水設備の水洗便所
改造等助成金

生活扶助世帯水洗便所改造
等工事費特別助成金

下水道排水設備の水洗便所改造等
資金融資あっせん及び利子補給

農業集落排水設備の水洗便
所改造等助成金

農業集落排水設備の水洗便
所改造等工事費特別助成金

簡易水道事業等補助金

小規模簡易水道全項目検査
補助金

（社）相模原市幼稚園協会
補助金

対外派遣費補助金（小学
校）

体育大会等生徒派遣費補助
金

文化体育派遣費
学校経営等研究費補助金
（小学校）

相模原私立幼稚園教育会補
助金

対外派遣費補助金（中学
校）

児童派遣費負担金
学校経営等研究費補助金
（中学校）

相模原幼児教育協議会補助
金

校内研究費補助金（小学
校）

幼稚園経営研究補助金

私立幼稚園園児健康診断補
助金

校内研究費補助金（中学
校）

情報発信補助金（小学校）

私立幼稚園教育研究県央地
区大会補助金

湘南小学校児童バス通学費
補助金

情報発信補助金（中学校）

相模原市私立幼稚園障害児
教育助成金

遠距離通学費補助金（中学
校）

統廃合関連校思い出づくり
実行委員会補助金

中学校課外活動助成金 大会等出場経費助成金

土木部会

建築部会

管理部会



専門部会 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

相模原市立小中学校教育器
楽合奏研究会補助金

小学校通学費助成金

相模原市学校図書館協議会
補助金

中学校通学費助成金

相模原市立小中学校教育連
合会補助金

藤野小学校設置連絡協議会
補助金

相模原市学校給食運営協議
会補助金

相模原市青少年相談員協議
会運営費補助金

国際交流教育推進事業補助
金

研究助成金
町教育委員会指定研究補助
金（小学校）

夢のびやか教育推進事業費
（小学校）

町教育委員会指定研究補助
金（中学校）

夢のびやか教育推進事業費
（中学校）

授業改革研究補助金

野外体験研修費補助金（小
学校）

野外体験研修費補助金（中
学校）

交通安全指導補助金（小学
校）

指定研究校補助金（小学
校）

環境保全・啓発補助金（小
学校）

情操教育推進事業補助金
（中学校）

社会福祉研究活動費補助金
（中学校）

相模原市社会教育関係団体
事務室利用者協議会補助金

家庭教育学級開催費補助金 家庭教育学級開催費補助金
県総合体育大会参加選手派
遣事業費

青少年健全育成・伝承活動
補助金

相模原市女性学習グループ
連絡協議会補助金

公民館まつり実行委員会補
助金

津久井城山を愛する会補助
金

県総合体育大会選手派遣補
助金

相模原市民吹奏楽団補助金
城山の教育を考える会補助
金

尾崎行雄を全国に発信する
会補助金

相模原市民交響楽団補助金 町体育振興奨励金 地区文化祭開催費補助金

学校教育部会

生涯学習部会

管理部会



専門部会 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

相模原市合唱連盟補助金 町体育団体育成補助金
実行委員会補助金（町民大
学）

文化祭実行委員会補助金

市民合同演奏会補助金 県総合体育大会派遣費
遙かな友に道志川合唱祭開
催事業補助金

成人式実行委員会補助金

青少年音楽団体育成補助金
神奈川県陸上競技協会一時
登録料

尾崎咢堂杯争奪青年演説大
会実行委員会補助金

地区スポーツ振興事業補助
金

相模原市音楽等コンクール
参加奨励金

地区体育振興会助成金 社会教育団体物品等助成金

公民館運営協議会等活動費
補助金

総合体育大会選手派遣費助
成金

子どもソフトボール大会支
援補助金

相模原市公民館連絡協議会
補助金

駅伝競走大会選手派遣費助
成金

青少年育成事業補助金

相模原市民俗芸能保存協会
補助金

駅伝競走大会選手派遣費助
成金

市町村駅伝競走大会派遣補
助

相模原市文化財研究協議会
補助金

宮ヶ瀬湖マラソン大会実行
委員会補助金

神奈川国体記念大会運営補
助

相模原市スポーツ大会出場
奨励金

郡郷土資料館運営委員会助
成金

やまなみクロスカントリー駅伝
競走大会実行委員会補助

スポーツ大会等開催・誘致
奨励補助金

町民大学実行委員会補助金 各種目協会補助金

相模原市体育指導委員連絡
協議会運営費補助金

（財）相模原市体育協会派
遣職員人件費等補助金

（財）相模原市体育協会事
業費補助金

（財）相模原市体育協会管
理費補助金

相模原市青少年健全育成連
絡協議会補助金

地域・子どもふれあい事業
補助金

相模原市子ども会育成連絡
協議会運営補助金

生涯学習部会



専門部会 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

相模原市青少年指導員連絡
協議会運営補助金

相模原市少年鼓笛バンド連
盟運営補助金

相模原市少年少女合唱団育
成会運営補助金

ボーイスカウト・ガールス
カウト相模原連絡協議会運
営補助金

相模原市１６㍉映画研友会
補助金

不在者投票交付金

ポスター作成交付金

選挙運動用自動車交付金
（個別契約）

選挙運動用自動車交付金
（ハイヤー契約）

選挙運動用通常はがき交付
金

消防部会 相模原市防災協会補助金

選挙管理委員
会部会

生涯学習部会



報告第１０号 
 
   各種事務事業の取扱いについて（Ｂ・Ｃランク）その２ 
 
 各種事務事業の取扱いについて、次のとおり報告する。 
 
  平成１７年１０月１７日提出 
 

相模原市・藤野町合併協議会会長 小川 勇夫  



 
調整方針一覧（Ｂランク） 

 
財務部会 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１ 

ページ 

１ 

市税及び個人の県民税

の収納管理、督促、滞納

処分等 

 口座振替手数料については、合併時に相

模原市の指定金融機関の口座振替手数料に

統合する。 

 藤野町の督促手数料については、合併時

に廃止する。 

２３６ 

２ 前納報奨金 
 藤野町の前納報奨金については、合併時

に廃止する。 
２３７ 

 

保健福祉部会 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１ 

ページ 

１ 小児医療費助成事業  合併時に相模原市の制度に統合する。 ２３８ 

２ 
地域型在宅介護支援セ

ンター運営事業 

 現行のまま新市に引き継ぐ。 

 ただし、業務内容、職員配置等の委託内

容については、合併後速やかに相模原市の

制度に統合する。 

２４０ 

３ 
福祉タクシー利用料助

成事業 
 合併時に相模原市の制度を適用する。 ２４１ 

４ 
市心身障害者福祉手当

支給事業 
 合併時に相模原市の制度を適用する。 ２４３ 

 

市民部会 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１ 

ページ 

１ 地域振興  合併後３年を目途に見直しを行う。 ２４４ 

２ 
戸籍情報システム維持

管理事業 
 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２４７ 

 



経済部会 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１ 

ページ 

１ 畜産振興事業 
 合併後３年以内に段階的に相模原市の制

度に統合する。 
２４８ 

 

環境保全部会 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１ 

ページ 

１ 

開発行為等における緑

地に係る協議､指導､監

督及び検査事務 

 合併後３年以内に相模原市の制度に統合

する。 
２５０ 

２ 

開発行為等における公

園に係る協議､指導､監

督及び検査事務 

 合併後３年以内に相模原市の制度に統合

する。 
２５１ 

 

都市部会 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１ 

ページ 

１ 
地理情報システム開発

事業 

 合併後５年以内に相模原市の制度を適用

する。 
２５２ 

２ 
都市計画基本図作成事

業 

合併後５年以内に相模原市の制度に統合

する。 
２５３ 

３ バス対策事業 
合併後５年を目途に相模原市の制度に統

合する。 
２５４ 

４ 総合交通計画関連事業 
合併後５年を目途に新市において検討す

る。 
２５５ 

５ 開発行為等指導事務 
合併後３年以内に相模原市の制度に統合

する。 
２５７ 

６ 放置自転車対策事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ２５９ 

 



管理部会 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１ 

ページ 

１ 幼稚園就園奨励補助金 

公立幼稚園の国庫補助分については、現

行のまま新市に引き継ぐ。 

私立幼稚園の単独補助分については、合併

時に相模原市の制度を適用する。 

２６０ 

２ 
公立幼稚園に関するこ

と 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

ただし、入園料、保育料、送迎バス及び

給食については、合併後の新市において均

衡が図れるよう必要な調整を行う。 

２６１ 

３ 学校給食事業の取扱い 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

ただし、藤野町の小学校及び相模原市と

藤野町の中学校給食のあり方については、

合併後３年間で新市において検討する。 

２６３ 

 

生涯学習部会 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１ 

ページ 

１ 文化財保護管理事業 

合併後、文化財の研究、保存団体及びそ

の補助金・交付金対応の調整を図りながら、

３年間で段階的に相模原市の制度に統合す

る。  

なお、公開施設については、市立博物館

を核にネットワーク化を検討する。 

ただし、津久井郡郷土資料館については、

城山町、津久井町、相模湖町の意向を踏ま

え、新市に引き継ぐ。 

２６４ 

２ 文化財調査事業 

合併後速やかに相模原市の制度に統合す

る。 

なお、統合にあたっては、文化財の現況

調査を実施する。 

２６６ 

３ 遺跡保存整備事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ２６７ 

４ 
埋蔵文化財の保護と開

発事業との調整 

合併後速やかに相模原市の制度に統合す

る。 
２６９ 

５ 
はたちのつどい開催事

業 

 現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、開催場所等の事業のあり方について

は、合併後新市において検討する。 

２７１ 

 

 

 



 

調整方針一覧（Ｃランク） 

 
財務部会 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊２ 

ページ 

１ 
固定資産評価審査委員

会 

委員報酬については、合併時に相模原市

の制度に統合する。 
１ 

２ 財政状況の公表 合併時に相模原市の制度に統合する｡ ２ 

３ 
財政調整基金及び減債

基金の運用管理 
合併時に相模原市の制度に統合する｡ ３ 

４ 指定金融機関等 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

ただし、藤野町の収納代理金融機関につ

いては、現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、統合にあたって、藤野町の指定金

融機関である津久井郡農業協同組合及び指

定代理金融機関である山梨信用金庫及び半

原信用組合については、新市において収納

代理金融機関とする。 

４ 

５ 
電源立地地域対策交付

金 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ５ 

６ 
相模川ダム周辺地域振

興協力基金交付金 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ６ 

７ 
土地開発基金の運用管

理 
合併時に相模原市の制度に統合する｡ ７ 

８ 
契約業者の登録及び指

定 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

なお、基本的に当該事務事業については、

現在、県とともに進められている「電子入

札システム」の中で一体で行われることに

なり、相模原市は平成１８年度に新システ

ムに移行するため、町と事前に調整する。 

８ 

９ 
用品調達基金の運用管

理 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ９ 

１０ 納税貯蓄組合 現行のまま新市に引き継ぐ。 １０ 



 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊２ 

ページ 

１１ 

原動機付自転車及び小

型特殊自動車の標識の

取扱い 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、藤野町で交付した標識については、

廃車するまで引き続き使えるよう、経過措

置を設ける。 

１１ 

１２ 

土地価格等縦覧帳簿及

び家屋価格等縦覧帳簿

の縦覧 

現行のまま新市に引き継ぐ。 １２ 

 



保健福祉部会 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊２ 

ページ 

１ 社会福祉審議会事務 
中核市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
１３ 

２ 社会福祉統計調査事業 
中核市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
１４ 

３ 
民間社会福祉施設賠償

責任保険負担金 

中核市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
１５ 

４ 防災資機材の整備事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 １６ 

５ 
さがみはら健康都市宣

言普及事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 １７ 

６ 保健福祉センター 

合併時に相模原市の制度を適用する。 

なお、保健福祉圏域における保健福祉セ

ンターのあり方については、合併後新市に

おいて検討する。 

１８ 

７ 

町立児童館及び青少年

広場並びに町立佐野川

デイサービスセンター

の管理運営 

合併時までに施設等の位置付けを検討

し、新市に引き継ぐ。 
１９ 

８ 

社会福祉法人、社会福祉

施設等に係る認可、指導

等 

中核市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
２０ 

９ 

支援費制度における指

定事業者・施設等指導監

査 

中核市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
２１ 

１０ 
民生委員審査専門分科

会事務 

中核市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
２２ 

１１ 
民生（児童）委員活動事

業 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

ただし、法定協議会の設置数については、

現行のまま新市に引き継ぐ。 

２３ 

１２ 人権啓発事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２５ 

１３ 
市民福祉の集い開催事

業 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２６ 

１４ 
社会福祉功労者、福祉作

文等入賞者表彰事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ２７ 



 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊２ 

ページ 

１５ 
社会福祉協議会運営助

成事業 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

なお、市町の社会福祉協議会の合併につ

いては、法人間で協議中である。 

２８ 

１６ 
あじさい会館等売店運

営助成事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ３０ 

１７ 
社会福祉事業振興資金

補助金 

中核市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
３１ 

１８ 
社会福祉事業団本部運

営補助事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ３２ 

１９ 
地区社会福祉協議会育

成推進事業補助金 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ３３ 

２０ 地域福祉計画策定事業 

合併後速やかに相模原市の制度に統合す

る。 

なお、計画の運用にあたっては、藤野町

の地域性などを尊重する。 

３４ 

２１ 
社会福祉基金運用事業

補助金 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ３５ 

２２ 社会福祉基金積立金 合併時に相模原市の制度に統合する。 ３６ 

２３ 
福祉機器展示室運営事

業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ３７ 

２４ 人命救助者等見舞金 合併時に相模原市の制度に統合する。 ３８ 

２５ 
在宅福祉サービス供給

事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ３９ 

２６ 
ねたきり高齢者等おむ

つ支給事業 

合併後３年を目途に相模原市の制度に統

合する。 
４１ 

２７ 低所得者等援護事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ４２ 

２８ 災害援護事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ４４ 

２９ 行事等災害見舞金 合併時に相模原市の制度に統合する。 ４８ 



 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊２ 

ページ 

３０ 
ボランティア活動指導

者等災害保障保険料 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ４９ 

３１ 慰霊塔の維持管理 現行のまま新市に引き継ぐ。 ５０ 

３２ 慰霊祭開催事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 ５１ 

３３ 戦争犠牲者援護事業 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

なお､補助金額については、合併後新市に

おいて検討する。 

５２ 

３４ 
行旅病人・死亡人の取扱

い 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

なお、納骨場所については、合併後新市

において検討する。 

５３ 

３５ 
各種社会福祉団体補助

金 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

なお、補助金額については、合併後新市

において検討する。 

５４ 

３６ 
防災ボランティア推進

事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ５５ 

３７ 
生活保護施設運営費補

助金 

中核市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
５６ 

３８ 

生活保護法に規定する

医療機関及び介護機関

の指定、指導及び施術機

関の登録 

中核市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
５７ 

３９ 
生活保護法に規定する

保護施設等 

中核市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
５８ 

４０ 
市民福祉会館の管理運

営事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ５９ 

４１ 法外援護事務 合併時に相模原市の制度を適用する。 ６０ 

４２ 保健福祉総合相談事業 

合併後３年を目途に段階的に相模原市の

制度に統合する。 

なお、統合にあたっては、保健福祉総合

相談システムの設置や保健福祉総合相談窓

口のあり方も併せて検討する。 

６１ 

４３ 
基幹型在宅介護支援セ

ンター運営事業 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

なお、統合にあたっては、保健福祉圏域

のあり方や在宅介護支援センター運営協議

会委員の見直しも併せて検討する。 

６２ 



 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊２ 

ページ 

４４ 

保健及び福祉に係る相

談並びにサービスの決

定（福祉事務所の主管に

属するものを除く） 

現行のまま新市に引き継ぐ。 ６３ 

４５ 
保健福祉サービス調整

機構の運営 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ６４ 

４６ 
重度障害者医療費助成

事業 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ６５ 

４７ 障害者歯科診療事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ６６ 

４８ 
ひとり親家庭等医療費

助成事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ６８ 

４９ 老人保健医療給付費 現行のまま新市に引き継ぐ。 ６９ 

５０ 
老人保健医療審査支払

手数料 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ７１ 

５１ 
高齢者入所判定委員会

運営事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ７３ 

５２ 
高齢者保健福祉計画推

進事業 
合併時に新市において検討する。 ７４ 

５３ 高齢者大学運営事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ７５ 

５４ 生きがい農園運営事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ７６ 

５５ 高齢者交流事業 

合併時に相模原市の制度を適用する。 

なお、平成１７年度中に事業のあり方に

ついて検討する。 

７７ 

５６ 
シルバー人材センター

育成事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ７８ 

５７ 老人クラブ補助金 合併時に相模原市の制度を適用する。 ７９ 

５８ 
老人いこいの家の維持

管理 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ８０ 
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５９ 
福祉施策紹介冊子作成

事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ８１ 

６０ 敬老会開催事業 合併後速やかに新市において検討する。 ８２ 

６１ 敬老訪問事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ８３ 

６２ 敬老祝金等支給事業 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

なお、敬老訪問事業との統合や事業見直

しについては、合併後新市において検討す

る。 

８４ 

６３ 
高齢者能力活用施設運

営事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ８５ 

６４ 
れんげの里あらいその

管理運営 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ８６ 

６５ 給食サービス事業 
合併後速やかに相模原市の制度に統合す

る。 
８７ 

６６ 
ねたきり高齢者等移送

サービス利用助成事業 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、移送サービス事業のあり方につい

ては、合併後新市において検討する。 

８８ 

６７ 寝具消毒乾燥事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ８９ 

６８ 家事援助事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ９０ 

６９ 住宅改修相談事業 

合併時に相模原市の制度を適用する。 

なお、相談員の配置場所については、合

併後新市において検討する。 

９１ 

７０ 
ねたきり高齢者出張理

美容サービス助成事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ９２ 

７１ 
生きがいデイサービス

事業 

合併後３年間で段階的に相模原市の制度

に統合する。 
９３ 

７２ 緊急一時入所事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ９５ 

７３ 
徘徊高齢者家族支援サ

ービス助成事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ９６ 
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７４ 
家族介護慰労金支給事

業 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ９７ 

７５ 生活援助員派遣事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ９９ 

７６ 
成年後見制度利用支援

事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 １００ 

７７ 
高齢者住宅設備改善費

助成事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 １０１ 

７８ 
緊急通報システム運営

事業 

合併後３年間で段階的に相模原市の制度

に統合する。 
１０２ 

７９ 慰問品支給事業 

合併時に相模原市の制度を適用する。 

なお、事業内容については、合併後新市

において見直しを行う。 

１０３ 

８０ 日常生活用具給付事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 １０４ 

８１ 
はり、きゅう、マッサー

ジ施術料助成事業 

合併時に相模原市の制度を適用する。 

なお、事業内容については、合併後新市

において見直しを行う。 

１０５ 

８２ 
老人ホーム入所措置事

業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 １０６ 

８３ 
在日外国人高齢者等福

祉給付金支給事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 １０７ 

８４ 
特別養護老人ホーム等

建設費補助金 

中核市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
１０８ 

８５ 
軽費老人ホーム事務費

補助金 

中核市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
１０９ 

８６ 
高齢者福祉施設運営費

補助金 

中核市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
１１０ 

８７ 
施設入所高齢者福祉給

付金支給事業 

中核市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
１１１ 

８８ 
老人福祉センターの管

理運営 
現行のまま新市に引き継ぐ。 １１２ 
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８９ 
介護老人保健施設建設

費補助金 

中核市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
１１３ 

９０ 

市立高齢者デイサービ

スセンター等の管理運

営 

現行のまま新市に引き継ぐ。 １１４ 

９１ 介護予防事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 １１５ 

９２ 電話貸与事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 １１７ 

９３ 電話訪問サービス事業 

合併時に相模原市の制度を適用する。 

なお、相模原市では、本事業を平成１７

年度から在宅介護支援センター事業の中へ

統合する方向のため、合併後は同事業の一

環として実施する。 

１１８ 

９４ 

特別養護老人ホーム等

建設費借入償還金補助

金 

合併時に相模原市の制度を適用する。 １１９ 

９５ 
介護老人保健施設建設

費借入償還金補助金 
合併時に相模原市の制度を適用する。 １２０ 

９６ 
高齢者・障害者虐待防止

体制 
合併時に相模原市の制度を適用する。 １２１ 

９７ 生きがい対策事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 １２２ 

９８ 
社会福祉審議会児童福

祉専門分科会 

中核市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
１２６ 

９９ 婦人保護事業 

一般市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 

なお、相談員の人数及び任用（公募）手

続きや配置場所（事務所）については、支

所の設置構想等との庁内調整が必要とな

る。 

１２７ 

１００ 幼児養育費の助成 

合併時に相模原市の制度を適用する。 

なお、平成１７年度中に事業のあり方に

ついて検討する。 

１２８ 

１０１ 児童手当・特例給付事務 現行のまま新市に引き継ぐ。 １２９ 

１０２ 
助産施設母子生活支援

施設入所委託事業 

一般市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
１３０ 



 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊２ 

ページ 

１０３ 
（仮称）子どもの権利条

例制定事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 １３１ 

１０４ 
次世代育成支援行動計

画進行管理事業 

合併後速やかに相模原市の制度に統合す

る。 

なお、統合にあたっては、相模原市の計

画を基本とし、藤野町の計画との整合を図

る。  

１３２ 

１０５ 
ファミリー・サポート・

センター推進事業 

合併後速やかに相模原市の制度を適用す

る。 
１３３ 

１０６ 
児童扶養手当の認定及

び支給事務 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

ただし、認定及び支給事務については、

一般市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 

１３５ 

１０７ 
母子寡婦自立支援計画

策定事業 

合併後速やかに相模原市の制度を適用す

る。 
１３６ 

１０８ 
母子・父子家庭等援護事

業 

母子・父子家庭等福祉手当については、

合併時に相模原市の制度を適用する。 

母子・父子家庭等高校進学・就職支度金

については、合併時に相模原市の制度を適

用する。 

母子福祉資金等利子補給については、合

併時に相模原市の制度を適用する。 

相模原市母子寡婦福祉協議会補助金につ

いては、合併時に相模原市の制度を適用す

る。 

１３７ 

１０９ 母子相談事業 

一般市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 

なお、相談員の人数及び任用（公募）手

続きや配置場所（事務所）については、支

所の設置構想等との庁内調整が必要とな

る。 

１３８ 

１１０ 
母子家庭等自立支援事

業 

中核市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
１３９ 

１１１ 
母子家庭等日常生活支

援事業 

中核市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
１４１ 

１１２ 
ひとり親家庭生活支援

事業 

中核市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
１４２ 

１１３ 
母子家庭等厚生活動事

業 

中核市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
１４３ 
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１１４ 母親クラブ育成事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 １４４ 

１１５ 母子福祉資金貸付事業 
中核市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
１４５ 

１１６ 
特別児童扶養手当の調

整事務 
合併時に相模原市の制度に統合する。 １４６ 

１１７ 
ひとり親家庭等証明書

等発行事務 
合併時に相模原市の制度に統合する。 １４７ 

１１８ 子育て広場事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 １４８ 

１１９ 家庭児童相談事業 

一般市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 

なお、相談員の人数及び任用（公募）手

続きや配置場所（事務所）については、支

所の設置構想等との庁内調整が必要とな

る。 

１４９ 

１２０ 児童虐待防止事業 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

なお、統合にあたっては、協議会委員な

どの選出、育児支援教室の会場や開催回数

などについては、調整が必要である。 

１５０ 

１２１ 育児支援家庭訪問事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 １５２ 

１２２ 児童遊園維持管理事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 １５３ 

１２３ 子どもの広場助成事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 １５４ 

１２４ 児童館管理運営事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 １５５ 

１２５ 
児童クラブ管理運営事

業 

合併後３年以内に相模原市の制度に統合

する。 
１５６ 

１２６ 
民間児童クラブ運営費

補助金 
合併時に相模原市の制度を適用する。 １５８ 

１２７ 児童クラブ整備事業 

合併時に相模原市の制度を適用する。 

なお、児童クラブの設置基準については、

合併後新市において検討する。 

１５９ 
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１２８ 
こどもセンター管理運

営事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 １６０ 

１２９ 
こどもセンター建設事

業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 １６２ 

１３０ 保育料 合併時に相模原市の制度に統合する。 １６３ 

１３１ 公立保育所の管理運営 
合併後３年間で段階的に相模原市の制度

に統合する。 
１６４ 

１３２ 認定保育室補助金 合併時に相模原市の制度に統合する。 １６５ 

１３３ 
コミュニティ保育推進

事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 １６６ 

１３４ 
児童福祉関係団体補助

金 
合併時に相模原市の制度を適用する。 １６７ 

１３５ 入所児童災害見舞金 合併時に相模原市の制度を適用する。 １６８ 

１３６ 
民間保育所入所児童保

育委託 
合併時に相模原市の制度に統合する。 １６９ 

１３７ 民間保育所助成費 合併時に相模原市の制度を適用する。 １７０ 

１３８ 保育所施設整備事業 
合併後３年間で段階的に相模原市の制度

を適用する。 
１７２ 

１３９ 
公立保育所民営化推進

事業 

合併時に相模原市の制度を適用する。 

なお、公立保育園の運営のあり方につい

ては、合併後新市において検討する。 

１７３ 

１４０ 保育所の設置認可等 
中核市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
１７４ 

１４１ 

社会福祉審議会身体障

害者福祉専門分科会・審

査部会 

中核市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
１７５ 

１４２ 

社会福祉協議会補助金

（障害者・高齢者財産保

全管理センター運営費） 

合併時に相模原市の制度を適用する。 １７６ 
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１４３ 福祉バス提供事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 １７８ 

１４４ 障害者福祉団体補助金 
合併後速やかに相模原市の制度に統合す

る。 
１７９ 

１４５ 支援費制度経費 現行のまま新市に引き継ぐ。 １８０ 

１４６ 
障害福祉相談員設置事

業 

中核市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
１８１ 

１４７ 
身体障害者福祉バス（あ

じさい号）運行事業 

合併後３年間で段階的に相模原市の制度

に統合する。 

ただし、対象者は、市制度を基本とする

が､藤野町で対象としている内部障害者等

の取扱いについては、合併後３年を目途に

新市において検討する。 

なお、高齢者は､高齢者福祉で別途調整す

る。 

１８２ 

１４８ 
障害児者入浴サービス

事業 

合併後３年間で段階的に相模原市の制度

に統合する。 

ただし、委託先については、地域性など

も踏まえ、合併後３年を目途に調整する。 

なお、高齢者については､高齢者福祉で別

途調整する。 

１８３ 

１４９ 
重症心身障害児者通園

事業 

中核市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
１８４ 

１５０ 
手話・要約筆記通訳者養

成・派遣事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 １８５ 

１５１ 
身体障害者スポーツ・レ

クリエーション等事業 
合併時に相模原市の制度に統合する。 １８７ 

１５２ 
身体障害児者支援費事

業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 １８８ 

１５３ 
身体障害児者補装具・日

常生活用具給付事業 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

なお、平成１７年度中に事業のあり方に

ついて検討する。 

１９０ 

１５４ 更生医療給付事業 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

なお、平成１７年度中に事業のあり方に

ついて検討する。 

１９２ 
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１５５ 
障害者手帳交付診断料

助成事業 
合併時に相模原市の制度に統合する。 １９３ 

１５６ 
住宅設備改善費助成事

業 

中核市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
１９４ 

１５７ 
自動車運転訓練費助成

事業 
合併時に相模原市の制度に統合する。 １９５ 

１５８ 自動車改造費助成事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 １９６ 

１５９ 自動車燃料費助成事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 １９７ 

１６０ 
障害児者宿泊費助成事

業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 １９８ 

１６１ 更生訓練費等支給事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 １９９ 

１６２ 
特別障害者等福祉手当

支給事業 

一般市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
２００ 

１６３ 
在日外国人障害者等福

祉給付金支給事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ２０１ 

１６４ 
身体障害者ケア付住宅

設置運営事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ２０２ 

１６５ 
身体障害者ケア付住宅

家賃助成事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ２０３ 

１６６ 

重症心身障害児施設建

設資金借入償還金補助

事業 

合併時に相模原市の制度を適用する。 ２０４ 

１６７ 
民営鉄道駅舎垂直移動

施設整備事業補助金 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ２０５ 

１６８ 
身体障害者手帳交付事

務 

中核市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
２０６ 

１６９ 
在宅障害者家庭内作業

指導運営事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ２０７ 
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１７０ 
障害者地域作業所運営

事業 

合併後３年間で段階的に相模原市の制度

に統合する。 

なお、統合にあたっては、藤野町の地域

作業所内のサポートスペースの位置付けも

併せて検討する。 

２０８ 

１７１ 
障害者小規模通所授産

施設運営事業 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２１０ 

１７２ 
障害者地域活動センタ

ー設置運営事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ２１１ 

１７３ 
精神障害者地域生活支

援センター運営事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ２１２ 

１７４ 
知的障害者スポーツ・レ

クリエーション等事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ２１３ 

１７５ 
知的障害児者支援費事

業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ２１４ 

１７６ 
生活ホーム等設置運営

事業 

中核市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
２１６ 

１７７ 
生活ホーム等家賃助成

事業 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２１７ 

１７８ 
更生施設等通園・通所者

交通費助成事業 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２１８ 

１７９ 施設入所医療費等経費 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２１９ 

１８０ 健康診断料助成事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ２２０ 

１８１ 
障害者福祉的就労協力

事業所奨励事業 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２２１ 

１８２ 
障害者地域作業所等健

康診断事業補助金 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ２２２ 

１８３ 
障害者一時ケア事業補

助金 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ２２３ 

１８４ 
障害福祉施設運営費補

助金 

中核市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
２２４ 
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１８５ 

知的障害者援護施設建

設資金借入償還金補助

事業 

合併時に相模原市の制度を適用する。 ２２５ 

１８６ 社会福祉事業団経費 合併時に相模原市の制度を適用する。 ２２６ 

１８７ 
障害児検討委員会運営

事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ２２７ 

１８８ 障害者福祉計画 

合併後速やかに相模原市の制度に統合す

る。 

なお、統合にあたっては、藤野町の計画

の内容、期間、指標の設定等を考慮し、新

市全域を対象とする計画を策定する。それ

までの間は、現行の計画を地域別計画とす

る。 

２２８ 

１８９ 

身体障害者福祉法に規

定する売店設置に係る

協議等 

現行のまま新市に引き継ぐ。 ２２９ 

１９０ 
指定居宅支援事業者、指

定施設等の指定 

中核市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
２３０ 

１９１ 
障害者支援センターの

管理運営 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ２３１ 

１９２ 
けやき体育館の管理運

営 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ２３２ 

１９３ 

市立身体障害者デイサ

ービスセンターの管理

運営 

現行のまま新市に引き継ぐ。 ２３３ 

１９４ 
進行性筋萎縮症療養給

付 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ２３４ 

１９５ 
障害者地域作業所指導

監査 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ２３５ 

１９６ 
老人福祉法に規定する

福祉の措置 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ２３６ 

１９７ 

児童福祉法に規定する

福祉の措置及び保育の

実施 

合併時に相模原市の制度に統合する。 ２３７ 

１９８ 
母子及び寡婦福祉法に

規定する福祉の措置 

一般市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
２３８ 
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１９９ 
身体障害者福祉法に規

定する福祉の措置 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ２３９ 

２００ 
知的障害者福祉法に規

定する福祉の措置 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ２４１ 

２０１ 

生活保護法に規定する

保護の決定、実施その他

生活保護法の施行に関

する事務 

一般市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
２４２ 

２０２ 婦人保護事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２４３ 

２０３ 
老人福祉施設入所者費

用の決定 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ２４４ 

２０４ 
児童福祉施設入所者費

用の決定 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２４５ 

２０５ 

障害者に対する居宅生

活支援費及び施設訓練

等支援費の支給決定 

現行のまま新市に引き継ぐ。 ２４６ 

２０６ 
身体障害者更生援護施

設入所者費用の決定 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ２４７ 

２０７ 
知的障害者援護施設入

所者費用の決定 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ２４８ 

２０８ 
特別児童扶養手当の認

定請求事務 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ２４９ 

２０９ 
障害児福祉手当、特別障

害者手当等の決定 

一般市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
２５０ 

２１０ 
重度心身障害者等福祉

手当の決定 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ２５１ 

２１１ 

高齢者に対する在宅福

祉サービス（保健福祉総

合相談課及び高齢者福

祉課の主管に属するも

のを除く）の決定 

合併時に相模原市の制度に統合する。 ２５２ 



 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊２ 

ページ 

２１２ 

障害者に対する在宅福

祉サービス(保健福祉総

合相談課及び障害福祉

課の主管に属するもの

を除く)の決定 

合併時に相模原市の制度に統合する。 ２５３ 

２１３ 

母子・父子相談、女性相

談、家庭児童相談その他

福祉相談事業 

一般市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
２５５ 

２１４ 陽光園管理運営事業 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

ただし、第一陽光園、第二陽光園及び第

三陽光園については、現行のまま新市に引

き継ぐ。 

２５６ 
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１ 
地域市民まつり助成事

業 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、藤野町については、合併後に対象

となる地域規模等の交付基準の見直しを行

い事業を推進する。 

２５８ 

２ ふれあい広場事業 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、藤野町への設置については、合併

後に設置基準の見直しを行い設置を進め

る。 

２５９ 

３ 防災資機材整備事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ２６０ 

４ 出張所維持管理事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 ２６１ 

５ 
市民健康文化センター

の管理運営事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ２６２ 

６ 斎場の管理運営事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 ２６４ 

７ 
地域センター管理運営

事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ２６５ 

８ 相談事業（市民相談） 

合併後３年を目途に相模原市の制度に統

合する。 

なお、統合にあたっては、藤野町で相談

需要の測定を行い、相談場所､相談日、相談

体制を確定する。 

２６８ 

９ 相談事業（法律相談） 

合併後３年を目途に相模原市の制度に統

合する。 

なお、統合にあたっては、藤野町で相談

需要の測定を行い、開催回数、委託先の見

直しを行う。 

２６９ 

１０ 相談事業（特設相談） 

合併後３年を目途に相模原市の制度に統

合する。 

なお、統合にあたっては、藤野町で相談

需要の測定を行い、相談項目の見直しを行

う。 

２７０ 

１１ 人権擁護委員 

合併により相模原市人権擁護委員会及び

藤野町にある連絡会は、相模原人権擁護委

員協議会と近似した組織になるため、合併

時に廃止する。 

２７２ 

１２ 行政相談委員 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

なお、藤野町の行政相談委員は、相模原

市行政相談委員連絡会に合流する。 

２７３ 
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１３ 
戸籍住民課連絡所維持

管理事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ２７４ 

１４ 日直代行員経費 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２７５ 

１５ 住居表示整備事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 ２７６ 

１６ 

戸籍、住民基本台帳及び

印鑑登録事務（統計、総

括及び指導を含む） 

合併時に相模原市の制度に統合する。 ２７７ 

１７ 外国人登録事務 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

なお、原票管理は本庁での一元管理とし、

藤野町で取扱う各種申請については、現行

のサービス水準を維持する方向で調整す

る。 

２７８ 

１８ 
住民基本台帳カードの

発行 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２７９ 

１９ 公的個人認証事務 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２８０ 

２０ 

埋火葬許可及び改葬許

可並びに斎場火葬炉使

用承認事務（身体の一部

に係るものを除く） 

現行のまま新市に引き継ぐ。 ２８１ 

２１ 

死体解剖保存法第 13条

に規定する死体交付証

明書の交付 

現行のまま新市に引き継ぐ。 ２８２ 

２２ 
相続税法第 58条に規定

する通知事務 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ２８３ 

２３ 

破産者、禁治産者、準禁

治産者、成年被後見人及

び犯罪人名簿に関する

事務 

現行のまま新市に引き継ぐ。 ２８４ 

２４ 

公職選挙法第 11条第 3

項及び第 29条第 1項に

規定する通知事務 

現行のまま新市に引き継ぐ。 ２８５ 

２５ 人口動態調査 現行のまま新市に引き継ぐ。 ２８６ 

２６ 住民実態調査 現行のまま新市に引き継ぐ。 ２８７ 
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２７ 自動車臨時運行許可 現行のまま新市に引き継ぐ。 ２８８ 

２８ 自衛官募集 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２８９ 

２９ 
児童手当に係る認定請

求書等の受理 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２９０ 

３０ 
国民年金に係る資格取

得届書等の受理 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ２９１ 

３１ 

介護保険に係る資格者

証の作成交付及び認定

申請書等の受付 

現行のまま新市に引き継ぐ。 ２９２ 

３２ 

国民健康保険に係る被

保険者証及び高齢受給

者証の作成交付並びに

出産育児一時金及び葬

祭費の支給申請書の受

付 

現行のまま新市に引き継ぐ。 ２９３ 

３３ 
妊娠届出書の受付及び

母子健康手帳の交付 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２９４ 

３４ 
し尿の処理に係る届出

書の受付 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２９５ 

３５ 

学齢児童及び生徒に係

る入学期日の通知及び

就学すべき学校の指定 

合併時に相模原市の制度に統合する。 ２９６ 

３６ 
証明書自動交付機シス

テム維持管理事業 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、藤野町への設置については、新市

において検討する。 

２９７ 

３７ 

住民基本台帳ネットワ

ークシステム維持管理

事業 

合併時に相模原市の制度に統合する。 ２９８ 

３８ 
住民基本台帳事務オペ

レーション委託業務 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ２９９ 

３９ 相模原市民証交付業務 合併時に廃止の方向で調整する。 ３００ 

４０ 国民年金事務 合併時に相模原市の制度に統合する。 ３０１ 
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４１ 防犯活動等推進事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 ３０２ 

４２ 連合防犯協会補助金 合併時に相模原市の制度に統合する。 ３０３ 

４３ 
交通安全思想普及啓発

事業 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ３０４ 

４４ 交通安全教室事業 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

なお、事業実施にあたっては、現行の交

通安全指導員数で行う。 

３０５ 

４５ 
鹿沼児童交通公園管理

運営事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ３０６ 

４６ 交通安全団体補助金 合併時に相模原市の制度に統合する。 ３０７ 

４７ 交通指導隊事業 

合併後、３年以内に廃止の方向で調整す

る。 

なお、当制度が交通安全に果たしてきた

役割、また、その歴史等から、直ちに廃止

することは困難であるため、合併後、３年

間で交通安全協会の交通安全指導員制度に

移行する。 

３０８ 

４８ 
安全・安心まちづくり推

進協議会補助金 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ３０９ 

４９ 消費者啓発事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ３１０ 

５０ 消費者保護事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ３１１ 

５１ 消費生活推進事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ３１２ 

５２ 計量検査等事業 
中核市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
３１３ 

５３ 

家庭用品品質表示法及

び消費生活用製品安全

法に規定する表示監視 

現行のまま新市に引き継ぐ。 ３１４ 
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５４ 窓口業務の取扱い 現行のまま新市に引き継ぐ。 ３１５ 

５５ 
出張所の維持管理及び

秩序保持 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ３１７ 

 



経済部会 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊２ 

ページ 

１ 
産業振興ビジョン推進

事業 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、「さがみはら産業振興ビジョン」等

については、合併後新市において見直しを

行う。 

３１８ 

２ 
相模原商工会議所補助

金 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ３１９ 

３ 工業団体育成事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ３２０ 

４ 優良従業員等表彰事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ３２１ 

５ 
新事業創出促進事業（産

業振興課分） 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ３２２ 

６ 
青年起業家育成基金積

立金 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ３２４ 

７ 情報集積促進事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ３２５ 

８ 工業集積促進事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ３２６ 

９ 
中小企業国際活動支援

事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ３２７ 

１０ 
中小企業経営安定対策

事業 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ３２８ 

１１ 中小企業景気対策事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ３３０ 

１２ 
相模原市産業振興財団

補助金 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ３３１ 

１３ 産業会館の管理運営 現行のまま新市に引き継ぐ。 ３３２ 

１４ 
事業協同組合等の設立

認可等 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ３３３ 

１５ 
工業地域等における住

宅開発の指導 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ３３４ 
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１６ 
工業立地法に規定する

届出、勧告等 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ３３５ 

１７ 
中小企業経営革新支援

事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ３３６ 

１８ 商業地形成事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ３３７ 

１９ 中心市街地活性化事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ３３８ 

２０ 商店街振興支援事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ３３９ 

２１ 
商店街活性化事業補助

金 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ３４０ 

２２ 商業実態調査事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ３４１ 

２３ 
買物公園道路維持管理

事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ３４２ 

２４ 商業団体育成事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ３４３ 

２５ 
新事業創出促進事業（商

業観光課分） 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ３４４ 

２６ 市民まつり開催事業 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、藤野町のまつりは「相模原市観光

振興計画」に基づき位置付けを行う。 

３４５ 

２７ 観光宣伝事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 ３４６ 

２８ 
キャンプ場管理運営事

業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ３４７ 

２９ 観光事業補助金 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、藤野町の観光事業は「相模原市観

光振興計画」に基づき位置付けを行う。 

３４９ 

３０ 
地域活性化イベント事

業補助金 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、藤野町のイベントは「相模原市観

光振興計画」に基づき位置付けを行う。 

３５１ 
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３１ 市観光協会補助金 現行のまま新市に引き継ぐ。 ３５３ 

３２ 
相模の大凧センター経

費 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ３５４ 

３３ 
たてしな自然の村管理

運営事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ３５５ 

３４ 
相模川自然の村管理運

営事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ３５６ 

３５ 観光施設維持管理事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 ３５７ 

３６ 
東海・首都圏自然歩道管

理受託事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ３５８ 

３７ 交流の里づくり事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 ３６４ 

３８ 
自然公園法に関する事

務 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ３７０ 

３９ 
フィルムコミッション

事業 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、合併時までに新市全体の制度のあ

り方を検討する。 

３７１ 

４０ 温泉管理事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 ３７２ 

４１ 雇用促進事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ３７３ 

４２ 緊急雇用対策推進事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ３７４ 

４３ 技能功労者表彰事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ３７５ 

４４ 勤労者福祉事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ３７６ 

４５ 
勤労者総合福祉センタ

ー管理運営事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ３７７ 
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４６ 
各種労働関係団体補助

金 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ３７８ 

４７ 
中小企業勤労者福祉サ

ービスセンター補助金 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ３７９ 

４８ 無料職業紹介事業 現行のまま新市に引き継ぐ ３８０ 

４９ 
伝統技能チャレンジャ

ー事業 
現行のまま新市に引き継ぐ ３８１ 

５０ 経営・生産対策推進会議 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

ただし、基本構想及び認定農業者の認定

基準については、合併後速やかに統合する。 

３８２ 

５１ 営農センター助成事業 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、事業内容については、合併後新市

において見直しを行う。 

３８３ 

５２ 認定農業者育成事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ３８４ 

５３ 米の数量調整実施事業 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

ただし、水田農業ビジョンについては、

合併後新市において速やかに見直しを行

う。 

３８５ 

５４ 
環境保全型農業導入支

援事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ３８６ 

５５ 農産物振興対策事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ３８７ 

５６ 営農対策事業 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

ただし、有害鳥獣対策事業については、

町の実施状況を踏まえ、合併後速やかに統

合する。 

【藤野園芸ランド運営協議会】 

合併時に相模原市の制度に統合する。た

だし、合併後の新市において同協議会と調

整等を図る。 

３８９ 

５７ 
農業後継者・担い手確保

対策事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ３９１ 

５８ 
地場農産物ブランド化

促進事業 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、ブランド名称等については、合併

後新市において検討する。 

３９２ 
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５９ 農産物流通対策事業 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、新市において出荷等の実態調査を

行う。 

３９３ 

６０ 都市農業ふれあい事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 ３９４ 

６１ 市民農園整備事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ３９５ 

６２ 
㈱神奈川食肉センター

食肉流通施設整備事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ３９６ 

６３ 
農道等維持管理補修事

業 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

ただし、台帳等の整備については、合併

後速やかに統合する。 

３９７ 

６４ 農道・用水路等整備事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 ３９８ 

６５ 
農道等調査測量設計委

託事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ３９９ 

６６ 各種農業団体補助金 現行のまま新市に引き継ぐ。 ４００ 

６７ 農業振興地域整備計画 合併後速やかに新たな計画を策定する。 ４０１ 

６８ 
生産緑地に係る営農指

導 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ４０２ 

６９ 
農産物の生産、経営技術

等の指導事務 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ４０３ 

７０ 
農産・園芸団体の指導及

び連絡事務 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ４０４ 

７１ 
水田農業推進協議会事

務 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ４０５ 

７２ 農作物の病虫害防除 現行のまま新市に引き継ぐ。 ４０６ 

７３ 土地改良事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ４０７ 
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７４ 漁業及び林業 現行のまま新市に引き継ぐ。 ４０８ 

７５ 家畜の防疫 
合併後速やかに相模原市の制度に統合す

る。 
４１０ 

７６ 農業者年金基金法 合併時に相模原市の制度に統合する。 ４１１ 

７７ 
荒廃農地対策等活動事

業 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ４１２ 

７８ 林道整備事業 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、合併後管理区分の明確化及び管理

台帳の調製を実施する。 

４１３ 

７９ 農とみどりの整備事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 ４１５ 

８０ 共進会に関すること 
合併後３年以内に段階的に相模原市の制

度に統合する。 
４１６ 

８１ 有害鳥獣対策事業 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

ただし、事業内容については、合併後速

やかに統合する。 

４１７ 

８２ 相模原市森林整備計画 
合併後速やかに新市全体を対象とする計

画を策定する。 
４１８ 

８３ 

神奈川県地域森林計画

対象森林における届出

事務 

現行のまま新市に引き継ぐ。 ４１９ 

８４ 松くい虫の防除 合併時に相模原市の制度を適用する。 ４２０ 

８５ 
自然保護奨励金の委託

事務に関すること 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ４２１ 

８６ 林地開発に関すること 現行のまま新市に引き継ぐ。 ４２２ 

８７ 岩石採取に関すること 現行のまま新市に引き継ぐ。 ４２３ 

８８ 治山・治水事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 ４２４ 
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８９ 保安林に関すること 現行のまま新市に引き継ぐ。 ４２５ 

９０ 水源の森林づくり事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 ４２６ 

９１ 

農村環境改善センター

（農村総合整備モデル

事業） 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、今後の利用方法を含めて合併後の

新市において検討する。 

４２８ 

９２ ふじの里山くらぶ 現行のまま新市に引き継ぐ。 ４２９ 

９３ 
藤野町営産業施設の管

理運営 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、今後の利用方法を含めて合併後の

新市において検討する。 

４３０ 

９４ 新都市農業推進事業 
合併後速やかに相模原市の制度を適用す

る。 
４３２ 

 



環境保全部会 
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１ 環境審議会経費 合併時に相模原市の制度に統合する。 １ 

２ 自然環境観察員事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ２ 

３ 
自然エネルギー等利用

設備補助事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ４ 

４ 環境保全啓発事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 ５ 

５ 環境月間事業開催経費 合併時に相模原市の制度を適用する。 ６ 

６ 環境基本計画 
合併後速やかに新市において新たな環境

基本計画の策定に着手する。 
７ 

７ 
環境基本法に規定する

公害防止計画 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ９ 

８ 環境影響評価事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 １０ 

９ 

相模原市特殊建築物等

設置に伴う環境保全に

係る指導指針 

合併時に相模原市の制度を適用する。 １３ 

１０ 
相模原の環境をよくす

る会負担金 
現行のまま新市に引き継ぐ。 １４ 

１１ 
桂川・相模川流域協議会

負担金 
合併時に相模原市の制度に統合する。 １５ 

１２ 
環境管理システム推進

事業 

合併後速やかに相模原市の制度を適用す

る。 
１６ 

１３ 
新エネルギー導入促進

事業 

「藤野町地域新エネルギービジョン」は

現行のまま新市に引き継ぎ、新市において

新たな環境基本計画を策定する際に内容を

反映させる。 

１９ 

１４ 環境指導啓発事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２０ 

１５ 環境監視測定事業 
中核市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
２１ 
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１６ 
常時監視測定局管理運

営事業 

中核市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
２３ 

１７ 
環境監視情報システム

管理事業 

中核市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
２４ 

１８ 
環境検査センター管理

運営事業 

平成１８年４月に衛生検査施設（保健所

所管）に統合されるため、合併時に廃止す

る。 

２５ 

１９ 公害監視設備整備事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 ２６ 

２０ 
合併処理浄化槽設置補

助事業 

合併後５年以内に事業見直しを含め相模

原市の制度に統合する。 
２７ 

２１ 
低公害自動車普及促進

事業 
新市において検討する。 ２８ 

２２ 

大気の汚染、水質の汚

濁､悪臭､土壌の汚染､騒

音及び振動に係る規制

及び指導事務 

合併時に相模原市の制度に統合する。 ２９ 

２３ 
大気汚染等に係る苦情

の処理 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ３０ 

２４ 

土砂等による盛土及び

土地の埋立て並びに切

土の規制事務 

合併後３年以内に事業見直しを含め相模

原市の制度に統合する。 
３１ 

２５ 
浄化槽の設置届出等に

関する事務 

中核市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
３２ 

２６ 
浄化槽保守点検業者の

登録 

中核市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
３３ 

２７ 
環境保全に関する条例

に基づく事務 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ３５ 

２８ 緑地保全活用事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ３７ 

２９ 
(財)相模原市みどりの

協会補助金 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ３８ 

３０ 緑地等維持管理事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 ３９ 
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３１ 緑地等整備事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 ４０ 

３２ 緑地保全用地購入事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 ４１ 

３３ 相模川等保全活用事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 ４２ 

３４ 
みどりの基本計画及び

相模川計画 

合併後速やかに新市において新たな計画

の策定に着手する。 
４３ 

３５ 

みどりのまちづくり基

金及び緑地保全基金の

運用管理 

合併時に相模原市の制度を適用する。 ４４ 

３６ 

首都圏近郊緑地保全法

及び都市緑地法に関す

る事務 

現行のまま新市に引き継ぐ。 ４５ 

３７ 

鳥獣の保護及び狩猟の

適正化に関する法律に

関する事務 

現行のまま新市に引き継ぐ。 ４６ 

３８ 

相模原市相模川ふれあ

い科学館の管理運営事

業 

現行のまま新市に引き継ぐ。 ４７ 

３９ 生垣設置費補助事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ５０ 

４０ 公園の管理運営事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ５２ 

４１ 霊園管理運営事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ５３ 

４２ 公園整備事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ５４ 

４３ 霊園整備事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ５５ 

４４ 公園用地購入事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ５６ 
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１ 都市計画審議会経費 合併時に相模原市の制度に統合する。 ５７ 

２ 
区域区分界等調査測量

事業 

合併後速やかに相模原市の制度に統合す

る。 
５８ 

３ 
市民参加型まちづくり

推進事業 

合併後速やかに相模原市の制度を適用す

る。 
５９ 

４ 
都市計画提案制度推進

事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ６０ 

５ 

都市計画施設の区域又

は市街地開発事業の施

行区域内における建築

の許可及び指導 

一般市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
６１ 

６ 
都市防災に係る基盤整

備計画 

合併後３年以内に新市において策定す

る。 
６２ 

７ 
生産緑地地区内の建築

行為等の許可 

合併時に相模原市の制度を適用する。 

ただし、藤野町の区域が合併後、首都圏

近郊整備地帯に含まれない場合は、生産緑

地制度が適用されないため、生産緑地地区

内の建築行為等の許可は発生しない。 

６３ 

８ 鉄道対策事業 

合併後速やかに相模原市の制度に統合す

る。 

ただし、中央線立川駅以西連続立体化

複々線促進事業連絡会については、現行の

まま新市に引き継ぐ。 

６４ 

９ 
新しい交通システム検

討事業 

合併後５年を目途に新市において検討す

る。 

なお、検討にあたっては、総合都市交通

計画と整合を図る。 

６６ 

１０ 
駅舎自由通路等維持管

理事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ６７ 

１１ 
交通バリアフリー基本

構想推進事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ６８ 

１２ 

都市計画法に規定する

開発行為に伴う公共施

設管理者の同意及び協

議の調整 

合併時に相模原市の制度に統合する。 ６９ 



 

番号 事務事業名 調整方針 
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１３ 開発審査会経費 
中核市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
７０ 

１４ 

都市計画法に規定する

開発行為及び建築等の

制限の許可、証明及び承

認 

一般市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
７１ 

１５ 開発行為等の違反防止 
一般市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
７２ 

１６ 地域整備推進事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ７３ 

１７ 
駅周辺施設維持管理事

業 
合併時に新市において検討する。 ７４ 

１８ 
安全で快適な歩行者空

間創出事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ７５ 

１９ 市街地整備基金積立金 合併時に相模原市の制度を適用する。 ７６ 

２０ アドバイザー派遣事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ７７ 

２１ 優良建築物等整備事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ７８ 

２２ 土地区画整理事業 合併時に新市において検討する。 ７９ 

２３ 
市街地開発・再開発事業

（補助事業を含む） 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ８０ 

２４ 

個人施行及び組合施行

の土地区画整理事業に

係る促進、指導及び許可

等 

中核市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
８１ 

２５ 

土地区画整理法第 76条

に規定する土地区画整

理事業施行地区内にお

ける建築行為等の許可 

合併時に相模原市の制度を適用する。 ８２ 

２６ 

都市計画法第 53条に規

定する土地区画整理事

業施行区域内における

建築行為等の許可 

一般市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
８３ 
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２７ 

土地区画整理組合が行

った土地区画整理法に

基づく処分に係る審査

請求 

中核市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
８４ 

２８ 

市街地再開発事業の施

行地区内における建築

行為等の許可 

一般市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
８５ 

２９ 
民間自動車駐車場整備

促進事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ８６ 

３０ 自転車整理指導事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ８７ 

３１ 
自転車駐車場管理運営

事業 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ８８ 

３２ 
民間自転車駐車場助成

事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ８９ 

３３ 自転車駐車場整備事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ９０ 

３４ 
自動車駐車場管理運営

事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ９１ 

３５ 
駐車場整備地区におけ

る駐車場整備計画 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ９２ 

３６ 
路外駐車場の設置等の

届出 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ９３ 

３７ 

相模原市建築物におけ

る駐車施設の附置に関

する条例に関する事務 

合併時に相模原市の制度を適用する。 ９４ 

 



土木部会 
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１ 
相模原市みちの協会補

助金 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ９５ 

２ 道路交通量調査委託 

合併時に相模原市の制度を適用する。 

なお、適用にあたっては、道路交通量調

査については、５年毎に行っており、次回

は平成２１年度に予定しているため、藤野

町の必要箇所を検討し、実施する。 

９６ 

３ 
土木工事積算事務電算

処理経費 

合併後速やかに相模原市の制度に統合す

る。 
９７ 

４ 
災害時仮設トイレ用移

動型人孔蓋整備事業 

平成１７年度で事業終了のため、合併時

までに廃止する。 
９８ 

５ 

開発行為（開発行為に準

ずるものを含む）におけ

る道路及び下水道に係

る協議、指導及び検査 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、整備すべき道路等の基準に若干の

差異が見受けられるため、これらは都市部

会が所管する「開発行為等指導事務」で新

市において検討する。 

９９ 

６ 
公共工事に伴う発生残

材の有効利用の推進 
現行のまま新市に引き継ぐ。 １００ 

７ 
公共建設発生土の処理

処分対策 
現行のまま新市に引き継ぐ。 １０１ 

８ 
路線再編成基準に基づ

く路線の編成 
現行のまま新市に引き継ぐ。 １０２ 

９ 
道路情報管理システム

業務委託 

合併後５年間で段階的に相模原市の制度

を適用する。 
１０３ 

１０ 

首都圏中央連絡自動車

道（さがみ縦貫道路）の

整備促進 

合併時に相模原市の制度に統合する。 １０４ 

１１ 
広域幹線道路整備構想

の推進の要請 
現行のまま新市に引き継ぐ。 １０５ 

１２ 国県道の整備促進 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

ただし、市町が単独で加入している協議

会等については、現行のまま新市に引き継

ぐ。 

１０６ 

１３ 
公共工事安全点検パト

ロール経費 
合併時に相模原市の制度に統合する。 １０８ 
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１４ 
路上違反広告物撤去事

業 

中核市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
１０９ 

１５ 
道路認定路線網図作成

委託 
合併時に相模原市の制度に統合する。 １１０ 

１６ 道路境界整備事業 
合併後５年間で段階的に相模原市の制度

に統合する。 
１１１ 

１７ 国有財産取得事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 １１２ 

１８ 道路境界確定事業 
合併後５年間で段階的に相模原市の制度

に統合する。 
１１３ 

１９ 廃道路敷等測量委託 合併時に相模原市の制度を適用する。 １１４ 

２０ 
路上放置自動車等撤去

委託 
合併時に相模原市の制度を適用する。 １１５ 

２１ 
道路の認定、区域決定、

供用開始等 
合併時に相模原市の制度に統合する。 １１６ 

２２ 廃道路敷の処分 
合併後３年間で段階的に相模原市の制度

に統合する。 
１１７ 

２３ 未登記道路の取得 現行のまま新市に引き継ぐ。 １１８ 

２４ 
道路の通行禁止及び車

両制限 
現行のまま新市に引き継ぐ。 １１９ 

２５ 都市基準点の管理 
合併後５年間で段階的に相模原市の制度

に統合する。 
１２０ 

２６ 
道路台帳の整備、保管及

び閲覧 

合併後５年を目途に相模原市の制度に統

合する。 
１２１ 

２７ 
道路に係る不服申立て、

訴訟等 
合併時に相模原市の制度に統合する。 １２２ 

２８ 道路の占用許可 合併時に相模原市の制度に統合する。 １２３ 
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２９ 

道路管理者以外の者が

行う道路工事の承認、監

督、検査 

合併時に相模原市の制度に統合する。 １２４ 

３０ 道路改良事業 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、道路整備計画を合併後速やかに策

定する必要がある。 

１２５ 

３１ 踏切改良関連事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 １２６ 

３２ 都市計画道路事業 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、道路整備計画を合併後速やかに策

定する必要がある。 

１２７ 

３３ 
駅前等交通広場の整備

事業 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、道路整備計画を合併後速やかに策

定する必要がある。 

１２８ 

３４ 
魅力あるみちづくり事

業等 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、道路整備計画を合併後速やかに策

定する必要がある。 

１２９ 

３５ 
道路の用地取得に係る

残地の管理及び処分 

合併後速やかに相模原市の制度を適用す

る。 
１３０ 

３６ 道路用地維持管理費 合併時に相模原市の制度を適用する。 １３１ 

３７ 
道路点検パトロール経

費 
合併時に相模原市の制度に統合する。 １３２ 

３８ 道路維持補修事業 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

なお、生活道路の除雪については、合併

時までに検討する。 

１３３ 

３９ 街路樹維持管理事業 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

なお、統合にあたっては、シルバー人材

センター及び相模原市みちの協会との調整

が必要になる。 

１３４ 

４０ 交通安全施設整備事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 １３５ 

４１ 
交通安全施設維持管理

事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 １３６ 

４２ 
狭あい道路拡幅整備事

業 
合併時に相模原市の制度に統合する。 １３７ 



 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊３ 

ページ 

４３ 私道路整備事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 １３８ 

４４ 橋りょう維持補修事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 １３９ 

４５ 寄附道路整備事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 １４０ 

４６ 歩道整備事業 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

なお、歩道整備計画については、合併後

速やかに策定する必要がある。 

１４１ 

４７ 
交通バリアフリー道路

特定事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 １４２ 

４８ 河川維持管理補修事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 １４３ 

４９ 河川安全施設整備事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 １４４ 

５０ 水位観測施設管理事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 １４５ 

５１ 水路維持管理補修事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 １４６ 

５２ 河川改修事業 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

なお、合併後に雨水対策における整備方

針（公共下水道（雨水）、河川等）を定める

必要がある。 

１４７ 

５３ 
河川に係る整備計画の

策定、認可及び変更 
現行のまま新市に引き継ぐ。 １４８ 

５４ 廃水路敷の処分 
合併後３年間で段階的に相模原市の制度

に統合する。 
１４９ 

５５ 河川及び水路の指定 合併時に相模原市の制度に統合する。 １５０ 

５６ 
河川・湖に係る急傾斜地

の崩壊防止 
現行のまま新市に引き継ぐ。 １５１ 
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１ 教育委員会運営事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 １５２ 

２ 日直代行員等経費 

日直代行員制度については、合併後５年

間で段階的に相模原市の制度を適用する。 

学校管理業務については、合併後５年間

で段階的に相模原市の制度に統合する。 

１５３ 

３ 職員の研修 合併時に相模原市の制度に統合する。 １５４ 

４ 
構造改革特別区域計画

（名倉小） 
現行のまま新市に引き継ぐ。 １５５ 

５ 廃校利用 現行のまま新市に引き継ぐ。 １５６ 

６ 
私立幼稚園教育振興補

助金 
合併時に相模原市の制度を適用する。 １５７ 

７ 
私立幼稚園運営助成事

業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 １５８ 

８ 
私立幼稚園障害児教育

助成金 
合併時に相模原市の制度を適用する。 １５９ 

９ 奨学金貸付金 合併時に相模原市の制度を適用する。 １６０ 

１０ 奨学基金積立金 合併時に相模原市の制度を適用する。 １６１ 

１１ 中学校課外活動助成金 合併時に相模原市の制度に統合する。 １６２ 

１２ 
各種教育研究団体補助

金 
合併時に相模原市の制度に統合する。 １６３ 

１３ 
各種教育研究大会等分

担金 
合併時に相模原市の制度に統合する。 １６４ 

１４ 
児童生徒指導対策助成

金 
合併時に相模原市の制度に統合する。 １６５ 

１５ 進路指導対策助成金 合併時に相模原市の制度を適用する。 １６６ 
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１６ 
学童及び生徒の通学安

全事業 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

ただし、合併後５年間で新市において事

業内容の検討を行う。 

１６７ 

１７ 
小･中学校維持管理補修

費 
合併時に相模原市の制度に統合する。 １６８ 

１８ 小・中学校運営費 合併時に相模原市の制度に統合する。 １７２ 

１９ 
小・中学校教材等整備事

業 
合併時に相模原市の制度に統合する。 １７４ 

２０ 
小・中学校教科書等購入

費 
合併時に相模原市の制度に統合する。 １７７ 

２１ 校外活動助成費 合併時に相模原市の制度に統合する。 １７８ 

２２ 
要保護及び準要保護児

童生徒就学援助費 
合併時に相模原市の制度に統合する。 １８０ 

２３ 
障害児学級児童生徒就

学奨励費 
合併時に相模原市の制度に統合する。 １８２ 

２４ 児童及び生徒の就学 合併時に相模原市の制度に統合する。 １８３ 

２５ 学級編制 現行のまま新市に引き継ぐ。 １８４ 

２６ 通学区域 現行のまま新市に引き継ぐ。 １８５ 

２７ 学校規模の適正化 現行のまま新市に引き継ぐ。 １８６ 

２８ 義務教育事務委託事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 １８７ 

２９ 
コミュニティバス・スク

ールバス運行事業 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

ただし、合併後５年間で新市において事

業内容の検討を行う。 

１８８ 

３０ 町立小学校統合 現行のまま新市に引き継ぐ。 １８９ 
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３１ 
学校医等公務災害補償

費 
現行のまま新市に引き継ぐ。 １９０ 

３２ 児童生徒災害見舞金 合併時に相模原市の制度に統合する。 １９１ 

３３ 
各種教育研究団体補助

金 
合併時に相模原市の制度に統合する。 １９２ 

３４ 
給食センター施設管理

運営事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 １９３ 

３５ 学校医等報酬 合併時に相模原市の制度に統合する。 １９４ 

３６ 児童・生徒健康診断事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 １９５ 

３７ 学校歯科保健事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 １９６ 

３８ 学校環境衛生経費 合併時に相模原市の制度に統合する。 １９７ 

３９ 保健室管理運営費 合併時に相模原市の制度に統合する。 １９８ 

４０ 
児童・生徒災害共済負担

金等経費 
合併時に相模原市の制度に統合する。 １９９ 

４１ ランチルーム整備事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ２００ 

４２ 
学校給食施設・設備整備

事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ２０１ 

４３ 
小・中学校維持管理補修

事業 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２０２ 

４４ 
小・中学校屋内運動場改

修事業 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２０３ 

４５ 
小・中学校校舎耐震補強

事業 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２０４ 
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４６ 
小・中学校校舎等整備事

業 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２０５ 

４７ 小・中学校環境対策事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 ２０６ 

 



学校教育部会 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊３ 
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１ 教職員研修事業 
中核市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
２０７ 

２ 学校教育研究事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２０８ 

３ 児童生徒指導推進事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２０９ 

４ 障害児教育推進事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２１０ 

５ 
水泳授業指導協力者派

遣事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ２１１ 

６ 
部活動技術指導者派遣

事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ２１２ 

７ 図書整理員経費 

合併後速やかに相模原市の制度に統合す

る。 

なお、図書整理員の配置については、巡

回派遣、ボランティア対応等配置方法の調

整を行う。 

２１３ 

８ 学校情報教育推進事業 

合併後速やかに相模原市の制度に統合す

る。 

なお、統合にあたっては、機器の設置・

整備の進捗状況が異なっているため、設置･

整備の開始時期や内容については十分に検

討する。 

２１４ 

９ 
障害児学級設備整備事

業 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２１５ 

１０ 教育課程推進事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２１６ 

１１ 地域教育力活用事業 
合併後３年以内に相模原市の制度に統合

する。 
２１７ 

１２ 学校評議員事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２１８ 

１３ 
外国人英語指導助手小

中学校派遣事業 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２１９ 
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１４ 国際交流教育支援事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ２２０ 

１５ 
海外帰国及び外国人児

童生徒教育支援事業 

合併後速やかに相模原市の制度を適用す

る。 
２２１ 

１６ 福祉教育推進事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ２２２ 

１７ 
さがみ風っ子文化祭事

業 

合併後３年以内に相模原市の制度に統合

する。 
２２３ 

１８ 人権教育事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２２４ 

１９ 
各種相談･指導・訪問事

業 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２２５ 

２０ 教科用図書採択事務 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２２７ 

２１ 学生ボランティア制度 合併時に相模原市の制度を適用する。 ２２８ 

２２ 障害児就学指導事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２２９ 

２３ 
介助員（臨時的任用職

員）派遣事業 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２３０ 

２４ 少人数指導等支援事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ２３１ 

２５ 教職員互助団体補助 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２３２ 

２６ 
教職員表彰事務（市表

彰）        
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２３３ 

２７ 教職員健康診断 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２３４ 

２８ 
教職員の任免その他の

人事の内申 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２３５ 
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２９ 
教職員の昇給、昇格、特

別昇給等給与の内申 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２３６ 

３０ 教職員の服務監督 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２３７ 

３１ 教職員定数の内申 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２３８ 

３２ 
教職員褒賞・表彰事務

（国・県表彰） 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２３９ 

３３ 
教職員の公務（通勤）災

害 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２４０ 

３４ 
教職員組合に関する事

務 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２４１ 

３５ 
市費負担による非常勤

講師の任用 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ２４２ 

３６ 
教職員互助団体に関す

る事務 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２４３ 

３７ 教職員衛生管理 合併時に相模原市の制度を適用する。 ２４４ 

３８ 教職員被服貸与 合併時に相模原市の制度を適用する。 ２４５ 

３９ 野外体験教室活動事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ２４６ 

４０ 
野外体験教室管理運営

事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ２４７ 

４１ 青少年・教育相談事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２４８ 

４２ ヤングテレホン事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ２４９ 

４３ 
青少年街頭指導・相談事

業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ２５０ 
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４４ 青少年相談員経費 合併時に相模原市の制度を適用する。 ２５１ 

４５ 
青少年相談センター運

営協議会経費 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ２５２ 

４６ 教育相談研究員経費 
平成１７年度で事業終了のため、合併時

までに廃止する。 
２５３ 

４７ 適応指導教室事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２５４ 

４８ 施設維持管理補修事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 ２５５ 

 



生涯学習部会 
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１ 社会教育委員経費 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２５６ 

２ 
生涯学習ルーム運営費

(小中学校余裕教室) 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ２５７ 

３ 
社会教育関係団体事務

室利用者協議会補助金 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ２５８ 

４ 人権教育事業 

合併後３年間で段階的に相模原市の制度

に統合する。 

なお、統合にあたっては、地域性を尊重

する。 

２５９ 

５ 美術品等収集事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ２６０ 

６ 
ＪＲ相模原駅駅ビル公

共施設維持管理事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ２６１ 

７ 家庭教育啓発事業 

合併後３年間で段階的に相模原市の制度

に統合する。 

なお、統合にあたっては、地域性を尊重

する。 

２６２ 

８ 市民文化祭経費 現行のまま新市に引き継ぐ。 ２６３ 

９ 音楽等振興事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 ２６４ 

１０ 
相模原市民ギャラリー

運営事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ２６６ 

１１ 公民館館長等経費 

合併後３年間で段階的に相模原市の制度

に統合する。 

なお、統合にあたっては、地域性を尊重

する。 

２６７ 

１２ 
公民館運営協議会等経

費 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ２６８ 

１３ 
公民館非常勤職員等経

費 

合併後３年間で段階的に相模原市の制度

に統合する。 

なお、統合にあたっては、地域性を尊重

する。 

２６９ 
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１４ 公民館活動事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 ２７１ 

１５ 
公民館施設維持管理補

修事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ２７２ 

１６ 
彫刻のあるまちづくり

事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ２７３ 

１７ ＰＴＡ育成費 

合併後３年間で段階的に相模原市の制度

に統合する。 

なお、統合にあたっては、過去の経緯や

地域性、団体の意向を尊重する。 

２７６ 

１８ 地域婦人団体育成費 

合併後３年間で段階的に相模原市の制度

に統合する。 

なお、統合にあたっては、過去の経緯や

地域性、団体の意向を尊重する。 

２７７ 

１９ 女性グループ育成費 現行のまま新市に引き継ぐ。 ２７８ 

２０ 文化団体育成費 

合併後３年間で段階的に相模原市の制度

に統合する。 

なお、統合にあたっては、過去の経緯や

地域性、団体の意向を尊重する。 

２７９ 

２１ 音楽関係団体等補助金 現行のまま新市に引き継ぐ。 ２８０ 

２２ 生涯学習推進事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 ２８１ 

２３ 

藤野町ふるさと芸術村

メッセージ事業（アー

ト・スフィア） 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

ただし、事業規模、事業内容等について

は、新市において検討する。 

２８３ 

２４ 文化財保護審議会経費 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２８４ 

２５ 文化財普及事業 
合併後３年間で段階的に相模原市の制度

に統合する。 
２８５ 

２６ 
スポーツ振興審議会経

費 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ２８７ 

２７ 
体育指導委員活動推進

事業 

合併後３年間で段階的に相模原市の制度

に統合する。 

なお、統合にあたっては、地域住民の意

向や地域性を尊重する。 

２８８ 
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２８ 
スポーツ振興に関する

事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ２８９ 

２９ 
各種体育大会等実施事

業 

合併後３年間で段階的に相模原市の制度

に統合する。 

なお、統合にあたっては、地域性を尊重

する。 

２９０ 

３０ 
（財）相模原市体育協会

補助金 

合併後３年間で段階的に相模原市の制度

に統合する。 

なお、統合にあたっては、過去の経緯や

地域性、団体の意向を尊重する。 

２９２ 

３１ 
スポーツ大会等開催・誘

致奨励補助金 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ２９４ 

３２ スポーツ施設管理事業 
合併後３年間で段階的に相模原市の制度

に統合する。 
２９５ 

３３ スポーツ施設の整備 現行のまま新市に引き継ぐ。 ２９６ 

３４ 学校施設開放事業 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、料金、減免措置については、合併

後新市において検討する。 

２９７ 

３５ 青少年問題協議会経費 合併時に相模原市の制度に統合する。 ３００ 

３６ 
青少年健全育成環境づ

くり事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ３０１ 

３７ 
青少年指導員活動推進

事業 

合併後３年間で段階的に相模原市の制度

に統合する。 

なお、統合にあたっては、地域住民の意

向や地域性を尊重する。 

３０３ 

３８ 青少年関係団体補助金 

合併後３年間で段階的に相模原市の制度

に統合する。 

なお、統合にあたっては、過去の経緯や

地域性、団体の意向を尊重する。 

３０４ 

３９ 
青少年学習センター施

設維持管理事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ３０５ 

４０ 
青年海外派遣基金の運

用管理 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ３０６ 
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４１ 
青少年学習センター活

動自主事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ３０７ 

４２ 
青少年学習センター活

動団体委託事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ３０８ 

４３ 
総合学習センター施設

利用承認事務 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ３０９ 

４４ 
総合学習センター施設

運営事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ３１０ 

４５ 市民大学実施事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ３１１ 

４６ 教育の調査研究事業 
合併後速やかに相模原市の制度を適用す

る。 
３１２ 

４７ 
生涯学習活動の支援事

業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ３１３ 

４８ 情報活用推進事業 
合併後段階的に相模原市の制度を適用す

る。 
３１５ 

４９ 教材作成事業 
合併後３年間で段階的に相模原市の制度

に統合する。 
３１６ 

５０ 
教育図書資料の収集整

理活用事業 

合併後３年間で段階的に相模原市の制度

を適用する。 
３１７ 

５１ 教育研究所連盟 合併時に相模原市の制度を適用する。 ３１８ 

５２ 教職員研修（基本研修） 
中核市事務により、合併時に相模原市の

制度に統合する。 
３１９ 

５３ 学習相談事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ３２０ 

５４ 学社融合推進事業 

合併後３年間で段階的に相模原市の制度

を適用する。 

なお、適用にあたっては、地域性を尊重

する。 

３２１ 

５５ 出前講座事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ３２２ 
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５６ 
公民館に関する調査研

究・研修 

合併後３年間で段階的に相模原市の制度

を適用する。 

なお、適用にあたっては、地域性を尊重

する。 

３２３ 

５７ 
生涯学習情報化推進事

業 

合併後段階的に相模原市の制度を適用す

る。 
３２４ 

５８ 
教職員研修（基本研修以

外） 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ３２５ 

５９ 学校教育相談事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 ３２７ 

６０ 図書館協議会経費 現行のまま新市に引き継ぐ。 ３２８ 

６１ 
図書館施設維持管理

費・施設維持補修費 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ３２９ 

６２ 
視聴覚ライブラリー自

主事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ３３０ 

６３ 視聴覚関係団体補助金 合併時に相模原市の制度を適用する。 ３３１ 

６４ 図書資料充実経費 
合併後速やかに相模原市の制度に統合す

る。 
３３２ 

６５ 図書館サービス経費 
合併後速やかに相模原市の制度に統合す

る。 
３３３ 

６６ 図書館施設運営費 

合併後速やかに相模原市の制度に統合す

る。 

なお、統合にあたっては、利用相談員の

配置の必要性、配送業務方法（コース等）

を検討する。 

３３４ 

６７ 図書等複写費用 
合併後速やかに相模原市の制度に統合す

る。 
３３５ 

６８ 図書館システム経費 
合併後速やかに相模原市の制度を適用す

る。 
３３６ 

６９ 
視聴覚ライブラリー施

設運営費 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ３３８ 
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７０ 博物館協議会 現行のまま新市に引き継ぐ。 ３３９ 

７１ 資料収集保存事業 

合併後、３年間で段階的に相模原市の制

度に統合する。 

なお、統合にあたっては、資料の収蔵施

設の独自性や設立経過、住民活動などを考

慮し、協議する期間を設け検討する。 

３４０ 

７２ 資料調査研究事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 ３４１ 

７３ 展示・教育普及事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 ３４２ 

７４ プラネタリウム事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 ３４３ 

７５ 
博物館施設維持管理運

営事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ３４４ 

 

 

 

 



その他 

（１）相模原市・藤野町合併市町村基本計画（素案）の公表及び意見募集要領（案） 

 
１ 目 的 

この要領は、相模原市・藤野町合併市町村基本計画（以下｢基本計画｣という。）の素案の

公表及び意見募集に関し必要な事項を定めることにより、基本計画の作成にあたり広く住

民の意見を反映することを目的とする。 
 

２ 素案の公表の方法 
  素案の公表は、次の方法により行う。 
（１）相模原市・藤野町合併協議会（以下「合併協議会」という。）ホームページへの掲載 
（２）合併協議会が発行する広報紙への掲載 
（３）次の場所での閲覧及び配布 
  ア 相模原市  相模原市・藤野町合併協議会事務局（広域行政推進課）、行政資料コー

ナー、各出張所（12）、各公民館（23） 
  イ 藤 野 町  合併推進課、各支所（2） 
  ウ 津久井町  合併対策室、町政情報コーナー、各支所（4）、生涯学習センター、文

化福祉会館、串川ひがし会館 
エ 相模湖町  合併推進課、各公民館（2）、さがみ湖リフレッシュセンター、相模湖

交流センター 
 
３ 意見を提出できるもの 
  意見を提出できるものは、次に掲げるものとする。 
（１）相模原市、藤野町、津久井町又は相模湖町の区域内に住所を有する者 
（２）相模原市、藤野町、津久井町又は相模湖町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務

する者 
（３）上記のほか、素案に対して意見を有するもの 
 
４ 意見の受付期間 
  意見の受付期間は、平成１７年１１月１日から同年１１月３０日までとする。 
 
５ 意見の提出方法 
  意見を提出しようとするものは、住所、氏名、連絡先を明らかにし、次の方法により意

見を提出しなければならない。 
（１）郵便 
（２）ファクシミリ 
（３）電子メール 
（４）次の場所への書面の提出 
  ア 相模原市  相模原市・藤野町合併協議会事務局（広域行政推進課） 



  イ 藤 野 町  合併推進課 
ウ 津久井町  合併対策室 
エ 相模湖町  合併推進課 

 
６ 提出された意見の取扱 
（１）提出された意見は、事務局でその概要をとりまとめ、基本計画の協議にあたって参考

とするため合併協議会に提出する。 
（２）合併協議会は、提出された意見を考慮して基本計画を作成するものとし、決定した基

本計画並びに提出された意見の概要及び意見に対する合併協議会の考え方について、素

案と同様の方法により公表する。 
 
７ 附 則 
  この要領は、平成１７年１０月  日から施行する。 
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